
史
料
紹
介下

総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書

菅

原

憲

二

矢

嶋

毅

之

こ
こ
に
目
録
と
一
部
の
史
料
を
紹
介
す
る
下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書
（
以
下
、
小
林
村
文
書
と
記
す
）
は
、
現
在
成
田
山

新
勝
寺
内
に
あ
る
霊
光
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
同
館
の
架
蔵
に
至
っ
た
の
は
、
一
九
九
六
年
一
月
、
神
田
源
喜
堂
か
ら
購
入
し
た

こ
と
に
よ
る
。
当
初
か
ら
断
簡
類
が
多
く
、
同
館
学
芸
員
矢
嶋
は
連
続
す
る
と
判
断
し
た
も
の
を
一
括
す
る
な
ど
し
て
、
一
点
充
封

筒
に
入
れ
て
整
理
し
、
そ
の
員
数
は
二
五
六
点
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
二
〇
〇
四
年
五
月
か
ら
菅
原
が
、
千
葉
大
学
文
学
部
史
学

科
の
古
文
書
実
習
の
対
象
と
し
て
整
理
を
す
す
め
て
、
二
〇
一
〇
年
九
月
の
目
録
完
成
に
よ
っ
て
二
四
五
点
と
な
っ
た
。
今
後
の
精

査
に
よ
っ
て
は
多
少
の
増
減
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

一

本
文
書
群
は
、
そ
の
内
容
か
ら
推
測
す
る
と
、
小
林
村
馬
場
方
の
名
主
で
あ
っ
た
川
村
家
文
書
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
詳
し

（１８５）



表１ 小林村村役人名一覧
（典拠：小林村文書）

備 考

肩書は百姓

肩書は扱人

辺田分名主退役につき

与頭彦四郎相手訴訟
台方名主勘重郎病につき、
名主仮役伝重郎

与 頭 名

組頭衆中
吉兵衛

吉兵へ、藤右衛門
伝八郎、吉兵へ
吉兵へ、伝八郎
武右衛門、吉兵へ、三郎兵へ

武右衛門、伝十郎、三郎兵へ、次兵へ、吉兵へ、助八

佐兵へ、源右衛門、定右衛門、伝十郎、茂左衛門、
助八郎
源左衛門

佐兵衛、源左衛門、定右衛門、助八、茂左衛門、伝十郎

専右衛門、伝十�、三郎兵衛、清右衛門、佐左衛門

三郎兵衛、伝十郎、八（カ）左衛門

伝十�、茂左衛門、源兵衛、三右衛門、彦四郎、新右衛門
伝重郎、茂左衛門、三右衛門、新右衛門

三右衛門、七右衛門
伝重郎、源兵衛、三右衛門、彦四郎、新右衛門、
宮右衛門、七右（カ）衛門

伝重郎、源兵衛、彦四郎、新右衛門、専蔵、七右衛門、
三右衛門、新兵衛
伝重�、源兵衛、彦四郎、専蔵、新右衛門、七右衛門、
三右衛門、新兵衛
源兵衛、七右衛門、三右衛門、源蔵

源兵衛、清兵衛、専蔵、七右衛門、三右衛門、佐左衛門
源兵衛、清兵衛、七右衛門、三右衛門、佐左衛門、
勘右衛門

七右衛門
源左衛門、七右衛門、佐左衛門
源左衛門、清兵衛、七右衛門、三右衛門、佐左衛門、
勘右衛門

清兵衛、佐左衛門、沖右衛門、専治、孫兵衛、源兵衛
佐右衛門、三右衛門、孫兵衛、利左衛門、彦四郎、
八右衛門、又四郎、平兵衛
孫兵衛、佐左衛門、三右衛門
専右衛門、八左衛門

山口八郎

名 主 名

（名主共）
八右衛門、隼人、四郎右衛門
八右衛門
八右衛門、隼人
八右衛門
八右衛門、次左衛門、十兵衛
新五左衛門、十兵へ
（馬場村）新五左衛門
新五左衛門
新五左衛門
新五左衛門、源右衛門、
利左衛門
利左衛門、源右衛門、
新五左衛門
利左衛門、四郎右衛門、
七郎右衛門
利左衛門、新左衛門、
四郎右衛門
四郎右衛門、利左衛門、
新左衛門
利左衛門、新左衛門、
四郎右衛門
八郎兵衛、宅右衛門、
幾右衛門
幾右衛門、専右衛門、勘十郎
（辺田方）幾右衛門、
専右衛門、勘十郎
専右衛門、勘重郎
専右衛門、勘重郎
専右衛門、勘重郎
（馬場方）専右衛門

専右衛門
専右衛門
専右衛門

専右衛門
専右衛門

専右衛門

伝十郎、新兵衛
専右衛門
専右衛門、伝重郎、新兵衛
専右衛門、伝十�、新兵衛

専右衛門、新兵衛
専右衛門、伝重郎、新兵衛
専右衛門、伝重郎、新兵衛
専右衛門、伝重郎、新兵衛

専右衛門
川村専右衛門
新兵衛
四郎右衛門

八右衛門
太左衛門
専右衛門、勘十郎
川村金十郎

年 月 日

寛永１７．３．―
明暦２．２．２２
明暦３．正．１７
寛文２．８．２
寛文６．１２．２０
天和２．９．―
元禄８．３．２３
元禄９．７．―
宝永元．６．―
宝永８．３．３
享保元．１１．６

享保８．５．―

享保１４．９．２７

享保１８．５．１１

享保２０．５．４

元文２．２．２５

宝暦１２．８．２４

明和元．９．１５
明和３．１１．１７

明和５．４．１０
明和７．３．４
明和８．４．１９
明和９．３．１８

明和９．１０．―
安永２．１２．―
安永３．６．１４

安永４．３．１
安永６．６．―

安永６．８．―

安永８．１２．１０
安永９．７．１０
天明３．６．２８
天明４．１０．２４

天明５．１２．２５
天明６．８．―
天明６．９．―
天明６．１２．３

天明７．９．―
天明８．１２．―
文化元．３．１２
文化９．８．―

文政９．５．２９
文久元．７．晦
明治４．１０．１０
明治５．７．２３
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く
は
後
に
述
べ
る
本
文
と
、
表
１
村
役
人
名
一
覧
に
よ
っ

て
説
明
す
る
。
た
だ
し
本
文
書
群
の
伝
来
状
況
が
不
明
で

あ
り
、
出
所
が
一
つ
で
あ
る
か
否
か
も
確
認
で
き
な

（
１
）
い
。

一
部
に
は
西
小
林
新
田
の
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
仮
に
小
林
村
関
係
文
書
と
し
て
お
く
。
本
文
書

群
の
特
徴
と
し
て
は
一
紙
も
の
が
多
く
、
冊
子
体
の
も
の

は
ほ
と
ん
ど
無
い
こ
と
で
あ
る
。
年
代
で
は
最
も
古
い
も

の
が
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
で
、
一
七
世
紀
の
も
の

が
一
割
に
近
い
点
が
注
目
さ
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
近

世
全
体
に
わ
た
り
近
代
ま
で
至
っ
て
い
る
。
文
書
の
状
態

は
必
ず
し
も
良
好
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
続
紙
の
糊
が

剥
が
れ
て
い
る
文
書
、
虫
損
の
甚
だ
し
い
文
書
が
多
い
。

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
い
つ
の
時
点
か
、
原
所
蔵
者
の

手
か
、
後
の
所
蔵
者
に
よ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
原
文

書
に
よ
る
裏
打
ち
修
復
が
施
さ
れ
て
い
る
。

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
（
以
下
小
林
村
と
略
記
す
る
）

は
、
現
在
で
は
印
西
市
に
含
ま
れ
て
い
る
（
一
九
五
二
年

図１ 小林村周辺図（『明治前期関東平野地誌図集成』柏書房、１９８９年、から。

は小林村、 は本文で取り上げた諸村である）

（１８７）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



き
お
ろ
し

ま
で
は
木
下
町
）。
中
世
後
期
以
降
、
印
西
庄
（
領
と
も
）
を
構
成
す
る
村
々
の
一
つ
で
、
小
林
村
を
含
む
周
辺
地
域
は
、
東
流
す

る
利
根
川
支
流
将
監
川
の
南
側
、
印
旛
沼
の
北
西
側
の
平
野
部
を
中
心
に
し
て
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
台
地
（
牧
）
と
台
地
下
の
谷

お
よ
び
周
辺
部
か
ら
な
っ
て
い
た
（
図
１
参
照
）。
当
該
地
域
は
近
世
を
通
じ
て
開
発
が
進
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
印
西
庄
の

南
東
側
は
、
木
下
河
岸
の
辺
り
か
ら
印
旛
沼
に
流
れ
る
将
監
川
流
域
の
新
田
地
帯
で
あ
り
、
新
田
の
ほ
と
ん
ど
が
幕
領
に
組
み
込
ま

れ
て
埜
原
新
田
一
六
ヶ
村
と
し
て
成
立
し
た
。
小
林
村
の
近
世
初
期
の
村
高
に
つ
い
て
は
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
検
地
、
寛

永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
に
も
地
詰
検
地
が
あ
っ
た
が
、
詳
細
は
明
か
で
は
な

（
２
）
い
。「
元
禄
郷
帳
」
に
よ
れ
ば
小
林
村
は
村
高
九
九

二
・
七
四
七
石
、
小
林
新
田
は
同
じ
く
二
一
一
・
九
二
二
石
で
あ
る
。
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
西
小
林
新
田
の
村
高
は
八
七
・

四
七
九
石
で
あ

（
３
）
り
、「
元
禄
郷
帳
」
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
こ
の
村
高
は
「
天
保
郷
帳
」
で
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
お
そ
ら

く
村
高
自
体
は
一
七
世
紀
中
葉
以
後
、
変
化
は
無
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
耕
地
面
積
、
田
畑
の
構
成
、
家
数
、
人
口
な

ど
、
基
本
的
な
デ
ー
タ
を
知
る
史
料
は
紹
介
す
る
小
林
村
文
書
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
家
数
は
四
〇（
慶
長
七
年（
一
六
〇
二
）、

「
小
林
村
鑑
」）、
一
四
四
（
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
））、
一
五
五
（
明
和
九
年
（
一
七
七
二
））
で
あ
り
、
人
口
は
六
一
二
人
、

六
五
五
人
（
享
保
一
九
年
、
明
和
九
年
）
で
あ
っ
た
。

近
世
初
期
の
領
主
に
つ
い
て
は
関
連
文
書
が
少
な
い
。
近
世
初
期
か
ら
村
内
は
三
つ
の
組
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
明
暦
二
年
（
一

六
五
六
）
の
段
階
で
、
小
林
村
の
領
主
は
永
井
弥
右
衛
門
、
三
宅
太
兵
衛
、
佐
橋
甚
兵
衛
の
三
人
の
旗
本
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

へ

だ

る
（
小
林
村
文
書
１３
・
（
４
）

１４
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
給
地
は
馬
場
方
、
台
方
、
辺
田
方
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
年
貢
納
入
責
任
者
が
い
た

よ
う
で
あ
る
（
小
林
村
文
書
８
で
は
、「（
永
井
）
監
物
様
之
御
持
小
林
之
名
主
隼
人

（
５
）
殿
」
と
あ
る
が
、
近
世
初
期
で
は
ほ
と
ん
ど
百

姓
と
い
う
肩
書
き
で
あ
っ
て
、
後
に
名
主
と
変
わ
る
）。
こ
の
う
ち
永
井
氏
と
佐
橋
氏
は
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
〜
寛
文
三
年
（
一

千
葉
大
学
人
文
研
究

第
四
十
号

（１８８）



六
六
三
）
の
間
、
下
総
国
印
旛
郡
に
領
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
（
６
）
る
。
各
旗
本
の
給
地
高
は
明
か
で
な
い
が
、
辺
田
方

は
一
五
六
石
余
り
と
さ
れ
て
い
る
。
永
井
弥
右
衛
門
直
元
の
父
、
永
井
監
物
白
元
は
、
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
に
東
海
道
筋
の

巡
検
使
と
し
て
、
小
出
大
隅
守
之
尹
、
桑
山
内
匠
貞
利
と
と
も
に
発
遣
さ
れ
て
い
る
。
三
宅
氏
も
佐
橋
氏
と
同
じ
く
、
大
番
を
勤
め

て
お

（
７
）
り
、
小
林
村
や
、
そ
の
周
辺
の
印
西
領
は
近
世
初
期
、
徳
川
将
軍
家
の
軍
団
を
構
成
す
る
旗
本
に
知
行
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）、
い
っ
た
ん
そ
の
状
況
は
解
消
さ
れ
幕
領
と
な
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
地
域
は
新
田
地
域
を

除
い
て
、
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
は
佐
倉
藩
領
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
以
降
は
淀
藩
稲
葉
氏
の
所
領
と
な
り
、
そ
の
ま

ま
幕
末
か
ら
廃
藩
置
県
に
い
た
っ
て
い
る
。

相
給
状
況
が
解
消
さ
れ
て
も
、
村
内
の
三
組
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
て
、
各
組
に
は
一
名
つ
ゝ
名
主
が
い
た
と
思
わ
れ
る
（
表
１

参
照
）。
し
か
し
近
世
後
期
、
明
和
年
間
に
は
辺
田
方
の
名
主
幾
右
衛
門
が
退
役
し
て
不
在
と
な
り
、
ま
た
台
方
名
主
勘
十
（
重
）

郎
も
病
気
と
な
っ
て
退
役
し
、
仮
役
を
願
い
出
る
状
況
と
な
っ
た
。
安
永
期
に
は
小
林
村
の
名
主
は
馬
場
方
の
専
右
衛
門
（
後
述
）

の
み
と
な
る
。
天
明
期
に
は
再
び
三
人
の
名
主
の
名
前
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
も
名
主
の
名
前
が
一
人
し
か
見
ら
れ
な
い
時
期
が

続
く
。
た
だ
し
こ
れ
は
確
認
を
要
す
る
。
今
回
は
触
れ
な
い
が
、
小
林
村
内
部
で
は
村
方
騒
動
が
頻
発
し
て
い
た
状
況
も
反
映
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

与
頭
（
組
頭
）
も
近
世
初
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
各
組
か
ら
二
〜
三
名
出
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
は
明
か
で
な

い
（
表
１
参
照
）。

（１８９）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



名
主
の
称
号
が
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）、
永
井
監
物
知
行
分
（
こ
れ
は
三
宅

太
兵
衛
知
行
分
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
）
の
隼
人
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
争
論
相
手
の
瀧
村
側
の
認
識
で
あ
る
。
隼
人
自
身
は
小
林

村
文
書
中
で
は
三
宅
氏
知
行
分
（
台
方
）
の
「
百
姓
」
で
あ
っ
た
。

近
世
初
期
小
林
村
を
代
表
す
る
の
は
実
質
的
に
は
「
名
主
」
で
あ
っ
た
三
人
の
百
姓
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
寛
永
期
の
願
書
で
は
名

前
を
記
さ
ず
、
印
鑑
の
み
で
あ
る
。
後
掲
の
史
料
集
で
は
（
印
Ａ
）（
印
Ｂ
）（
印
Ｃ
）（
寛
永
一
七
年
、
小
林
村
文
書
５
、
写
真
２
）

と
表
記
し
た
。

三
人
の
百
姓
の
家
の
印
鑑
を
検
証
す
る
と
以
下
の
様
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
１
）
Ａ
↓
Ａ
↓
Ａ
↓
Ｈ
↓
Ｈ

（
２
）
Ｂ
↓
Ｄ
↓
Ｆ
↓
Ｆ
↓
Ｉ

（
３
）
Ｃ
↓
Ｅ
↓
Ｇ

（
１
）
の
印
鑑
を
持
つ
家
が
永
井
知
行
分
（
馬
場
方
）
の
名
主
と
な
る
川
村
家
で
あ
る
。

川
村
氏
は
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
に
は
旗
本
三
宅
の
代
官
に
願
書
を
提
出
す
る
三
郎
右
衛
門
と
し
て
登
場
す
る
（
小
林
村
文

書
４
）。
彼
の
印
影
は
（
印
Ａ
）
で
る
。（
印
Ａ
）
の
後
継
者
は
八
右
衛
門
で
あ
る
が
、
彼
は
「
川
村
」
を
名
乗
っ
て
い
な
い
。
お
そ

ら
く
苗
字
御
免
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
川
村
家
が
小
林
村
で
由
緒
を
主
張
で
き
る
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
文
化
末
年
の
も
の

と
思
わ
れ
る
願
書
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
一
部
を
記
す
。

私
先
祖
永
禄
元
亀
之
頃
�
川
村
三�

郎�

右�

衛�

門�
与

申
浪
士
ニ
而

罷
在
、
田
畑
為
開
発
諸
浪
人
其
外
虚
無
僧
并
諸
職
人
医
者
種
�
之
人

物
招
寄
、
分
家
差
出
し
一
村
ヲ
取
立
、
天
正
之
頃
初
而

永
井
監
物
様
御
知
行
所
ニ
被

仰
付
、
見
取
御
年
貢
差
上
、
其
後
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寛
永
年
中
御
縄
受
仕
、
先
祖
三
郎
右
衛
門
地�

引�

庄�

屋�

相
勤
、
御
水
帳
出
来
仕
（
下
略
）（
傍
点
筆
者
）（
小
林
村
文
書
１２７
）

八
右
衛
門
の
後
、
川
村
家
の
人
物
と
思
わ
れ
る
も
の
は
し
ば
ら
く
名
前
が
見
え
な
い
。
川
村
氏
が
名
主
が
勤
め
る
の
は
明
和
期
以

降
で
、
専
右
衛
門
の
代
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
前
専
右
衛
門
は
組
頭
で
あ
っ
た
（
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
））。
専
右
衛
門
は
天
明
三

年
（
一
七
八
三
）
段
階
で
一
人
で
小
林
村
の
名
主
を
務
め
て
い
た
（
同
９７
）。
彼
が
退
役
願
い
を
提
出
す
る
と
き
に
は
苗
字
帯
刀
御

免
の
身
分
で
あ
っ
た
（
同
１１２
）。
一
九
世
紀
に
入
る
と
川
村
家
は
家
勢
が
傾
い
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
争
論
時
に
は
扱
い
人
と
し

て
登
場
し
、
依
然
と
し
て
小
林
村
周
辺
で
は
重
き
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

本
小
林
村
文
書
中
に
は
、
近
世
後
期
の
も
の
で
は
馬
場
方
の
も
の
、
西
小
林
新
田
の
文
書
が
多
い
。
ま
た
幕
末
期
の
文
書
中
で
も

川
村
家
の
名
前
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
の
家
、「
隼
人
」
の
家
は
、
三
宅
知
行
分
（
台
方
）
の
名
主
と
思
わ
れ
る
。
後
で
ふ
れ
る
「
は
し
り
」
百
姓
が
出
現
し
た
と

き
、
彼
は
領
主
に
わ
び
言
を
し
て
、
百
姓
を
保
護
し
た
家
で
あ
る
。
彼
の
名
前
は
後
の
文
書
に
は
登
場
し
て
こ
な
い
。
元
禄
期
に
子

孫
が
「
吉
十
郎
」
で
あ
る
こ
と
が
僅
か
に
確
認
で
き
る
程
度
で
あ
る
（
同
３３
、〔
史
料
二
五
〕）。

（
３
）
の
家
は
佐
橋
知
行
分
（
辺
田
方
）
の
名
主
の
家
で
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
で
は
「
四
郎
右
衛
門
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。

佐
橋
知
行
分
は
、
寛
文
期
の
小
林
村
と
物
木
村
の
入
会
争
論
で
は
、
馬
場
方
・
台
方
と
違
っ
て
、
物
木
村
と
共
同
行
動
を
取
る
よ
う

で
あ
る
。
四
郎
右
衛
門
の
名
前
は
一
八
世
紀
に
入
っ
て
も
名
主
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
表
１
）。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
文
書
群
は
小
林
村
馬
場
方
名
主
川
村
家
に
、
あ
る
段
階
ま
で
伝
存
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（１９１）
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二

本
文
書
群
で
注
目
さ
れ
る
の
は
近
世
初
期
の
文
書
の
割
合
が
比
較
的
高
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
七
世
紀
の
文
書
を
中
心
に
若

干
の
史
料
紹
介
を
し
て
お
き
た
い
。
幕
藩
体
制
確
立
期
の
印
西
地
域
の
社
会
状
況
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
内
容
を
有
し
て

い
る
。

〔
史
料
一
〕
〜
〔
史
料
三
〕
は
、
走
り
百
姓
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
（〔
史
料
一
〕
は
下
書
カ
）。
小
林
村
で
寛
永
一
〇
年
（
一
六

三
三
）
に
三
人
の
走
り
百
姓
が
出
来
し
、
そ
の
た
め
隣
家
の
も
の
が
質
を
と
ら
れ
る
。
三
宅
知
行
分
の
責
任
者
と
お
も
わ
れ
る
「
隼

人
」
が
侘
言
を
し
て
、
探
し
出
す
こ
と
を
請
け
合
っ
て
い
る
。
こ
の
走
り
百
姓
が
尋
ね
出
さ
れ
る
が
、
目
安
を
上
げ
て
、
一
人
は
江

戸
で
縄
を
か
け
ら
れ
、
一
人
は
追
放
と
い
う
処
罰
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
連
帯
責
任
を
問
わ
れ
た
隣
家
は
筆
印
を
捺

し
て
い
る
経
営
不
安
定
な
階
層
の
農
民
で
あ
り
、
三
人
が
走
っ
た
理
由
は
「
年
貢
無
沙
汰
」
で
あ
っ
た
。
年
貢
を
滞
納
せ
ざ
る
を
得

な
い
困
窮
し
た
小
百
姓
経
営
の
実
態
が
あ
っ
た
。
目
安
を
上
げ
る
行
為
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
人
質
を
と
ら
れ
て
い
た
と
き
は
認

め
ら
れ
て
い

（
８
）
た
。
彼
ら
は
処
罰
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
欠
落
を
し
て
目
安
を
上
げ
た
小
百
姓
の
行
動
の
背
景
に
は
東
隣

の
佐
倉
藩
領
と
共
通
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
七
世
紀
中
葉
の
佐
倉
惣
五
郎
伝
承
の
基
礎
と
な
っ
た
、
近
世
前
期
の
下

総
地
域
の
社
会
状
況
が
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
今
後
の
当
該
地
域
の
社
会
経
済
状
況
、
年
貢
収
納
状
況
の
検
討
を
要
す
る
。

近
世
村
落
の
成
立
過
程
で
、
入
会
野
山
、
谷
原
の
利
用
な
ど
を
巡
っ
て
、
幕
府
の
膝
元
で
あ
る
関
東
諸
地
域
で
も
紛
争
が
絶
え
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
幕
府
は
境
目
の
検
使
を
む
し
ろ
積
極
的
に
派
遣
し
て
い
っ
た
。〔
史
料
五
〕
に
も
名
前
の
出
る
大
番
組
頭
松
平
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加
賀
右
衛
門
正
次
、
勘
定
組
頭
諸
星
清
左
衛
門
盛
政
が
寛
永
一
〇
年
八
月
「
関
東
の
国
々
山
野
境
論
の
検
使
に
お
も
む
（
９
）
き
」
そ
の
功

績
を
賞
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
展
開
し
て
い
た
。
史
料
集
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
小
林
村
は
物
木
村
と
の
争
論
が

あ
っ
て
、
同
年
八
月
に
は
評
定
所
か
ら
裁
許
絵
図
が
下
付
さ
れ

（
１０
）
た
。
小
林
村
も
同
じ
印
西
領
の
周
辺
の
村
々
と
境
目
争
論
を
繰
り
広

げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

〔
史
料
五
〕
〜
〔
史
料
六
〕
は
小
林
村
と
平
岡
村
、〔
史
料
七
〕
〜
〔
史
料
八
〕
は
小
林
村
と
瀧
村
、〔
史
料
九
〕
〜
〔
史
料
一
二
〕

は
小
林
村
と
笠
神
村
、〔
史
料
一
三
〕
〜
〔
史
料
一
七
〕・〔
史
料
一
九
〕
は
小
林
村
と
物
木
村
と
の
争
論
で
あ
る
。

小
林
村
と
の
位
置
関
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
岡
村
は
北
側
、
瀧
村
は
南
西
側
、
物
木
村
は
南
側
、
笠
神
村
は
南
東
側
で
あ
る
（
図
１

参
照
）。

争
論
は
村
の
境
目
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
地
は
、
平
岡
村
と
は
入
会
の
野
、
瀧
村
と
は
谷
原
（
や
わ
ら
）、
笠
神

村
と
は
新
田
開
発
地
と
谷
原
、
物
木
村
と
は
入
会
の
谷
原
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
印
西
領
の
隣
村
は
従
来
は
入
会
の
山
や
谷
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
を
開
発
し
て
、
境
目
争
論
を
繰
り
広
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

平
岡
村
と
の
争
論
で
は
、
小
林
村
の
「
し
ば
野
」
を
「
牢
人
之
大
工
」
が
借
り
て
畑
に
し
た
こ
と
が
契
機
に
な
っ
て
い
た
（〔
史

料
五
〕）。
こ
の
記
述
は
さ
き
ほ
ど
の
川
村
家
の
由
緒
を
述
べ
た
部
分
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
（
小
林
村
文
書
１２７
）。
瀧
村
や
笠
神

村
と
の
争
論
の
ば
あ
い
は
、
ま
だ
谷
原
芝
野
の
地
の
草
（
秣
）
を
苅
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
物
木
村
と
は
谷
原
に
あ
る
山

の
木
を
伐
採
し
て
の
開
発
が
論
点
で
あ
っ
た
。
争
論
の
過
程
で
、
か
つ
て
藤
木
久
志
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う

（
１１
）
に
、「
か
ま
」
を
押

さ
え
取
る
行
為
が
し
き
り
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
互
い
に
公
儀
の
評
定
所
へ
目
安
を
上
げ
て
、
目
安
に
裏
判
を
貰
っ
た
村

は
、
相
手
の
村
に
そ
の
目
安
を
届
け
て
、
相
手
の
村
は
ま
た
そ
の
反
論
を
評
定
所
に
上
げ
て
、
裁
決
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。

（１９３）
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そ
れ
ら
の
争
論
の
共
通
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
寛
永
一
〇
年
の
小
林
村
と
物
木
村
と
の
「
野
論
」
の
裁
許

絵
図
で
あ

（
１２
）
る
。
両
村
の
入
会
を
定
め
た
裁
許
絵
図
に
は
、
江
戸
町
奉
行
堀
式
部
少
輔
直
之
、
江
戸
町
奉
行
加
賀
爪
民
部
少
輔
忠
澄
、

勘
定
頭
伊
丹
播
磨
守
康
勝
、勘
定
頭
松
平
右
衛
門
大
夫
正
綱
、留
守
居
牧
野
内
匠
頭
信
成
、留
守
居
松
平
大
隈
守
重
則
の
印
判
が
あ
る
。

寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
の
平
岡
村
と
の
争
論
で
は
、
前
記
物
木
村
の
絵
図
が
根
拠
と
な
っ
て
、
老
中
松
平
信
綱
、
（
勘
定
頭
）

伊
丹
順
斎

（
康
勝
）、
牧
野
信
成
、
堀
式
部
、
大
番
頭
阿
部
摂
津
守
信
盛
、
大
番
頭
松
平
縫
殿
助
眞
次
か
ら
な
る
評
定
所
は
、
小
林
村
の
勝
利

を
宣
言
し
た
（〔
史
料
六
〕）。

寛
永
一
九
年
の
瀧
村
と
の
争
論
で
は
、
小
林
村
側
は
同
一
〇
年
の
国
廻
り
衆
・
松
平
正
次
、
諸
星
盛
政
が
小
金
村
で
裁
許
し
た
結

末
を
援
用
し
て
い
る
（〔
史
料
八
〕）。

こ
の
よ
う
に
、
互
い
に
目
安
を
上
げ
て
評
定
所
の
裁
許
を
仰
い
だ
の
は
、
こ
の
地
域
の
村
々
が
相
給
で
あ
っ
た
以
上
に
、
隣
村
と

も
領
主
が
異
な
っ
て
い
る
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
村
々
の
境
は
決
定
さ
れ
て
お
ら
ず
入
会
状
況
で
、
開
発
可
能
な
草
の
生
い
茂
る
谷
原

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
評
定
所
の
裁
許
が
遵
守
さ
れ
な
い
よ
う
な
状
況
は
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
拡
大
す
る
。
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

の
物
木
村
と
の
争
論
は
そ
う
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
に
は
小
林
村
の
中
で
分
裂
が
あ
り
、
物
木
村
と
共
同
歩
調
を
と
っ
た
百

姓
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
物
木
村
か
ら
「
目
安
」
を
渡
さ
れ
た
の
は
隼
人
と
八
右
衛
門
（
三
宅
知
行
分
と
永
井
知
行
分
の
名
主
）
で

あ
っ
た
。（〔
史
料
一
三
〕）。
こ
れ
に
対
し
て
は
隼
人
と
八
右
衛
門
は
物
木
村
と
共
同
歩
調
を
と
っ
た
同
村
の
彦
兵
衛
と
伝
十
郎
に
対

し
て
目
安
を
付
け
て
い
る
（〔
史
料
一
七
〕）。
同
じ
村
内
で
も
領
主
が
異
な
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
隣
村
と
の
争
論
の
中
で

展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
状
況
も
、
小
林
村
お
よ
び
周
辺
地
域
が
一
七
世
紀
中
葉
に
幕
領
に
一
元
化
さ
れ
、
の
ち
に
は
淀
藩
領
と
な
る
こ
と
で
、

評
定
所
へ
訴
え
て
争
う
事
態
は
解
消
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
村
々
が
抱
え
る
利
害
の
相
違
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
の
ち
本
文
書
群
で
は
、
一
七
世
紀
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
た
入
会
境
目
争
論
史
料
は
殆
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
。
近
世
中
後
期
に

き
お
ろ
し

む
し
ろ
利
根
川
の
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
、
か
つ
て
対
立
し
て
い
た
村
々
が
共
同
歩
調
を
と
っ
て
、
木
下
河
岸
辺
り
の
利
根
川
堤
の
修
復

を
巡
る
地
域
の
運
動
に
関
す
る
文
書
史
料
が
多
く
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
史
料
の
紹
介
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

本
文
書
群
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
、
川
村
家
の
衰
退
を
示
す
と
思
わ
れ
る
願
書
、
小
林
村
に
頻
発
す
る
村
内
部
の
山
論
や
、
村
方
騒

動
に
関
す
る
文
書
、
そ
の
ほ
か
多
く
の
分
析
を
要
す
る
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
印
西
地
域
の
関
係
史
料
の
調
査
を
踏
ま
え
て
分
析

が
さ
ら
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

〔
付
記
〕

小
林
村
文
書
の
調
査
は
、
二
〇
〇
四
年
以
降
、
千
葉
大
学
文
学
部
史
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
古
文
書
実
習
の
一
環
と
し
て
毎
年

一
回
、
五
月
か
七
月
の
土
曜
日
に
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
は
霊
光
館
所
蔵
の
他
の
文
書
の
閲
覧
も
し
て
い
た
の
で
、
小
林

村
文
書
の
目
録
作
成
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
度
の
調
査
後
あ
る
程
度
の
目
録
作
成
が
進
行
し
て
き
た
の
で
、

菅
原
と
矢
嶋
は
利
用
の
便
宜
を
考
え
て
目
録
の
刊
行
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
二
〇
一
〇
年
度
は
七
月
、
九
月
と
延
べ

四
日
間
に
わ
た
っ
て
、
文
書
撮
影
と
目
録
作
成
に
専
念
す
る
こ
と
と
な
り
、
漸
く
全
点
の
目
録
完
成
に
至
っ
た
。
こ
の
間
霊
光
館
館

長
五
野
井
照
秀
氏
は
じ
め
同
館
の
方
々
の
御
世
話
に
な
っ
た
。
末
尾
と
な
っ
た
が
調
査
に
関
わ
っ
た
院
生
・
学
生
諸
氏
の
氏
名
を
掲
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げ
て
、
尽
力
に
感
謝
し
た
い
。

〔
調
査
参
加
者
〕
横
山
陽
子
、
藤
方
博
之
、
豊
山
育
、
土
屋
雅
人
、
佐
藤
正
三
郎
、
福
田
美
波
、
直
井
祐
紀
枝
、
石
川
浩
久
、
川
上

千
智
、
神
谷
貴
史
、
滝
本
奈
津
紀
、
長
尾
明
希
、
長
谷
川
佳
澄
、
河
内
山
朝
子
、
藤
井
さ
ち
子
、
前
田
竜
一
、
関
根
豊
、
猪
岡
萌

菜
、
佐
藤
夏
美
、
高
橋
詩
織
、
田
嶋
悠
佑
、
萩
原
由
佳
、
大
平
絵
理
、
唐
澤
良
恵
、
輿
石
尚
実
、
林
聡
香
、
古
川
沙
樹
、
渡
辺
翔

太
、
小
野
間
愛
梨
、
一
牛
ゆ
か
り
、
五
味
玲
子
、
里
森
晃
、
野
口
陽
子
、
林
保
奈
美
、〔
筆
写
協
力
者
〕
福
田
美
波
、
小
野
間
愛
梨
、
里

森
晃
、〔
目
録
入
力
協
力
者
〕
福
田
美
波

注（
１
）

霊
光
館
で
は
旧
小
林
村
文
書
を
購
入
し
た
際
、
旧
平
賀
村
文
書
と
混
同
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
旧
平
賀
村
文
書
は
矢
嶋
が
整
理

を
終
え
て
い
る
。

（
２
）
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
２１
千
葉
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）
の
小
林
村
の
項
に
よ
る
。
以
下
、
小
林
村
周
辺
の
状
況
に
つ

い
て
は
断
り
の
な
い
限
り
、
同
書
に
よ
る
。

（
３
）

小
林
村
文
書
目
録
番
号
２７
、
以
下
小
林
村
文
書
２７
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

（
４
）

後
掲
史
料
集
で
は
一
〇
・
一
一
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
史
料
番
号
の
下
の
（

）
内
が
文
書
番
号
で
あ
る
。
以
下
同
断
。

（
５
）

後
掲
史
料
集
〔
史
料
七
〕。

（
６
）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
〇
―
二
九
五
頁
。
第
一
五
―
一
九
九
頁
。

（
７
）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
六
―
二
八
頁
。

（
８
）

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
三
月
、
関
東
郡
代
触
書
（『
御
当
家
令
条
』
二
七
三
）。

（
９
）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
―
九
七
頁
。『
徳
川
実
紀
』
第
二
篇
六
〇
八
頁
。
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（
１０
）
『
本
埜
村
史
史
料
集
近
世
編
四
』
五
七
頁
、
一
九
八
三
年
、
本
埜
村
史
編
さ
ん
委
員
会
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
山
本
英
二
「
論
所
裁
許

の
数
量
的
考
察
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
二
七
号
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
１１
）

藤
木
久
志
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
第
二
章
。

（
１２
）

前
掲
注（
１０
）
に
同
じ
。

（１９７）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



小
林
村
関
係
文
書
目
録

凡

例

一
、
本
目
録
は
、
成
田
山
霊
光
館
架
蔵
下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書
の
目
録
で
あ
る
。

一
、
本
文
書
は
編
年
し
て
配
列
し
番
号
を
与
え
た
。
裏
打
ち
文
書
で
あ
っ
て
も
、
単
独
の
番
号
を
与
え
た
も
の
が
あ
る
。
年
月
が
推

定
出
来
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
月
の
近
い
と
こ
ろ
へ
配
列
し
た
。
年
未
詳
分
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
推
定
で
き
る
分
に
つ

い
て
近
世
・
近
代
に
分
け
て
配
列
し
、
そ
の
中
で
、
干
支
や
月
日
の
順
で
、
そ
れ
ぞ
れ
配
列
し
、
番
号
を
与
え
た
。

一
、
年
月
日
は
「
．
」
で
区
切
っ
た
。
○
で
囲
ん
だ
数
字
は
閏
月
を
示
す
。

一
、
表
題
は
原
題
を
と
り
、
原
題
が
な
い
も
の
に
は
〔

〕
で
目
録
作
成
者
が
与
え
た
。
ま
た
原
題
ま
た
は
〔
作
成
者
題
〕
で
不
充

分
な
場
合
、
そ
の
表
題
の
あ
と
に
（

）
で
補
っ
た
。
冊
子
は
表
紙
を
そ
の
ま
ま
表
題
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。

一
、
作
成
は
「
差
出
↓
宛
所
」
で
表
記
し
た
。
作
成
者
が
複
数
の
場
合
は
可
能
な
限
り
、
肩
書
き
も
含
め
て
全
て
を
記
す
こ
と
に
つ

と
め
た
が
、
余
り
に
多
数
の
場
合
は
重
要
と
思
わ
れ
る
人
物
か
ら
記
し
て
、
そ
の
ほ
か
を
省
略
し
た
場
合
が
あ
る
。

一
、
形
態
の
内
容
は
和
紙
に
よ
る
冊
子
で
は
竪
帳
・
横
帳（
そ
れ
ぞ
れ
小
あ
り
）・
横
半
帳
、
一
紙
も
の
で
は
竪
紙
・
続
紙
・
折
紙
・

切
紙
・
界
紙
（
罫
紙
）
等
と
記
し
た
。
近
代
の
明
ら
か
に
洋
紙
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
の
形
態
は

記
し
て
い
な
い
。

一
、
備
考
欄
に
は
伝
存
上
の
特
記
事
項
や
文
書
の
裏
書
、
朱
筆
、
端
裏
書
な
ど
で
重
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
記
し
た
。
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成
田
山
霊
光
館
所
蔵
小
林
村
関
係
文
書
目
録

番
号

年
月
日

文
書

名
発
給
（
差
出
→
宛
所
）

形
状

員
数

備
考

１
寛
永
１０
．７
．２９

一
札
之
事
（
多
兵
衛
・
長
三
郎
は
し
り
に
つ
き
）

小
林
村
長
右
衛
門
、
同
与
右
衛
門
→
田
嶋
市
左
衛
門

殿
竪
紙

１
通

裏
打
ち
文
書
あ
り

２
酉（
寛
永
１０
）．１０

．２９
指
上
申
一
札
之
事
（
長
三
郎
は
し
り
に
つ
き
）

小
林
村
わ
か
さ
（
軸
印
）、
与
右
衛
門
（
軸
印
）
他

２
名
→
田
嶋
市
左
衛
門
様

竪
紙

１
通

３
―
．―
．―
（
寛
永
１０

カ
）

指
上
申
一
札
之
事
（
源
衛
門
、
多
兵
衛
、
長
三
郎
走

り
に
つ
き
）

―
→
―

切
紙

１
通

１
の
裏
打
ち
文
書
、
後
欠

４
寛
永
１５
．―
．―

乍
恐
以
書
付
を
以
（
マ
マ
）
御
申
上
候
事
（
金
子
出

入
数
件
書
上
）

小
林
村
川
村
三
郎
右
衛
門
（
印
）
→
宮
毛
多
兵
衛
様

御
内
源
左
衛
門
殿
、
同
弥
左
衛
門
殿
御
披
露

続
紙

１
通

５
寛
永
１７
．３
．―

乍
恐
為
返
答
書
申
上
候
御
事
（
広
岡
村
か
ら
境
目
争

論
申
し
掛
け
に
つ
き
）

小
林
村
百
姓
共
（
印
）（
印
）（
印
）
→
御
奉
行
様
江

御
披
露

続
紙

１
通

６
寛
永
１７
．３
．―

乍
恐
為
返
答
書
申
上
候
御
事
（
平
岡
村
と
入
会
野
争

論
に
つ
き
下
書
）

小
林
村
ノ
名
主
共
→
―

続
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し
、
抹
消
あ
り

７
寛
永
１７
．６
．２４

小
林
村
平
岡
村
境
野
公
事
之
事
（
裁
許
状
写
）

佐
橋
甚
兵
衛
、
三
宅
太
兵
衛
、
永
井
監
物
→
小
林
村

百
姓
中

竪
紙

１
通

８
寛
永
１９
．３
．―

乍
恐
以
目
安
申
上
候
（
印
西
領
小
林
郷
瀧
村
物
木
村

谷
原
入
り
会
い
に
つ
き
、
写
）

瀧
村
百
姓
→
御
奉
行
様
江申
上
／
（
裏
書
）
順
案
（
カ
）

判
、
監
物
、
摂
津
、
縫
殿
助
→
小
林
百
性
中

竪
紙

１
通

裏
書
き
あ
り
、
一
部
裏
打
ち
あ
り
、

９
午（
寛
永
１９
）．４
．―

乍
恐
返
答
書
を
申
上
候
（
印
西
領
之
内
瀧
村
よ
り
小

林
村
谷
原
芝
野
入
会
訴
訟
に
つ
き
）

下
総
国
印
西
領
小
林
村
（
印
）（
印
）（
印
）
→
御
奉

行
様

竪
紙

１
通

大
判
美
濃
紙
、
裏
打
ち
文
書
数
種
類
あ

り
、
関
係
文
書
か
否
か

１０
寛
永
１９
．４
．―

〔
瀧
村
と
の
入
会
争
論
に
つ
き
願
書
下
書
断
簡
〕

小
林
村
百
姓
共
→
御
奉
行
様

切
紙

１
通

前
欠
、
９
と
同
文
（
後
半
と
一
致
、
下

書
き
か
）

１１
正
保
２
．４
．２２

〔
下
総
国
印
西
領
小
林
村
・
笠
神
村
田
地
谷
原
出
入

に
つ
き
裁
許
状
〕

坪
井
金
太
夫
（
印
）、
伊
奈
半
十
郎
（
印
）、
石
河
三

右
衛
門
尉
（
印
）、
宮
城
越
前
守
（
印
）
→
下
総
国

印
西
領
小
林
村
名
主
惣
百
姓
中

竪
紙

１
通

裏
打
ち
修
復
あ
り

１２
慶
安
２
．正
．１５

指
上
申
手
形
之
事
（
巳
（
寛
永
６
）
～
子
（
慶
安
元
）

の
御
勘
定
に
つ
き
）

与
右
衛
門
尉
（
印
）、
舎
人
（
印
）、
ほ
か
１０
名
→
三

郎
右
衛
門
尉
殿
参

竪
紙

１
通

後
欠
カ

１３
明
暦
２
．２
．２２

乍
恐
書
付
を
以
御
訴
訟
申
上
候
事
（
印
西
領
小
林

村
・
笠
神
村
境
争
論
）

永
井
弥
右
衛
門
知
行
所
小
林
村
八
右
衛
門
（
印
）、

三
宅
太
兵
衛
知
行
所
同
隼
人
（
印
）、
佐
橋
甚
兵
衛

知
行
所
同
四
郎
右
衛
門
（
印
）
→
御
奉
行
様

竪
紙

１
通

１４
明
暦
２
．２
．２２

乍
恐
書
付
を
以
御
訴
訟
申
上
候
事
（
印
西
領
小
林

村
・
笠
神
村
境
争
論
）

永
井
弥
右
衛
門
知
行
所
小
林
村
八
右
衛
門
（
印
）、

三
宅
太
兵
衛
知
行
所
同
隼
人
（
印
）、
佐
橋
甚
兵
衛

知
行
所
同
四
郎
右
衛
門
（
印
）
→
御
奉
行
衆
中
様
参

竪
紙

１
通
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１５
―
．―
．―
（
明
暦
２

カ
）

乍
恐
書
付
を
以
申
上
候
御
訴
訟
之
事
（
小
林
村
・
笠

神
村
谷
原
出
入
和
談
後
の
笠
神
村
振
舞
に
つ
き
、）

―
→
―

切
紙

１
通

後
欠

１６
明
暦
３
．正
．１７

〔
小
林
村
五
人
組
連
署
状
〕

久
右
衛
門
（
印
）、
ほ
か
五
人
連
署
連
（
印
）
→
小

林
村
名
主
八
右
衛
門
殿

竪
紙

１
通

前
欠

１７
寛
文
２
．７
．―

乍
恐
御
訴
訟
申
上
候
事
（
印
西
之
庄
小
林
村
物
木
村

入
会
の
谷
原
に
山
林
仕
付
に
つ
き
目
安
な
ら
び
に
裏

判
写
）

物
木
村
庄
右
衛
門
、
同
所
組
頭
仁
兵
へ
、
同
三
郎
左

衛
門
→
御
奉
行
所
様
／（
裏
書
）寅
７
．２５
：
岡
豊
前
、

妻
彦
右
衛
門
、
ほ
か
８
名
連
署
→
小
林
村
隼
人
、
同

所
八
右
衛
門

続
紙

１
通

目
安
裏
判
あ
り

１８
寛
文
２
．８
．２

乍
恐
申
上
ル
返
答
書
之
事
（
印
西
領
物
木
村
・
小
林

村
野
論
、
谷
原
さ
ん
野
入
会
争
論
に
つ
き
、
下
書
）

小
林
村
永
井
弥
右
衛
門
百
性
八
右
衛
門
、
同
所
三
宅

太
郎
左
衛
門
百
性
隼
人
→
御
奉
行
所
様
参

続
紙

１
通

１９
寛
文
２
．９
．２２

印
西
領
之
内
小
林
村
乍
恐
申
上
御
訴
訟
（
小
林
村
・

物
木
村
山
論
）

小
林
村
永
井
弥
右
衛
門
知
行
所
八
右
衛
門
、
同
村
三

宅
太
郎
左
衛
門
知
行
所
隼
人
→
御
奉
行
所
様

続
紙

１
通

２０
寛
文
２
．１０
．１３

乍
恐
申
上
御
訴
訟
（
物
木
村
百
姓
、
小
林
村
代
々
の

林
な
ど
切
り
取
り
に
つ
き
）

小
林
村
永
井
弥
右
衛
門
百
性
八
右
衛
門（
印
）、
同
村

三
宅
太
郎
左
衛
門
百
性
隼
人
（
印
）
→
御
奉
行
所
様

続
紙

１
通

２１
寛
文
２
．１０
．２２

乍
恐
申
上
御
訴
訟
（
物
木
村
と
一
味
の
小
林
村
佐
橋

知
行
所
百
姓
２
人
を
村
内
代
々
林
を
不
正
切
り
取
り

に
つ
き
百
姓
願
書
な
ら
び
に
目
安
裏
判
）

小
林
村
永
井
弥
右
衛
門
百
姓
八
右
衛
門
（
印
）、
同

村
三
宅
太
郎
左
衛
門
百
姓
隼
人
（
印
）
→
御
奉
行
所

様
／
（
裏
書
）
彦
右
衛
門
（
印
）、
豊
前
（
印
）、
ほ

か
４
名
連
印
→
小
林
村
彦
兵
衛
、
伝
十
郎

続
紙

１
通

２２
寛
文
４
．４
．１１

乍
恐
書
付
ヲ
以
御
訴
訟
申
上
候
（
三
年
以
前
物
木
村

と
一
味
し
て
村
代
々
の
林
伐
り
取
り
一
件
に
つ
き
）

印
西
領
小
林
村
八
右
衛
門
（
印
）、
隼
惣
（
印
）、
百

姓
（
印
）
→
村
瀬
六
郎
左
衛
門
様
、
山
口
武
兵
衛
様

続
紙

１
通

２３
―
．―
．―
（
寛
文
４

カ
）

乍
恐
申
上
御
訴
訟
（
印
西
領
物
木
村
、
小
林
村
野
論

決
着
後
物
木
村
木
草
苅
取
に
つ
き
小
林
村
訴
状
下

書
）

―
→
―

続
紙

１
通

裏
打
ち
あ
り

２４
寛
文
６
． 極
．２０

指
上
ヶ
申
手
形
之
事（
源
左
衛
門
組
入
に
つ
き
請
状
）
松
野
木
新
田
請
人
加
兵
衛
（
印
）
→
小
林
村
名
主
八

右
衛
門
殿
、
組
頭
衆
中

竪
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し

２５
―
（
寛
文
年
間
）

カ
．１１
．１２

口
上
之
覚
（
小
林
村
山
に
て
物
木
村
百
姓
木
切
り
取

り
に
つ
き
印
判
差
出
し
願
）

三
宅
太
郎
左
衛
門
→
北
条
右
近
太
夫
殿

竪
紙

１
通

２６
天
和
２
．９
．―

野
銭
場
町
歩
覚
（
写
）

小
林
村
ば
ば
名
主
八
右
衛
門
印
、
同
次
左
衛
門
、
同

十
兵
衛
、
組
頭
吉
兵
衛
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

裏
書
あ
り
、（
端
裏
書
）「
奥
文
言
書
直

し
候
、
以
上
」

２７
貞
享
３
．１１
．―

寅
御
年
貢
可
納
割
付
之
事
（
西
小
林
新
田
分
）

大
平
兵
衛
（
印
）
→
右
之
村
名
主
、
惣
百
姓

竪
紙

１
通

（
奥
裏
書
）「
和

村
四
郎
左
衛
門
殿
」

２８
貞
享
５
．４
．―

〔
物
木
村
庄
右
衛
門
他
不
正
に
つ
き
願
書
写
〕

―
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

前
欠

２９
元
禄
８
．３
．２３

差
上
申
一
札
之
事
（
下
総
国
印
旛
郡
物
木
村
、
瀧
村

水
溜
め
争
論
和
談
に
つ
き
届
書
写
）

下
総
国
印
旛
郡
物
木
村
庄
右
衛
門
、
ほ
か
３
名
連

名
、
瀧
村
名
主
久
兵
へ
、
ほ
か
５
名
連
名
、
小
林
村

扱
人
新
五
左
衛
門
、
十
兵
へ
→
原
田
清
内
殿
、
高
木

平
次
右
衛
門
殿

竪
紙

１
通

別
文
書
に
よ
る
裏
打
ち
有
り

千
葉
大
学
人
文
研
究

第
四
十
号
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３０
元
禄
８
．３
．―

〔
物
木
村
・
瀧
村
水
溜
め
争
論
和
談
に
つ
き
取
替
し

証
文
写
断
簡
〕

物
木
村
名
主
庄
右
衛
門
、
組
頭
源
兵
へ
、
ほ
か
３

名
、
瀧
村
久
兵
へ
、
ほ
か
４
名
→
―
（
扱
人
小
林
村

名
主
カ
）

竪
紙

１
通

断
簡
（
前
欠
、
後
欠
カ
）、
裏
打
ち
あ

り

３１
元
禄
９
．７
．―

覚
（
馬
場
村
吉
十
郎
持
高
質
入
分
書
上
下
書
）

馬
場
村
名
主
新
五
左
衛
門
（
印
）、
組
頭
吉
兵
へ
、

同
藤
右
衛
門
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

虫
損

３２
元
禄
９
．７
．―

覚
（
馬
場
村
吉
十
郎
持
高
質
入
分
書
上
）

馬
場
村
名
主
新
五
左
衛
門
（
印
）、
組
頭
吉
兵
へ

（
印
）、
同
藤
右
衛
門
（
印
）
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

虫
損

３３
元
禄
１０
．２
．―

覚
（
年
貢
皆
済
目
録
）

守
屋
助
次
郎
手
代
戸
加
�
善
太
夫
（
印
）
→
小
林
馬

場
村
名
主
百
姓
中

切
紙

１
通

３４
元
禄
１２
．５
．―

可
被
相
渡
米
之
事

永
井
源
次
郎
（
印
）
→
小
林
村
名
主
中

切
紙

１
通

端
裏
書
あ
り

３５
元
禄
１６
．２
．―

指
上
申
溜
池
書
上
ヶ
之
御
事
（
下
書
）

小
林
村
名
主
、
組
頭
→
御
奉
行
様

続
紙

１
通

継
目
剥
離
（
紙
数
２
枚
）、
虫
損

３６
宝（
永
脱
カ
）元
．４
．

―
乍
恐
書
付
を
以
郷
蔵
作
事
奉
願
上
候
事
（
写
）

小
林
村
馬
場
新
五
左
衛
門
、
吉
兵
へ
、
伝
八
郎
→
御

代
官
様

竪
紙

１
通

裏
打
ち
あ
り
、（
端
裏
書
）「
郷
倉
一
件
」

３７
宝
永
元
．６
．―

乍
恐
書
付
ヲ
以
郷
蔵
作
事
奉
願
上
候
御
事
（
写
）

印
西
筋
小
林
村
名
主
新
五
左
衛
門
、
組
頭
伝
八
郎
、

吉
兵
へ
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

３８
宝
永
元
．―
．―

覚
（
印
西
領
小
林
村
郷
蔵
入
用
請
取
）

小
林
村
名
主
新
五
左
衛
門
（
印
）、
与
頭
吉
兵
衛

（
印
）、
伝
八
郎
（
印
）
→
金
子
忠
太
夫
様
、
藤
田

甚
右
衛
門
様

竪
紙

１
通

作
成
に
後
筆
あ
り
、「（
名
主
）
勘
十
郎

印
」、「（

与
頭
）
右
左
衛
門

印
」

３９
宝
永
４
．正
．―

覚
（
勘
重
郎
売
渡
地
請
返
し
一
件
に
つ
き
口
上
書
下

書
）

―
→
―

続
紙

１
通

裏
打
ち
あ
り

４０
宝
永
８
．２
．５

手
形
之
事
（
権
助
屋
作
に
新
五
左
衛
門
山
の
杉
切
り

取
り
一
件
に
つ
き
本
人
一
門
惣
百
姓
誤
り
証
文
）

権
助
（
印
）
ほ
か
３２
名
連
印
→
新
五
左
衛
門
殿

続
紙

１
通

４ １
宝
永
８
．３
．３

覚
（
下
総
国
葛
飾
郡
関
宿
領
東
川
村
か
ら
友
也
家
内

三
人
引
越
に
つ
き
、
写
）

小
林
村
名
主
新
五
左
衛
門
、
与
頭
吉
兵
へ
、
同
伝
八

郎
→
柴
橋
元
右
衛
門
様

竪
紙

１
通

４２
正
徳
５
．８
．―

乍
恐
口
上
書
ヲ
以
申
上
候
（
台
方
勘
十
郎
山
出
入
り

の
儀
に
つ
き
加
判
御
免
願
、
下
書
）

印
旛
郡
小
林
村
新
五
左
衛
門
、
源
右
衛
門
→
御
代
官

様
竪
紙

１
通

４３
正
徳
６
．２
．２５

出
入
扱
済
口
証
文
之
事
（
村
方
と
勘
十
郎
、
甚
五
左

衛
門
の
土
地
四
ヶ
所
出
入
り
に
つ
き
、
写
）

勘
十
郎
、
甚
五
左
衛
門
、
次
右
衛
門
、
利
兵
衛
、
佐

左
衛
門
→
―

竪
紙

１
通

４４
享
保
元
．１１
．６

覚
（
小
林
村
村
高
書
上
写
）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
名
主
新
五
左
衛
門
、
源
右
衛

門
、
利
左
衛
門
、
組
頭
武
右
衛
門
、
吉
兵
へ
、
三
郎

兵
へ
→
松
平
九
郎
左
衛
門
様
御
手
代
若
槻
新
八
郎
様

竪
紙

１
通

４５
享
保
４
．１０
．―

亥
御
年
貢
可
納
割
付
之
事
（
西
小
林
新
田
分
）

野
田
三
郎
左
衛
門
→
―

続
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し

４６
享
保
８
．５
．―

覚
（
追
放
者
３
名
、
欠
落
者
１
名
赦
免
願
、
下
書
）

印
西
筋
小
林
村
名
主
利
左
衛
門
、
源
右
衛
門
、
新
五

左
衛
門
、
武
右
衛
門
、
伝
十
郎
、
三
郎
兵
へ
、
次
兵

へ
、
吉
兵
へ
、
助
八
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

追
放
者
の
中
に
勘
十
郎
あ
り

（２０１）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



４７
享
保
１３
．―
．―

一
札
（
山
伏
大
善
院
に
つ
き
宗
旨
請
け
、
写
）

下
総
国
印
旛
郡
埜
原
新
田
本
来
坊
→
中
嶋
為
右
衛
門

殿
、
仙
石
助
太
夫
殿
、
磯
部
一
左
衛
門
殿
、
他
３
名

竪
紙

１
通

４８
享
保
１４
．９
．２７

一
札
（
村
方
惣
百
姓
へ
の
不
届
の
詫
び
、
忰
長
九
郎

へ
の
相
続
願
に
つ
き
）

小
林
村
文
右
衛
門
（
印
）
→
名
主
利
左
衛
門
殿
、
同

四
郎
右
衛
門
殿
、
同
七
郎
右
衛
門
殿
／
（
奥
書
）
長

九
郎
他
５
名
→
三
給
名
主
衆
中
、
同
組
頭
衆
中

竪
紙

１
通

４９
享
保
１８
．５
．１１

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
事
（
布
鎌
新
田
常
福
寺
行
屋

居
住
願
、
写
）

印
旛
郡
小
林
村
行
人
心
海
→
御
代
官
様
／
（
奥
書
）

名
主
利
左
衛
門
、
新
左
衛
門
、
四
郎
右
衛
門
、
佐
兵

へ
、
源
右
衛
門
、
定
右
衛
門
、
伝
十
郎
、
茂
左
衛

門
、
助
八
郎

切
紙

１
通

端
裏
書
あ
り

５０
享
保
２０
．５
．４

差
上
申
一
札
之
事
（
小
林
新
田
と
物
木
、
小
林
両
村

の
境
堤
支
配
出
入
に
つ
き
済
口
証
文
写
）

訴
訟
方
：
原
新
六
郎
御
代
官
所
下
総
国
印
旛
郡
小
林

新
田
名
主
十
右
衛
門
、
百
姓
代
源
左
衛
門
、（
相
手
）

稲
葉
内
匠
頭
領
分
同
国
同
郡
物
木
村
［

］

続
紙

１
通

後
欠
、
裏
打
ち
あ
り
、
５１
の
関
連
文
書

５１
享
保
２０
．５
．４

差
上
申
一
札
之
事
（
小
林
新
田
と
物
木
・
小
林
両
村

の
境
堤
支
配
出
入
に
つ
き
済
口
証
文
写
）

訴
訟
方
：
原
新
六
郎
御
代
官
所
下
総
国
印
旛
郡
小
林

新
田
庄
屋
十
右
衛
門
印
、
百
性
代
源
右
衛
門
印
、
相

手
方
：
稲
葉
内
匠
頭
領
［

］
同
国
同
郡
物
木
村
名

主
庄
右
衛
門
、
与
頭
三
郎
左
衛
門
、
百
性
代
源
右
衛

門
印
、
同
人
領
分
同
国
同
郡
小
林
村
名
主
四
郎
右
衛

門
、
同
利
左
衛
門
、
同
新
左
衛
門
、
組
頭
源
左
衛

門
、
百
性
代
源
右
衛
門
、
同
新
助
→
御
評
定
所

続
紙

１
通

継
目
剥
離
、
５０
の
関
連
文
書

５２
享
保
２０
．５
．２２

乍
恐
以
書
付
申
上
候
御
事
（
丑
新
田
悪
水
落
堀
他
間

数
改
め
に
つ
き
）

小
林
村
利
左
衛
門
、
新
左
衛
門
、
四
郎
右
衛
門
、
茂

左
衛
門
、
源
左
衛
門
、
□
右
衛
門
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

端
裏
書
あ
り

５３
元
文
２
．２
．２５

乍
恐
以
書
付
申
上
候
御
事
（
当
村
地
内
埴
生
香
取
筋

往
来
内
堤
普
請
へ
平
岡
村
差
し
障
り
申
す
に
つ
き
吟

味
願
い
）

印
旛
郡
小
林
村
名
主
利
左
衛
門
（
印
）、
同
新
左
衛

門
（
印
）、
同
四
郎
右
衛
門
（
印
）、
組
頭
佐
兵
衛

（
印
）、
源
左
衛
門
（
印
）、
定
右
衛
門
（
印
）、
助

八
（
印
）、
茂
左
衛
門
（
印
）、
伝
十
郎
（
印
）
→
御

代
官
様

続
紙

１
通

５４
宝
暦
５
．１１
．―

乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
申
上
候
（
手
賀
沼
落
堀
囲
堤
論

所
出
入
）（
目
安
写
と
目
安
裏
書
写
）

訴
訟
人
：
下
総
国
相
馬
郡
松
嶋
新
田
手
賀
沼
廻
り

村
（々
惣
）
代
名
主
佐
治
兵
衛
→
御
奉
行
所
様
／
（
裏

書
）
伊
勢
、
遠
江
、
近
江
、
周
防
、
豊
後
、
越
前
、

和
泉
、
長
門
、
伊
賀
、
因
幡
、
河
内
→
下
総
国
印
旛

郡
竹
袋
村
七
左
衛
門
ほ
か
４
名
、
五
人
組
、
組
頭
、

名
主

続
紙

１
通

継
目
剥
離
、
相
手
：
稲
葉
丹
後
守
様
御

領
分
同
国
印
旛
郡
竹
袋
村
名
主
七
郎
左

衛
門
他
４
名

５５
宝
暦
９
．４
．―

覚
（
八
郎
兵
衛
隠
居
に
つ
き
引
分
け
地
所
書
上
写
）

小
林
村
八
郎
兵
衛
、
組
頭
清
右
衛
門
→
親
類
中

切
紙

１
通

５６
宝
暦
１２
．８
．２４

乍
恐
以
書
付
ヲ
奉
願
上
候
（
辺
田
方
水
帳
書
取
願
い

に
つ
き
、
写
）

小
林
村
辺
田
願
人
源
左
衛
門
ほ
か
６
名
、
百
姓
代
清

兵
衛
、
組
頭
小
左
衛
門
、
ほ
か
１２
名
→
大
森
村
御
役

所
様
／
（
奥
書
）
名
主
八
郎
兵
衛
、
同
宅
右
衛
門
、

組
頭
専
右
衛
門
、
同
伝
十
郎
、
同
清
右
衛
門
、
同
佐

左
衛
門

続
紙

１
通

５６
と
５７
は
奥
書
人
名
ほ
ぼ
同
じ
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５７
宝
暦
１２
．８
．２４

〔
願
書
断
簡
〕

小
林
村
名
主
八
郎
兵
衛
、
同
宅
右
衛
門
、
同
幾
右
衛

門
、
組
頭
専
右
衛
門
、
同
伝
十
�
、
同
三
郎
兵
衛
、

同
清
右
衛
門
、
同
佐
左
衛
門
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

断
簡
（
前
欠
）、
末
尾
の
み
、
５７
と
５８

は
奥
書
、
人
名
ほ
ぼ
同
じ

５８
宝
暦
１２
．１０
．―

一
札
（
辺
田
方
持
高
手
帳
取
扱
に
つ
き
）

小
林
村
願
人
惣
代
組
頭
小
左
衛
門
（
印
）、
百
姓
代

清
兵
衛
（
印
）、
ほ
か
７
名
連
印
→
御
取
扱
人
専
右

衛
門
殿
、
又
四
郎
殿

続
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し
、
継
目
剥
離

５９
宝
暦
１４
．３
．―

相
定
申
一
札
之
�
（
村
法
四
ヶ
条
遵
守
の
旨
）

五
人
組
又
四
郎
（
印
）
ほ
か
５
名
、
五
人
組
ほ
か
に

７
組
、
計
４３
名
連
印

続
紙

１
通

６０
明
和
元
．９
．１５

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
灰
屋
建
造
願
）

小
林
村
百
姓
源
右
衛
門
（
印
）
→
御
代
官
様
／
（
奥

書
）同
村
名
主
幾
右
衛
門（
印
）、
同
専
右
衛
門（
印
）、

同
勘
十
郎
（
印
）、
与
頭
三
郎
兵
衛
（
印
）、
同
伝
十

郎
（
印
）、
同
八
（
カ
）
左
衛
門
（
印
）

竪
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し

６１
明
和
２
．９
．１１

差
上
申
一
札
之
事
（
小
林
村
元
名
主
宅
右
衛
門
松
葉

盗
取
一
件
）

石
尾
七
兵
衛
知
行
所
下
総
国
清
戸
村
平
左
衛
門
印
、

久
左
衛
門
印
→
御
評
定
所
／
（
奥
書
）
稲
葉
丹
後
守

領
分
下
総
国
小
林
村
勘
十
郎
印
、
ほ
か
に
五
人
印

続
紙

１
通

６２
明
和
３
．１１
．１７

一
札
（
辺
田
方
名
主
幾
右
衛
門
殿
と
御
水
帳
出
入
内

済
に
つ
き
）

小
林
村
辺
田
方
清
兵
衛
（
印
）
ほ
か
１９
名
連
印
（
２

名
印
な
し
）
→
同
村
名
主
専
右
衛
門
殿
、
同
勘
十
郎

殿

続
紙

１
通

６３
明
和
５
．４
．１０

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
辺
田
分
名
主
退
役
に
つ

き
組
頭
源
兵
衛
へ
の
下
知
願
写
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
、
同
勘
重
郎
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し

６４
明
和
７
．３
．４

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
御
領
分
一
統
の
廻
状
、

御
検
見
、
御
廻
米
御
用
の
御
役
人
方
往
来
に
つ
き
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
（
印
）、
同
勘
重
郎
（
印
）、

与
頭
伝
十
�
（
印
）、
同
茂
左
衛
門
（
印
）、
同
源
兵

衛
（
印
） 、
同
三
右
衛
門
（
印
）、
同
彦
四
郎
（
印
）、

同
新
右
衛
門
（
印
）
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

６５
明
和
８
．２
．６

申
口
一
札
之
事
（
辺
田
方
百
姓
２６
人
組
頭
彦
四
郎
の

村
方
諸
割
合
取
立
番
延
引
要
求
に
つ
き
）

辺
田
方
惣
代
惣
右
衛
門
（
印
）、
源
右
衛
門
（
印
）

ほ
か
５
名
連
印
→
御
名
主
中
、
組
頭
中

続
紙

１
通

別
文
書
に
よ
る
裏
打
ち
あ
り

６６
明
和
８
．４
．１９

一
札
（
辺
田
方
組
頭
彦
四
郎
不
帰
依
一
件
内
済
に
つ

き
）

小
林
村
辺
田
方
弐
拾
六
人
惣
代
惣
右
衛
門
（
印
）、

源
右
衛
門（
印
）、
平
右
衛
門（
印
）、
平
兵
衛（
印
）、

善
五
郎
（
印
）、
紋
五
郎
（
印
）、
宇
八
（
印
）
→
名

主
専
右
衛
門
殿
、
同
勘
重
郎
殿
、
与
頭
伝
重
郎
殿
、

同
茂
左
衛
門
殿
、
同
三
右
衛
門
殿
、
同
新
右
衛
門
殿

続
紙

１
通

６７
明
和
８
．４
．―

〔
源
兵
衛
人
柄
に
つ
き
口
上
書
下
書
断
簡
〕

小
林
村
専
右
衛
門
、
同
勘
十
郎
、
与
頭
伝
十
�
、
同

茂
左
衛
門
、同
三
右
衛
門
、同
新
右
衛
門
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

前
欠

６８
明
和
８
．８
．―

〔
享
保
４
年
新
山
請
之
場
所
六
ヶ
村
百
姓
持
渡
し
に

つ
き
証
文
下
書
〕

―
→
―

切
紙

１
通

前
欠

６９
明
和
９
．２
．―

乍
恐
書
付
を
以
奉
頼
上
候（
池
普
請
人
足
用
捨
願
い
）
専
右
衛
門
、
伝
十
郎
、
茂
左
衛
門
、
他
４
名
→
御
代

官
様

続
紙

１
通

継
目
剥
離
、（
端
裏
書
）「
辰
年

池
普

請
覚
」

（２０３）
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７０
明
和
９
．３
．１８

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
当
村
台
方
名
主
病
身
退

役
に
つ
き
組
頭
伝
重
郎
へ
名
主
仮
役
仰
付
願
、
写
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
→
―

竪
紙

１
通

７１
明
和
９
．１０
．―

一
札
（
村
方
地
所
分
け
に
つ
き
）

小
林
村
山
伏
大
宝
院
（
印
）、
同
同
一
学
（
印
）
→

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
殿
、
組
頭
中

竪
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
大
宝
院
書
付
」

７２
安
永
２
．１２
．―

一
札
之
事
（
伊
右
衛
門
村
法
背
き
の
過
料
銭
御
返
し

に
つ
き
）

伊
右
衛
門
（
印
）、
ほ
か
４
名
連
印
→
小
林
村
名
主

専
右
衛
門
殿
、
与
頭
三
右
衛
門
殿
、
同
七
右
衛
門
殿

竪
紙

１
通

７３
安
永
２
．１２
．―

〔
百
姓
方
商
人
方
出
入
に
つ
き
内
済
証
文
下
書
〕

百
姓
方
惣
代
―
、
商
人
方
惣
代
―
、
名
主
与
頭
―
／

（
奥
書
）
平
、
物
、
小
、
笠

続
紙

１
通

前
欠

７４
安
永
３
．６
．１４

一
札
（
行
屋
地
面
積
訂
正
に
つ
き
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
、
与
頭
伝
重
郎
、
源
兵
衛
、

三
右
衛
門
、
彦
四
郎
、
新
右
衛
門
、
宮
右
衛
門
、
七

右
（
カ
）
衛
門
→
当
福
寺
様

竪
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
役
人
相
渡
候
下
書
」、
裏

打
ち
あ
り

７５
安
永
４
．３
．１

一
札
（
江
組
庄
兵
衛
、
江
組
役
不
埒
に
付
き
詫
び
済

ま
し
）

小
林
村
江
組
庄
兵
衛
（
印
）、
親
類
源
兵
衛
（
印
）

ほ
か
１
名
連
印
、
五
人
組
五
人
連
印
→
名
主
専
右
衛

門
殿
、
組
頭
衆
中

竪
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
庄
兵
衛
誤
り
証
文
」、
虫

損
甚
だ
し

７６
安
永
４
．３
．―

相
渡
一
札
之
事（
小
林
村
百
姓
武
助
水
死
改
に
つ
き
）
下
総
国
香
取
郡
中
嶋
村
名
主
源
兵
衛
（
印
）、
組
頭

庄
右
衛
門
（
印
）、
百
姓
代
甚
右
衛
門
（
印
）
→
同

国
印
旛
郡
小
林
村
御
役
人
衆
中
、
親
類
中

竪
紙

１
通

７７
安
永
４
．３
．―

相
渡
一
札
之
事（
小
林
村
武
助
水
死
に
つ
き
、
下
書
）
何
村
伯
父
た
れ
、
親
類
た
れ
、
村
役
人
た
れ
、
百
姓

代
た
れ
→
中
嶋
村
源
兵
衛
殿

竪
紙

１
通

７８
―
．―
．―
（
安
永
４

カ
）

（
包
紙
ウ
ハ
書
）「
馬
場
方
伊
右
衛
門
忰
武
助
水

死
書
付
」

包
紙

１
点

７６
の
包
紙
か

７９
安
永
２
．６
．―

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
台
方
五
右
衛
門
御
願
申

上
候
一
件
に
つ
き
糾
明
願
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門（
印
）、
与
頭
伝
兵
衛（
印
）、

同
源
兵
衛
（
印
） 、
同
彦
四
郎
（
印
）、
同
新
右
衛
門

（
印
）、
同
専
蔵
（
印
）、
同
七
右
衛
門
（
印
）、
同

三
右
衛
門
（
印
）、
同
新
兵
衛
（
印
）
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

８０
安
永
６
．８
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
百
姓
平
兵
衛
養
男
子
庄
蔵

不
義
な
ら
び
に
欠
落
に
つ
き
久
離
願
）

印
旛
郡
小
林
村
平
兵
衛（
印
）、
親
類
半
兵
衛（
印
）、

同
庄
兵
衛
（
印
）
→
御
代
官
様
／
（
奥
書
）
同
村
名

主
専
右
衛
門
（
印
）、
組
頭
伝
重
�
（
印
）、
同
源
兵

衛
（
印
）、
同
彦
四
郎
（
印
）、
同
専
蔵
（
印
）、
同

新
右
衛
門
（
印
）、
同
七
右
衛
門
（
印
）、
同
三
右
衛

門
（
印
）、
同
新
兵
衛
（
印
）

続
紙

１
通

裏
打
ち
修
復
有
り

８１
安
永
８
．５
．２９

〔
忠
藏
・
治
右
衛
門
妻
打
擲
に
つ
き
隣
家
・
親
類
よ

り
聞
書
〕

治
右
衛
門
伜
治
助
、
親
類
茂
八
ほ
か
３
名
→
御
名
主

中
、
与
頭
中

切
続
紙

１
通

継
目
剥
離

８２
安
永
８
．６
．３

一
札
之
事
（
治
右
衛
門
妻
忠
蔵
に
打
擲
一
件
下
書
）

忠
蔵
親
類
不
残
→
―

竪
紙

１
通

８３
安
永
８
．６
．―

一
札
之
事
（
忠
蔵
、
次
右
衛
門
妻
不
義
一
件
に
つ
き

下
書
）

忠
蔵
→
―

竪
紙

１
通

切
紙
に
て
裏
打
修
復
、
端
裏
書
あ
り
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８４
安
永
８
．６
．―

〔
百
姓
忠
蔵
我
侭
の
振
舞
に
つ
き
願
書
下
書
〕

治
右
衛
門
忰
治
助
、
親
類
惣
代
茂
八
／
（
奥
書
）
名

主
、
組
頭

竪
紙

１
通

前
欠

８５
安
永
８
．１２
．１０

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
忠
蔵
久
離
願
い
）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
忠
蔵
義
父
三
五
左
衛
門
事
道

信
観
心
（
印
）、
弥
市
（
印
）
ほ
か
４
名
連
印
→
御

代
官
様
／
右
村
名
主
伝
十
郎
（
印
）、
同
新
兵
衛

（
印
）、
与
頭
源
兵
衛
（
印
）、
同
七
右
衛
門
（
印
）、

三
右
衛
門
（
印
）、
源
蔵
（
印
）

続
紙

１
通

８６
安
永
８
．１２
．１０

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
忠
藏
久
離
願
い
写
）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
忠
藏
養
父
三
五
左
衛
門
事
当

時
道
心
観
心
（
印
）、
忠
藏
伯
父
弥
市
（
印
）、
ほ
か

４
名
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

８７
安
永
８
．１２
．―

一
札
之
事
（
百
姓
忠
蔵
我
侭
不
法
の
働
き
に
つ
き
詫

び
）

小
林
村
（
忠
蔵
）
親
類
宅
右
衛
門
他
４
名
→
三
給
御

名
主
衆
中
、
与
頭
衆
中

続
紙

１
通

端
裏
書
あ
り

８８
―（
安
永
８
カ
）．―
．

―
〔
百
姓
忠
蔵
我
尽
の
振
舞
に
つ
き
願
書
下
書
断
簡
〕

―
→
―

竪
紙

１
通

８４
に
続
く
カ

８９
―（
安
永
８
カ
）．―
．

―
口
上
覚
（
忠
藏
、
三
五
左
衛
門
、
身
代
相
続
の
咄
に

て
私
母
打
擲
に
つ
き
訴
状
、
下
書
）

―
→
―

続
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
台
忠
藏
出
入
済
口

ハ
伝
七
郎
方
ニ
有
」

９０
―（
安
永
８
カ
）．―
．

―
申
上
残
り
候
事
（
忠
蔵
治
右
衛
門
妻
打
擲
に
つ
き
追

訴
下
書
）

―
→
―

竪
紙

１
通

後
欠

９１
―（
安
永
８
カ
）．―
．

―
〔
忠
蔵
願
書
奥
書
〕

名
主
四
郎
右
衛
門
（
印
）、
同
八
郎
兵
衛
（
印
）、
同

□
右
衛
門
（
印
）、
与
頭
兵
左
衛
門
（
印
）、
同
三
郎

兵
衛
（
印
）、
同
専
右
衛
門
（
印
）、
同
小
左
衛
門

（
印
）、
同
清
右
衛
門
（
印
）、
伝
重
郎
（
印
）

切
紙

１
通

前
欠

９２
―
（
安
永
８
カ
）．

―
． ―

乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
申
上
候
（
治
右
衛
門
母
を
忠
藏

打
擲
一
件
に
つ
き
）

―
→
―

竪
紙

１
通

後
欠

９３
安
永
９
．２
．２３

〔
小
林
村
百
姓
三
五
左
衛
門
一
件
に
つ
き
久
離
願
〕

―
→
―

竪
紙

１
通

後
欠
カ

９４
安
永
９
．７
．１０

内
済
和
熟
証
文
之
事
（
安
食
村
、
須
賀
村
水
論
を
専

右
衛
門
取
扱
に
て
）

安
食
村
仮
名
主
弥
市
右
衛
門
（
印
）、
組
頭
加
右
衛

門
（
印
）、
ほ
か
６
名
連
印
、
須
賀
村
名
主
四
郎
左

衛
門
（
印
）、
組
頭
利
左
衛
門
（
印
）、
ほ
か
６
名
連

印
→
小
林
村
名
主
専
右
衛
門
殿

続
紙

１
通

継
目
剥
離
、
虫
損
甚
だ
し

９５
安
永
９
．９
．―

指
上
申
御
請
負
証
文
事
（
下
総
御
領
分
よ
り
江
戸
築

地
御
屋
鋪
ま
で
御
廻
米
運
送
仰
付
に
つ
き
）

請
負
人
：
印
旛
郡
小
林
村
専
右
衛
門（
印
）、
証
人
：

同
村
七
右
衛
門（
印
）、
証
人
：
同
村
三
右
衛
門（
印
）

→
津
田
伊
太
夫
様
、
田
村
登
様

続
紙

１
通

９６
天
明
２
．１２
．１３

入
置
申
一
札
之
事
（
床
屋
音
八
病
死
弔
い
に
つ
き
、

下
書
）

平
岡
村
床
屋
誰
、
誰
→
―

竪
紙

１
通

（２０５）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



９７
天
明
３
．６
．２８

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
名
主
退
役
願
い
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
（
印
）
→
御
代
官
様
／
（
奥

書
）
名
主
伝
重
郎
（
印
）、
同
新
兵
衛
（
印
）、
与
頭

源
兵
衛
（
印
）、
同
清
兵
衛
（
印
）、
同
専
蔵
（
印
）、

同
七
右
衛
門
（
印
）、
同
三
右
衛
門
（
印
）、
同
佐
左

衛
門
（
印
）

続
紙

１
通

９８
天
明
４
．３
．―

卯
（
天
明
三
）
御
年
貢
皆
済
目
録
下
総
国
印
旛
郡

印
西
新
田
之
内
小
林
村

宮
村
孫
左
衛
門
（
印
）
→
右
村
名
主
、
組
頭
、
惣
百
姓

続
紙

１
通

９９
天
明
４
．１０
．２４

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
次
男
新
蔵
分
家
願
写
）

小
林
村
喜
右
衛
門
後
家
／
小
林
村
名
主
専
右
衛
門
、

同
伝
十
�
、
同
新
兵
衛
、
組
頭
源
兵
衛
、
同
清
兵

衛
、
同
七
右
衛
門
、
同
三
右
衛
門
、
同
佐
左
衛
門
、

同
勘
右
衛
門
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

紙
背
文
書
あ
り
、
７１
の
包
紙
か
、「
山

伏
大
宝
院
書
付
入
（
下
略
）」

１００
天
明
４
．１０
．―

取
扱
内
済
証
文
之
�
（
平
岡
村
百
姓
小
林
村
年
貢
諸

勘
定
割
合
公
開
要
求
出
入
に
つ
き
、
写
）

印
旛
郡
平
岡
村
願
人
百
姓
伝
十
�
、
半
左
衛
門
、
茂

兵
へ
、
ほ
か
８
名
連
名
（
後
欠
ゆ
え
ま
だ
多
数
か
）

→
―

続
紙

１
通

断
簡
（
中
欠
、
末
尾
欠
）

１０１
天
明
４
．１１
．―

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
和
泉
村
元
名
主
四
郎
右

衛
門
甚
だ
困
窮
に
つ
き
御
奉
公
願
い
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し
、（
端
裏
書
）「
如
此
書
付

御
役
所
差
上
候
扣
」

１０２
天
明
５
．１２
．２５

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
字
三
給
畑
瀧
村
永
小
作

地
分
年
貢
未
納
に
つ
き
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
（
印
）、
同
新
兵
衛
（
印
）

→
御
代
官
様

続
紙

１
通

継
目
剥
離

１０３
天
明
６
．８
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
木
下
堤
押
印
、
平
岡
村
竹

袋
境
に
て
横
手
堤
〆
切
普
請
に
つ
き
）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
名
主
専
右
衛
門
（
印
）、
同

伝
重
郎
（
印
）、
同
新
兵
衛
（
印
）、
与
頭
七
右
衛
門

（
印
）、
百
姓
代
清
兵
衛
（
印
）、
同
断
物
木
村
名
主

彦
四
郎
（
印
）、
与
頭
源
右
衛
門
（
印
）、
百
姓
代
源

兵
衛
（
印
）、
同
断
笠
神
村
名
主
１
、
与
頭
１
、
百

姓
代
連
印
、
同
断
埜
原
新
田
１７
ヶ
村
惣
代
小
林
新
田

名
主
重
兵
衛
（
印
）、
与
頭
金
左
衛
門
（
印
）、
百
姓

代
嘉
左
衛
門
（
印
）
→
御
普
請
御
掛
り
御
役
人
衆
中

様

続
紙

１
通

虫
損
あ
り

１０４
天
明
６
．９
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
小
林
村
地
内
に
新
堤
築
渡

し
に
つ
き
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
（
印
）、
同
伝
重
郎
（
印
）、

同
新
兵
衛
（
印
）、
与
頭
源
左
衛
門
（
印
）、
同
七
右

衛
門
（
印
）、
同
佐
左
衛
門
（
印
）、
百
姓
代
平
兵
衛

（
印
）、
物
木
村
名
主
１
名
、
与
頭
１
名
、
百
姓
代

１
名
連
印
、
笠
神
村
名
主
１
名
、
与
頭
１
名
、
百
姓

代
１
名
連
印
、
埜
原
新
田
１７
ヶ
村
惣
代
小
林
新
田
名

主
１
名
、
与
頭
１
名
、
百
姓
代
１
名
連
名
→
御
普
請

御
役
人
衆
中
様

続
紙

１
通

継
目
剥
離

千
葉
大
学
人
文
研
究

第
四
十
号

（２０６）



１０５
―
．―
．―（
天
明
６
．

９
カ
）

〔
願
書
断
簡
〕

［
小
林
村
名
主
専
右
衛
門
（
印
）
脱
カ
］
同
伝
十
�

（
印
）、
同
新
兵
衛
（
印
）、
組
頭
清
兵
衛
（
印
）、

百
姓
代
平
兵
衛
（
印
）、
同
領
惣
代
笠
神
村
名
主
庄

右
衛
門
（
印
）、
与
頭
長
兵
衛
（
印
）、
百
姓
代
惣
右

衛
門
（
印
）、
宮
村
弥
左
衛
門
御
代
官
所
同
国
同
郡

埜
原
新
田
１７
ヶ
村
惣
代
小
林
新
田
名
主
重
兵
衛

（
印
）、
与
頭
伊
右
衛
門
（
印
）、
百
姓
代
源
左
衛
門

（
印
）
→
豊
田
金
右
衛
門
様
御
用
人
中
様

竪
紙

１
通

断
簡
（
末
尾
の
み
）

１０６
天
明
６
．１２
．３

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
新
堤
普
請
に
つ
き
潰
地
反

別
見
分
願
）

小
林
村
名
主
専
右
衛
門
（
印
）、
同
伝
重
郎
（
印
）、

同
新
兵
衛
（
印
）、
与
頭
源
左
衛
門
（
印
）、
同
清
兵

衛（
印
）、
同
七
右
衛
門（
印
）、
同
三
右
衛
門（
印
）、

同
佐
左
衛
門
（
印
）、
同
勘
右
衛
門
（
印
）
→
御
代

官
様

竪
紙

１
通

１０７
天
明
７
．９
．―

口
上
書
之
覚
（
年
貢
納
め
拝
借
金
返
済
延
期
に
つ
き

内
々
伺
写
）

村
々
役
人
共
→
川
村
専
右
衛
門
様

竪
紙

１
通

端
裏
書
あ
り

１０８
天
明
７
．９
．―

一
札
之
事
（
殿
様
変
わ
り
、
米
壱
俵
四
斗
弐
升
入
納

め
難
儀
に
つ
き
取
り
な
し
頼
み
）

―
→
―

続
紙

１
通

案
文
か
、
差
出
宛
名
の
記
載
無
し

１０９
天
明
７
．９
．―

〔
願
書
断
簡
〕

上
野
国
勢
多
郡
鶴
谷
村
名
主
佐
七
（
印
）、
与
頭
武

兵
衛
（
印
）、
百
姓
代
新
六
（
印
）、
前
皆
戸
村
名
主

与
次
右
衛
門
（
印
）、
与
頭
幸
助
（
印
）、
百
姓
代
喜

三
郎
（
印
）、
室
沢
村
名
主
与
頭
百
姓
代
連
印
、
馬

場
村
名
主
与
頭
百
姓
代
連
印
、
樋
越
村
名
主
与
頭
百

姓
代
連
印
、
荒
口
村
名
主
与
頭
百
姓
代
連
印
、
江
木

村
名
主
与
頭
百
姓
代
連
印
、
東
栢
倉
村
名
主
与
頭
百

姓
代
連
印
、
西
栢
倉
村
名
主
与
頭
百
姓
代
連
印
→
下

総
御
領
分
小
林
村
名
主
専
右
衛
門
殿

続
紙

１
通

断
簡
（
末
尾
の
み
）

１１０
（
天
明
７
カ
）．―
．―

〔
上
野
国
勢
田
郡
新
御
領
分
え
年
貢
俵
入
御
用
勤
方

に
つ
き
川
村
専
右
衛
門
覚
書
〕

（
川
村
専
右
衛
門
）

竪
紙

１
通

１１１
天
明
８
．７
．―

乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
奉
申
上
候
（
木
下
河
岸
弁
財
天

祭
礼
に
て
弟
新
五
左
衛
門
打
擲
に
つ
き
相
手
方
御
吟

味
願
い
写
）

訴
訟
人
：
田
安
御
領
地
下
総
国
埴
生
郡
上
福
村
名
主

彦
兵
衛
→
山
口
多
平
治
様
、
山
口
彦
三
郎
様
御
役
所

続
紙

１
通

相
手
：
稲
葉
丹
後
守
様
御
領
分
同
国
印

旛
郡
竹
袋
村
喜
八
他
３
名

１１２
天
明
８
．１２
．―

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
名
主
役
退
役
願
写
）

小
林
村
名
主
川
村
専
右
衛
門
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し

１１３
寛
政
４
．１２
．―

〔
勝
負
事
致
さ
ざ
る
旨
詫
文
写
断
簡
〕

小
林
村
伝
蔵
、
詫
人
要
助
→
村
三
郎
右
衛
門
殿
、
同

伝
之
丞
殿

切
紙

１
通

前
欠

１１４
寛
政
７
．６
．―

一
札（
聟
伝
蔵
へ
妻
子
不
心
得
不
調
法
に
つ
き
詫
び
）
伝
之
丞
（
印
）、
親
類
吉
兵
衛
（
印
）、
近
所
清
七

（
印
）、
五
人
組
儀
七
（
印
）、
ほ
か
二
名
連
印
→
三

郎
右
衛
門
様

竪
紙

１
通

（２０７）
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１１５
寛
政
１０
．３
．―

為
取
替
済
口
証
文
之
事
（
御
領
分
印
旛
郡
小
林
村
百

姓
専
治
よ
り
平
岡
村
名
主
団
治
を
相
手
取
り
勘
定
出

入
内
済
に
つ
き
）

小
林
村
訴
訟
人
専
治
（
印
）、
同
村
親
類
三
郎
右
衛

門
（
印
）、
平
岡
村
相
手
団
治
（
印
）、
同
村
親
類
太

郎
兵
衛（
印
）、
大
森
村
�
人
宮
嶋
勘
右
衛
門（
印
）、

和
泉
村
同
断
泉
倉
寺
（
印
）、
惣
深
村
同
断
香
取
平

左
衛
門（
印
）、
亀
成
村
同
断
岩
井
吉
右
衛
門（
印
）、

小
林
村
立
会
組
頭
清
兵
衛
（
印
）、
平
岡
村
同
組
頭

次
郎
右
衛
門
（
印
）

続
紙

１
通

１１６
文
化
元
．３
．１２

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
内
緒
で
質
物
の
脇
差
し
三

右
衛
門
よ
り
取
り
戻
し
）

願
人
小
林
村
馬
場
方
三
郎
右
衛
門
→
御
代
官
様
／

（
奥
書
）
名
主
新
兵
衛
（
印
）、
与
頭
清
兵
衛
（
印
）、

同
佐
左
衛
門
（
印
）、
同
沖
右
衛
門
（
印
）、
同
専
治

（
印
）、
同
孫
兵
衛
（
印
）、
同
源
兵
衛
（
印
）

続
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し
、
継
目
剥
離

相
手
：
同
村
組
頭
三
右
衛
門
、
同
村
辺

田
方
治
右
衛
門
、
布
川
村
太
左
衛
門
聟

政
治
郎

１１７
文
化
７
．１２
．１５

差
上
申
済
口
証
文
之
事
（
伊
勢
太
々
講
諸
帳
面
取
調

願
い
）

平
岡
村
願
人
深
山
団
治（
印
）、
同
治
郎
兵
衛（
印
）、

同
金
右
衛
門
（
印
）、
笠
神
村
願
人
佐
次
右
衛
門

（
印
）、
同
孫
三
郎
（
印
）、
小
林
村
願
人
三
右
衛
門

（
印
）、
同
村
相
手
新
三
郎
（
印
）、
同
弥
左
衛
門

（
印
）、
同
孫
兵
衛（
印
）、
差
添
名
主
新
兵
衛（
印
）、

和
泉
村
扱
人
名
主
利
右
衛
門
（
印
）、
小
林
村
同
組

頭
八
右
衛
門
（
印
）
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

継
目
剥
離
（
紙
数
５
枚
）、（
端
裏
書
）

「
団
治
新
三
郎
一
件
」

１１８
文
化
８
．２
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
辺
田
方
組
頭
、
欠
落
の
勘

左
衛
門
山
の
割
地
不
正
に
つ
き
土
地
見
分
願
）

訴
訟
人
：
稲
葉
丹
後
守
領
分
下
総
国
印
旛
郡
印
西
新

田
之
内
小
林
村
組
頭
三
右
衛
門
（
印
）、
同
八
右
衛

門
（
印
）、
同
又
四
郎
（
印
）、
百
姓
惣
代
八
左
衛
門

（
印
）
→
鈴
木
伝
市
郎
様
御
役
所

続
紙

１
通

金
子
書
付
な
ど
の
裏
打
ち
あ
り

１１９
文
化
９
．３
．―

借
用
申
証
文
事
（
山
畑
引
当
金
子
借
用
）

小
林
村
借
主
又
四
郎
、
請
人
金
左
衛
門
→
清
戸
村
与

次
右
衛
門
殿
、
同
村
受
人
平
左
衛
門
殿
／
（
奥
書
）

右
村
組
頭
三
右
衛
門
、
同
八
右
衛
門
→
―

続
紙

１
通

１２０
文
化
９
．４
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
小
林
村
出
奔
人
専
治
借
用

多
分
取
り
つ
ぶ
れ
に
つ
き
届
、
写
）

小
林
村
当
人
又
四
郎
、
親
類
八
右
衛
門
、
竹
袋
村
同

七
郎
右
衛
門
、
和
泉
村
同
四
郎
左
衛
門
、
組
合
惣
代

八
兵
衛
、
名
主
四
郎
右
衛
門
、
組
頭
佐
右
衛
門
他
５

名
、
百
姓
代
八
左
衛
門
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

１２１
文
化
９
．８
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
木
下
堤
押
切
弱
き
に
つ
き

小
林
村
地
内
に
新
堤
普
請
に
つ
き
２１
ヶ
村
願
、
写
）

小
林
村
名
主
四
郎
右
衛
門
（
印
）、
組
頭
佐
右
衛
門

（
印
）、
同
三
右
衛
門
（
印
）、
同
孫
兵
衛
（
印
）、

同
利
左
衛
門
（
印
）、
同
彦
四
郎
（
印
）、
同
八
右
衛

門
（
印
）、
同
又
四
郎
（
印
）、
同
平
兵
衛
（
印
）、

物
木
村
名
主
吉
右
衛
門
、
組
頭
儀
三
治
ほ
か
組
頭
１

名
、
笠
神
村
組
頭
徳
左
衛
門
ほ
か
組
頭
４
名
連
名
、

中
根
村
名
主
伝
左
衛
門
、
組
頭
半
左
衛
門
、
ほ
か
組

頭
２
名
、
埜
原
新
田
１７
ヶ
村
惣
代
小
林
新
田
名
主
源

左
衛
門
、
同
重
右
衛
門
、
将
監
新
田
名
主
太
左
衛
門

→
御
普
請
御
見
分
御
役
人
様

続
紙

１
通

千
葉
大
学
人
文
研
究

第
四
十
号

（２０８）



１２２
文
化
１３
．正
．
―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
五
ヶ
年
以
前
用
立
候
金
子

今
以
差
し
滞
り
に
つ
き
）

訴
訟
人
：
石
尾
主
馬
知
行
所
下
総
国
印
旛
郡
清
戸
村

組
頭
与
左
衛
門
、
名
主
平
左
衛
門
煩
ニ
付
代
勤
平
内

→
稲
葉
定
之
助
様
大
森
御
役
所

続
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
願
書
下
書
」、
相
手
：
小

林
村
借
主
又
四
郎
、
証
人
金
左
衛
門
、

組
頭
３
人

１２３
文
化
１３
．
�
．１２

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
江
戸
宿
植
木
屋
藤
兵
衛

よ
り
滞
り
金
出
入
に
つ
き
引
当
金
路
用
不
足
出
来

願
）

小
林
村
百
姓
三
郎
右
衛
門
（
印
）
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

紙
背
を
包
紙
と
し
て
使
用
、
奥
書
に
願

下
げ
の
趣
旨
あ
り
、（
包
紙
ウ
ハ
書
）

「
台
忠
藏
書
付

馬
場
長
九
郎
同
」、

虫
損
甚
だ
し

１２４
文
化
１３
．１２
．９

乍
恐
書
付
を
以
御
愁
訴
奉
願
上
候
（
先
達
て
の
駈
込

訴
訟
一
件
願
下
げ
に
つ
き
）

小
林
村
百
姓
三
郎
右
衛
門
（
印
）、
差
添
：
組
頭
彦

四
郎
（
印
）
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

裏
打
ち
修
復
あ
り

１２５
文
化
１４
．正
．２４

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
子
年
駈
込
訴
の
質
入
田

地
金
銀
返
却
に
つ
き
）

小
林
村
百
姓
三
郎
右
衛
門
（
印
）
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

継
目
剥
離
、
紙
数
５
枚
、
虫
損

１２６
文
化
１４
．正
．―

乍
恐
口
上
之
趣
意
（
別
紙
願
書
の
質
入
団
地
返
し
方

に
つ
き
）

小
林
村
百
姓
三
郎
右
衛
門
（
印
）
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

１２７
（
文
化
）．―
．―

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候
（
三
郎
右
衛
門
家
由
緒
に
つ

き
）

―
→
―

竪
紙

１
通

後
欠

１２８
文
政
３
．４
．２３

奉
差
上
内
済
証
文
之
事
（
下
男
伝
蔵
、
百
姓
嘉
兵
衛

口
論
一
件
に
つ
き
、
写
）

堀
田
相
模
守
様
御
領
分
下
総
国
印
旛
郡
中
根
村
百
姓

浅
右
衛
門
忰
当
時
稲
葉
対
馬
守
様
御
領
分
百
姓
勘
平

下
男
伝
蔵
、
右
同
御
領
分
同
村
伝
蔵
父
儀
右
衛
門
、

親
類
惣
代
、
組
合
惣
代
各
１
名
、
右
村
名
主
伊
右
衛

門
、
組
頭
３
名
、
右
同
御
領
分
組
合
村
惣
代
□
□
村

名
主
伊
右
衛
門
、
右
同
断
瀬
戸
村
名
主
七
郎
兵
衛
、

稲
葉
対
馬
守
様
御
領
分
中
根
村
百
姓
勘
平
他
４
名
、

親
類
惣
代
伝
右
衛
門
他
３
名
、
同
村
相
手
百
姓
嘉
兵

衛
他
２
名
、
親
類
惣
代
兵
左
衛
門
、
同
杢
右
衛
門
、

組
合
惣
代
市
郎
兵
衛
、
同
三
郎
兵
衛

続
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
中
根
村
口
論
一
件
済
口

証
文
弐
通
」、
末
尾
欠
カ

１２９
文
政
３
．５
．１６

差
上
申
済
口
証
文
之
事
（
麻
生
村
名
主
仁
右
衛
門
、

安
食
村
孫
八
忰
継
蔵
へ
見
継
一
件
）

麻
生
村
名
主
訴
訟
人
仁
右
衛
門
（
印
）、
安
食
村
相

手
孫
八
（
印
）、
同
村
同
人
忰
継
蔵
（
印
）、
差
添
与

頭
庄
右
衛
門（
印
）、
麻
生
村
引
合
人
平
重
郎（
印
）、

仁
右
衛
門
聟
養
子
孫
三
郎
（
印
）、
扱
人
平
岡
村
名

主
伊
左
衛
門
（
印
）、
須
賀
村
与
頭
勘
之
丞
（
印
）、

小
林
村
百
姓
専
右
衛
門
（
印
）、
大
森
村
宿
２
名
連

印
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

虫
損
、（
端
裏
書
）「
安
食
村
孫
八
、
麻

生
村
名
主
仁
右
衛
門
一
件
済
口

小
林

村
専
右
衛
門
」

１３０
文
政
４
．４
．―

為
取
替
儀
定
一
札
之
事
（
助
右
衛
門
・
八
左
衛
門
地

所
入
組
出
入
内
済
に
つ
き
）

小
林
村
馬
場
方
助
右
衛
門（
印
）、
親
類
３
名
連
印
、

扱
人
：
専
右
衛
門
（
印
）
ほ
か
４
名
連
印

竪
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
八
左
衛
門
、
助
右
衛
門

済
口
」

１３１
文
政
９
．２
．１３

指
上
申
済
口
証
文
之
事（
年
貢
・
質
地
差
滞
り
一
件
）
訴
訟
人
中
根
村
文
左
衛
門
（
印
）、
同
長
左
衛
門

（
印
）、
相
手
兵
左
衛
門
煩
候
而
代
親
類
三
右
衛
門

（
印
）、
他
３
名
、
扱
人
：
小
林
村
八
右
衛
門（
印
）、

物
木
村
源
右
衛
門
（
印
）
→
御
手
代
様

続
紙

１
通

虫
損

（２０９）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



１３２
文
政
９
．５
．１０

差
上
申
済
口
証
文
之
事
（
大
森
村
山
一
件
内
済
に
つ

き
）

訴
訟
人
：
大
森
村
儀
兵
衛
（
印
）、
相
手
三
郎
左
衛

門（
印
）、
扱
人
：
大
庄
屋
並
宮
嶋
勘
左
衛
門（
印
）、

与
頭
惣
代
２
名
連
印
、
和
泉
村
名
主
武
藤
与
作

（
印
）、
小
林
村
八
右
衛
門
（
印
）、
物
木
村
―（
後
欠
）

続
紙

１
通

後
欠
、（
端
裏
書
）「
大
森
村
山
一
件
内

済
証
文
」

１３３
文
政
９
．５
．２９

差
上
申
済
口
証
文
之
事
（
孫
兵
衛
、
八
左
衛
門
山
論

内
済
に
つ
き
）

訴
訟
人
：
小
林
村
与
頭
孫
兵
衛
（
印
）、
差
添
与
頭

佐
左
衛
門
（
印
）、
大
森
村
宿
甚
五
郎
衛
門
（
印
）、

相
手
小
林
村
八
左
衛
門
（
印
）、
差
添
与
頭
三
右
衛

門
（
印
）、
大
森
村
宿
三
郎
兵
衛
（
印
）、
扱
人
：
平

岡
村
名
主
深
山
伊
左
衛
門
（
印
）、
同
小
林
村
八
右

衛
門
（
印
）
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

継
目
剥
離

１３４
―
．―
．―
（
文
政
９

カ
）

差
上
申
済
口
証
文
之
事
（
小
林
村
与
頭
孫
兵
衛
よ
り

紛
失
の
山
、
百
姓
八
左
衛
門
続
山
の
内
に
籠
り
候
哉

の
一
件
に
つ
き
）

―
→
―

続
紙

１
通

断
簡
、
継
目
剥
離
、
１３３
の
下
書
カ

１３５
文
政
９
．７
．―

覚
（
吟
味
中
の
療
治
そ
の
他
諸
入
用
金
子
受
取
）

亀
成
新
田
由
次
郎
親
平
吉
（
印
）、
名
主
吉
右
衛
門

忰
権
吉
（
印
）、
組
頭
伊
右
衛
門
（
印
）、
同
伊
兵
衛

（
印
）
→
発
作
新
田
忠
次
郎
殿

竪
紙

１
通

１３６
文
政
１０
．１２
．２３

乍
恐
口
上
書
を
以
奉
申
上
候
（
分
家
又
四
郎
か
ら
の

亡
父
三
郎
右
衛
門
借
金
返
済
出
訴
に
つ
き
始
末
口
上

書
）

小
林
村
百
姓
八
左
衛
門
（
印
）
→
御
手
代
様

続
紙

１
通

１３７
文
政
１０
．１２
．―

乍
恐
口
上
書
を
以
奉
申
上
候
（
分
家
又
四
郎
か
ら
の

亡
父
借
金
返
済
出
訴
に
つ
き
始
末
口
上
書
）

小
林
村
百
姓
八
右
衛
門
（
印
）
→
御
手
代
様

続
紙

１
通

前
欠
、
継
目
剥
離

１３８
―（
文
政
１０
カ
）．―
．

―
〔
小
林
村
前
名
主
三
郎
右
衛
門
、
又
四
郎
御
役
所
拝

借
銀
一
件
に
つ
き
三
郎
右
衛
門
忰
某
口
上
書
〕

―
→
―

続
紙

１
通

断
簡
、
継
目
剥
離
、
１３６
、
１３７
の
関
連

文
書

１３９
―（
文
政
１０
カ
）．―

．
―

〔
小
林
村
前
名
主
三
郎
右
衛
門
、
又
四
郎
御
役
所
拝

借
銀
一
件
に
つ
き
三
郎
右
衛
門
忰
某
口
上
書
〕

―
→
―

続
紙

１
通

断
簡
、
継
目
剥
離
、
１３７
の
関
連
文
書

１４０
文
政
１１
．２
．１４

差
上
申
済
口
証
文
（
又
四
郎
よ
り
八
右
衛
門
親
三
郎

右
衛
門
へ
用
立
金
返
済
一
件
に
つ
き
）

小
林
村
百
性
訴
訟
人
又
四
郎
（
印
）、
同
相
手
八
右

衛
門
（
印
）、
他
３
名
連
印
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

虫
損

１４１
（
文
政
１２
カ
）．―
．―

乍
恐
以
口
上
書
御
内
意
御
伺
奉
申
上
候
（
真
壁
郡
堀

籠
村
円
明
寺
万
人
講
催
し
に
つ
き
、
写
）

―
→
―

続
紙

１
通

後
欠

１４２
天
保
２
．１２
．―

差
上
申
一
札
之
�
（
給
内
床
屋
病
死
に
つ
き
寺
へ
埋

葬
請
状
雛
形
）

若
衆
世
話
人
誰
、
同
惣
代
誰
→
―
／
（
奥
書
）
村
役

人
惣
代
誰

切
紙

１
通

１４３
天
保
８
．―
．―

酉
年
下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
御
成
ヶ
割
付
事
（
馬
場

分
）

―
→
―

続
紙

１
通

後
欠
カ
、
写

１４４
天
保
９
．３
．―

送
一
札
之
事
（
百
姓
善
右
衛
門
二
男
新
蔵
、
米
本
村

八
左
衛
門
方
へ
婿
養
子
に
差
し
遣
す
に
つ
き
）

堀
田
備
中
守
領
分
印
旛
郡
米
本
村
名
主
定
右
衛
門

（
印
）
→
稲
葉
丹
後
守
様
御
領
分
同
国
同
郡
小
林
村

御
役
人
衆
中

竪
紙

１
通

虫
損

千
葉
大
学
人
文
研
究
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四
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１４５
天
保
１０
．９
．―

相
渡
申
山
証
文
之
事
（
３
ヶ
年
季
質
入
、
写
）

小
林
村
馬
場
方
地
主
又
四
郎
、
請
人
与
左
衛
門
→
台

方
金
重
郎
殿
／
（
奥
書
）
世
話
役
三
右
衛
門
、
与
頭

文
治
、
同
八
左
衛
門

竪
紙

１
通

１４６
天
保
１２
．３
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
三
方
領
地
替
反
対
の
駕
籠

訴
状
写
）

酒
井
左
衛
門
尉
領
分
羽
州
庄
内
中
田
川
、
飽
海
両
郡

惣
代
、
申
川
郷
権
吉
□
□
村
百
姓
仁
七
、
外
７
人
→

―

続
紙

１
通

１４７
天
保
１４
．９
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
小
林
村
持
添
無
民
家
新
田

の
減
永
に
つ
き
）

（
下
総
国
印
旛
郡
印
西
新
田
之
内
小
林
村
役
人
一

同
）
→
御
奉
行
様

竪
紙

１
通

１４８
天
保
１５
．７
．２９

奉
差
上
御
請
証
文
之
事
（
村
方
百
姓
男
子
三
人
博
奕

に
つ
き
村
預
け
、
写
）

右
村
（
印
旛
郡
小
林
村
）
与
頭
役
伝
十
�
、
同
弥
太

郎
、
同
三
右
衛
門
→
大
中
郡
人
殿

竪
紙

１
通

１４９
文
久
元
．７
．晦

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
小
林
村
百
姓
半
左
衛
門
欠

落
に
つ
き
除
帳
願
い
）

小
林
村
百
姓
半
左
衛
門
妻
せ
の
（
拇
印
）、
同
人
親

類
惣
代
百
姓
清
右
衛
門
（
印
）、
組
合
惣
代
弥
右
衛

門
（
印
）
→
御
代
官
様
／
（
奥
書
）
右
村
名
主
太
左

衛
門
（
印
）、
与
頭
専
右
衛
門
（
印
）、
同
八
左
衛
門

（
印
）

続
紙

１
通

継
目
剥
離
、
奥
裏
書
、
裏
書
あ
り

１５０
慶
応
２
．５
．２６

〔
金
子
受
取
覚
〕

下
総
国
森
邑
馬
場
方
賀
人
専
右
衛
門
、
請
人
大
は
つ

→
加
人
川
村
隼
之
助
様

切
紙

１
通

落
書
あ
り
、
紙
背
を
包
紙
と
し
て
使
用

１５１
明
治
３
．１０
．―

無
民
家
持
添
雑
穀
上
り
高
書
上
帳
（
西
小
林
新
田
）

右
村
名
山
崎
太
惣
治
（
印
）、
川
村
専
治
（
印
）、
山

口
八
郎
治
（
印
）
→
―

竪
帳

１
冊

１５２
明
治
４
．１０
．１０

済
口
証
文
之
�（
小
林
村
辺
田
方
水
帳
に
つ
き
争
論
）
小
林
村
辺
田
方
願
人
惣
代
清
兵
衛
（
印
）、
同
治
兵

衛
（
印
）、
同
平
七
（
印
）、
同
新
四
郎
（
印
）、
同

惣
右
衛
門
（
印
）、
相
手
方
名
主
幾
右
衛
門
（
印
）

→
笠
神
村
名
主
庄
右
衛
門
殿
、
物
木
村
名
主
紋
左
衛

門
殿
、
平
岡
村
名
主
伊
左
衛
門
殿
、
竹
袋
村
名
主
七

郎
左
衛
門
殿
、
小
林
村
名
主
専
右
衛
門
殿
、
同
村
同

勘
十
郎
殿
／（
奥
書
）笠
神
村
名
主
庄
右
衛
門（
印
）、

物
木
村
名
主
紋
左
衛
門
（
印
）、
平
岡
村
名
主
伊
左

衛
門
（
印
）、
竹
袋
村
名
主
七
郎
左
衛
門
（
印
）、
小

林
村
名
主
専
右
衛
門
（
印
）、
同
村
同
勘
十
郎
（
印
）

→
御
代
官
様

続
紙

１
通

１５３
明
治
４
．１２
．―

出
石
米
之
謂
御
尋
ニ
付
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
平

岡
村
と
井
路
堤
敷
上
納
、
写
）

小
林
村
役
人
一
同
連
印
→
元
淀
県
大
森
御
出
張
所

竪
紙

１
通

１５４
明
治
５
．７
．２３

差
上
申
済
口
証
文
之
事

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
役
人
惣
代
名
主
川
村
金
十

郎
、
組
頭
山
口
八
郎
、
小
林
新
田
役
人
惣
代
名
主
、

同
百
姓
代
細
井
玄
兵
衛
→
―

竪
紙

１
通

年
月
、
差
出
人
は
裏
側
に
記
す

１５５
明
治
５
．９
．５

〔
印
旛
郡
小
林
村
第
五
大
区
拾
小
区
副
戸
長
職
制
請

書
写
〕

第
五
大
区
拾
小
区
副
戸
長
川
村
専
右
衛
門
病
気
ニ
付

代
兼
川
村
金
十
郎
印
也
印
旛
県
御
役
所

１
枚

（２１１）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



１５６
―
．―
．―
（
明
治
初

期
）

記
（
印
旛
郡
小
林
村
申
年
収
納
石
代
金
書
上
）

（
印
旛
郡
第
５
大
区
１０
小
区
副
戸
長
小
林
村
川
村
専

右
衛
門
）
→
―

竪
紙

１
通

１５７
と
同
じ
か

１５７
（
近
代
）
―
．―
．―

記
（
印
旛
郡
小
林
村
申
年
収
納
石
代
金
書
上
）

（
印
旛
郡
第
五
大
区
拾
小
区
副
戸
長
小
林
村
納
人
川

村
専
右
衛
門
）
→
―

竪
紙

１
通

後
欠
、
１５６
と
同
じ
か

１５８
明
治
８
．１
．―

〔
小
林
村
光
明
寺
境
内
絵
図
〕

第
十
四
大
区
三
小
区
下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
戸
長
海

老
原
善
太
郎
、
同
副
戸
長
山
口
八
郎
（
印
）、
同
区

同
国
同
郡
同
村
光
明
寺
住
職
林
智
観
（
印
）
→
―

竪
紙

１
通

１５９
明
治
８
．１
．―

〔
小
林
村
光
明
寺
反
別
書
上
差
出
〕

第
十
四
大
区
三
小
区
下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
光
明
寺

住
職
林
智
観
（
印
）、
戸
長
海
老
原
善
太
郎
、
副
戸

長
山
口
八
郎
（
印
）
→
千
葉
県
令
柴
原
和
殿

竪
紙

１
通

１６０
明
治
８
．５
．２８

〔
国
史
編
修
に
考
証
に
供
す
べ
き
図
書
類
差
出
方
に

つ
き
布
達
〕

千
葉
県
令
芝
原
和
代
理
千
葉
県
県
参
事
岩
佐
為
春
→

三
小
区
扱
所
→
物
木
村
始
１４
ヶ
村
各
村
之
用
掛
衆
中

→
月
番
辺
田
方
→
御
両
給
用
掛
御
中

竪
紙

１
通

１６１
（
明
治
）８
．５
．３０

御
達
写
（
茨
城
県
へ
所
轄
替
に
つ
き
選
挙
達
）

千
葉
県
戸
籍
掛
り
→
―
／
（
奥
書
）
月
番
台
方
よ
り

→
御
両
給
用
掛
中

切
紙

１
通

１６２
明
治
８
．６
．７

以
書
付
奉
願
上
候
（
官
民
有
地
御
取
調
に
つ
き
土
地

拝
借
願
）

右
小
林
村
用
掛
惣
代
岩
井
治
平
、
小
林
新
田
用
掛
細

井
重
右
衛
門
、
副
戸
長
長
澤
安
右
衛
門
、
戸
長
海
老

原
善
太
郎
→
千
葉
県
令
柴
原
和
殿

切
紙

１
通

１６３
（
明
治
）８
．１１
．１３

〔
印
幡
郡
小
林
郡
鎮
守
島
見
神
社
郷
社
に
相
定
に
つ

き
伺
書
〕

第
１４
大
区
取
締
所
印
→
第
１３
大
区
三
小
区
扱
所
／

（
奥
書
）
三
小
区
扱
→
小
林
邨
用
掛
中

切
紙

１
通

１６４
明
治
初
（
８
年
以
降

カ
）．―
．―

以
書
付
奉
願
上
候
（
当
駅
運
送
会
社
に
つ
き
戸
長
吉

岡
七
郎
の
不
法
を
訴
え
る
下
書
）

第
十
四
大
区
二
小
区
下
総
国
印
旛
郡
竹
袋
村
小
前
総

代
用
掛
一
同
→
―

竪
紙

１
通

１ ６５
明
治
１５
．９
．１９

〔
小
林
村
光
即
寺
所
有
地
壬
申
地
券
写
抜
書
〕

平
民
鈴
木
貞
蔵
（
印
）

竪
紙

１
通

１６６
明
治
１５
．１０
．１２

〔
下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
地
籍
図
〕（
墓
地
・
境
内
・

官
有
芝
地
な
ど
）

地
主
惣
代
：
中
嶋
佐
平
（
印
）、
事
務
掛
：
川
村
平

治
（
印
）
他
１
名
、
戸
長
：
鈴
木
貞
蔵
（
印
）
→
―

続
紙

１
通

千
葉
治
安
裁
判
所
の
印
あ
り

１６７
丑
．３
．５

〔
諸
上
納
金
銭
、
普
請
役
、
名
主
引
高
に
つ
き
出
入

内
済
に
つ
き
済
口
証
文
写
〕

取
扱
人
：
光
明
寺

印
、
名
主
四
郎
左
衛
門

印
、

名
主
新
左
衛
門

印
、
与
頭
定
右
衛
門

印
、
同
伝

十
�
印

竪
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
台
方
出
入
ニ
付
取
扱
ニ

而
相
済
候
付
裏
書
之
案
し
」

１６８
寅
．―
．―

覚
（
田
畑
質
入
金
子
借
用
返
済
方
に
つ
き
）

―
→
―

続
紙

１
通

１６９
卯
．３
．２４

覚
（
友
碩
埜
原
新
田
之
内
中
田
切
り
新
田
に
て
手
疵

負
、
事
後
取
扱
、
写
）

小
林
村
祐
や
、
名
主
新
五
左
衛
門
、
与
頭
吉
兵
へ
、

同
伝
八
→
御
代
官
様

竪
紙

１
通

１７０
卯
．１０
．２１

乍
恐
差
上
申
口
上
書
之
事
（
小
林
村
と
平
岡
村
境
論

所
六
三
堤
之
儀
に
つ
き
詫
び
、
写
カ
）

平
岡
村
役
人
→
―

続
紙

１
通

１７１
辰
．４
．―

浦
触
（
浜
御
通
そ
の
他
海
手
御
成
に
つ
き
写
）

岩
太
、
修
輔
印
、
主
計
、
土
佐
、
播
磨
印
、
能
登
印

→
―
／
（
奥
書
）
高
清
左
衛
門
→
―

竪
紙

１
通

千
葉
大
学
人
文
研
究
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１７２
辰
．８
．―

差
上
申
口
上
書
之
事
（
小
林
村
・
平
岡
村
田
地
境
立

得
心
に
つ
き
）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
名
主
新
五
左
衛
門
（
印
）、

同
十
兵
衛
（
印
）、
同
勘
十
郎
（
印
）、
組
頭
伝
四
郎

（
印
）、
深
尾
新
八
郎
様
御
知
行
所
同
国
同
郡
平
岡

村
名
主
清
右
衛
門（
印
）、
組
頭
四
郎
左
衛
門（
印
）、

小
堀
浅
之
丞
様
御
知
行
所
同
村
名
主
次
郎
右
衛
門

（
印
）、
組
頭
藤
左
衛
門
（
印
）
→
大
草
太
郎
左
衛

門
様

竪
紙

１
通

虫
損

１７３
辰
．１０
．１８

〔
済
口
証
文
写
断
簡
〕

太
左
衛
門
、
与
惣
兵
衛
、
紋
（
カ
）
四
郎
、
利
左
衛

門
、
同
村
百
姓
代
元
右
衛
門
、
与
頭
金
左
衛
門
、
同

次
郎
右
衛
門
、
同
弥
七
、
名
主
伊

惣
治
→
小
林

村
扱
人
名
主
専
右
衛
門
殿
／
（
奥
書
）
小
林
村
取
扱

人
名
主
専
右
衛
門

竪
紙

１
通

断
簡
（
末
尾
の
み
）

１７４
未
．正
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
八
代
村
ほ
か
五
ヶ
村
用
水

堤
崩
れ
場
所
普
請
に
つ
き
）

八
木
村
名
主
久
右
衛
門
、
与
頭
長
兵
衛
、
百
姓
代
七

郎
右
衛
門
、
松
代
村
名
主
五
兵
衛
、
与
頭
平
兵
衛
、

百
姓
代
嘉
次
兵
衛
、
北
須
賀
・
舟
形
両
村
名
主
三
郎

兵
衛
、
与
頭
又
兵
衛
、
百
姓
代
次
左
衛
門
、［

］

続
紙

１
通

後
欠

１７５
未
．６
．―

乍
恐
以
書
付
奉
窺
申
候
（
名
主
忠
左
衛
門
与
頭
共
・

勘
十
郎
山
争
論
に
つ
き
）

印
西
筋
小
林
村
新
五
左
衛
門
、
源
右
衛
門
→
御
代
官

様
竪
紙

１
通

１７６
戌
．１１
．１１

一
札
（
名
主
役
退
役
願
）

名
主
幾
右
衛
門
（
印
）
→
名
主
専
右
衛
門
殿
、
同
勘

（
カ
）
十
郎
殿
、
与
頭
衆
中

切
紙

１
通

１７７
―
．８
．１８

稲
葉
内
匠
頭
領
分
下
総
国
印
旛
郡
物
木
村
小
林
村
申

口
（
物
木
・
小
林
・
竹
袋
・
平
岡
・
笠
神
５
か
村
と

小
林
新
田
杭
木
抜
き
取
り
出
入
に
つ
き
）

印
旛
郡
物
木
村
庄
屋
、
与
頭
、
百
姓
代
、
小
林
村
庄

屋
、
与
頭
、
百
姓
代
→
荒
木
多
右
衛
門
殿
、
及
川
東

蔵
殿

続
紙

１
通

虫
損
甚
だ
し

１７８
―
．１２
．１２

笠
神
村
之
者
共
江
申
渡
覚
（
笠
神
村
新
田
地
末
水
門

普
請
に
つ
き
）

笠
神
村
名
主
庄
右
衛
門
、
組
頭
儀
左
衛
門
、
同
徳
左

衛
門
、
同
甚
兵
へ
、
同
勘
右
衛
門
→
―
／
（
奥
書
）

印
西
郡
小
林
村
利
五
右
衛
門
→
御
代
官
様

続
紙

１
通

継
目
剥
離
（
紙
数
２
枚
）

１７９
―
．―
．―

内
済
口
為
取
替
証
文
之
事
（
物
木
村
百
姓
源
右
衛
門

よ
り
同
村
名
主
庄
右
衛
門
、
百
姓
源
左
衛
門
を
相
手

取
駆
込
訴
訟
に
つ
き
）

―
→
―

続
紙

１
通

後
欠

１８０
―
． ―
．―

覚
（
御
拝
借
引
請
３０
両
皆
納
）

―
→
―

続
紙

１
通

後
欠

１８１
―
．―
．―

乍
恐
以
書
付
奉
歎
願
�
（
関
東
取
締
出
役
廻
村
吟
味

用
捨
願
）（
下
書
）

―
→
―

竪
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
古
書
付
数
通
」

１８２
―
．―
．―
（
寛
文
６

カ
）

起
請
文
前
書
之
事
（
小
林
村
笠
神
村
谷
原
出
入
裁
許

に
つ
き
、
下
書
）

小
林
村
名
主
百
姓
３
人
、
笠
神
村
名
主
百
姓
３
人

竪
紙

１
通

裏
打
ち
あ
り

１８３
―
．―
．―

一
札
（
稲
荷
山
御
林
と
持
山
境
入
込
に
つ
き
）

―
→
―

切
紙

１
通

後
欠

１８４
―
．―
．―

記
（
小
林
村
畑
方
寛
永
増
分
書
上
）

―
→
―

切
紙

１
通

１８５
―
．―
．―

乍
恐
（
年
貢
納
延
引
に
つ
き
）

―
→
―

続
紙

１
通

継
目
剥
離
、
後
欠

（２１３）
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１８６
―
．―
．―

〔
願
書
〕（
三
郎
右
衛
門
家
困
窮
に
つ
き
、
下
書
）

―
→
―

続
紙

１
通

断
簡
、
継
目
剥
離

１８７
―
．―
．―

差
上
申
済
口
証
文
之
事
（
笠
神
村
ほ
か
４
か
村
と
埜

原
新
田
１６
ヶ
村
と
の
悪
水
落
圦
樋
出
入
内
済
証
文
下

書
）

―
→
―

続
紙

１
通

継
ぎ
目
剥
離
、
後
欠

１８８
―
．―
．―

乍
恐
書
ヲ
以
返
答
申
上
候
事
（
平
岡
村
か
ら
の
萱
場

訴
訟
に
つ
き
）

―
→
―

切
紙

１
通

後
欠

１８９
―
．―
．―

乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
奉
申
上
候
（
田
畑
金
銀
横
領
出

入
り
）

（
訴
訟
人
：
八
丁
堀
亀
伝
河
岸
家
主
新
兵
衛
店
三
郎

右
衛
門
、
相
手
：
稲
葉
対
馬
守
様
御
領
分
下
総
国
印

旛
郡
小
林
村
組
頭
三
右
衛
門
、
八
左
衛
門
、
百
姓
代

市
右
衛
門
、
百
姓
４
人
）

竪
紙

１
通

後
欠

１９０
―
．―
．―

証
文
之
�
（
弥
右
衛
門
は
る
夫
婦
離
縁
、
跡
相
続
養

子
に
つ
き
）

―
→
―

竪
紙

１
通

後
欠

１９１
―
．―
．―

乍
恐
以
書
付
ヲ
奉
願
上
候
事
（
親
四
郎
右
衛
門
退
役

の
節
小
百
姓
な
ど
手
帳
見
合
望
に
つ
き
）

―
→
―

続
紙

１
通

後
欠

１９２
―
．―
．―

乍
恐
書
付
を
奉
御
訴
訟
申
上
候
（
三
郎
右
衛
門
名
主

勤
役
の
時
御
役
所
銀
拝
借
書
入
地
面
に
つ
き
）

（
訴
訟
人
三
郎
右
衛
門
、
相
手
稲
葉
対
馬
守
御
領
分

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
馬
場
方
組
頭
三
右
衛
門
、
同

八
左
衛
門
、
百
姓
代
市
右
衛
門
、
組
頭
安
兵
衛
、
ほ

か
組
頭
三
名
→
―
）

続
紙

１
通

後
欠

１９３
―
．―
．―

一
札
（
支
配
替
に
つ
き
年
貢
諸
役
運
賃
な
ど
に
つ
き

村
々
請
書
）

―
→
―

竪
紙

１
通

後
欠

１９４
―
．―
．―

以
書
付
願
上
候
（
年
貢
納
め
方
追
訴
に
つ
き
惣
代
４

人
背
き
に
つ
き
詫
び
、
下
書
き
）

―
→
―

竪
紙

１
通

後
欠
、
紙
背
は
、
諸
証
文
書
付
の
包
紙

ウ
ハ
書
な
ど

１９５
―
．―
．―

〔
江
戸
出
し
人
足
請
負
に
つ
き
願
書
〕

―
→
―

切
紙

１
通

１９６
―
．―
．―

〔
米
永
引
負
の
嫌
疑
否
定
に
つ
き
願
書
下
書
〕

―
→
―

切
紙

１
通

１９７
―
．―
．―

〔
悪
水
圦
樋
出
入
に
つ
き
内
済
証
文
下
書
、
断
簡
〕

訴
訟
方
五
ヶ
村
惣
代
；
稲
葉
丹
後
守
領
分
下
総
国
印

旛
郡
笠
神
村
名
主
庄
右
衛
門
、
与
頭
長
兵
衛
、
同
領

小
林
村
八
郎
兵
衛
、
前
沢
藤
十
郎
御
代
官
所
同
国
同

郡
埜
原
新
田
押
付
新
田
名
主
吉
兵
衛
、
相
手
方
１６
ヶ

村
惣
代
中
田
切
新
田
次
右
衛
門
、
ほ
か
７
名
→
―
／

（
奥
書
）
馬
喰
町
弐
丁
目
幸
手
屋
長
兵
衛
、
赤
坂
一

木
町
池
田
屋
喜
左
衛
門
、
湯
島
天
神
切
通
町
埼
玉
屋

清
兵
衛
→
―

続
紙

１
通

断
簡
（
末
尾
の
み
）

１９８
―
．―
．―

〔
済
口
証
文
〕（
反
別
手
帳
の
受
取
な
ら
び
に
平
岡

村
高
請
け
の
義
に
つ
き
）

―
→
―

竪
紙

１
通

断
簡
（
前
欠
、
後
欠
）

１ ９９
―
．―
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
（
百
姓
茂
左
衛
門
弐
男
兼
吉

身
持
不
宜
に
つ
き
）

（
親
類
、
惣
代
な
ど
）

竪
紙

１
通

後
欠

千
葉
大
学
人
文
研
究
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四
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２００
―
．―
．―

〔
米
永
納
め
方
難
渋
に
つ
き
願
書
下
書
〕

―
→
―

竪
紙

１
通

裏
面
に
も
続
く

２０１
―
．―
．―

小
林
村
名
主
新
五
左
衛
門
源
右
衛
門
、
与
頭
兵
左
衛

門
口
上
書
（
勘
十
郎
訴
状
の
記
す
諸
証
文
に
つ
き
）

―
→
―

竪
紙

１
通

後
欠

２０２
―
．―
．―

〔
困
窮
大
借
に
つ
き
家
屋
敷
村
方
へ
買
請
に
つ
き
願

書
下
書
〕

―
→
―

続
紙

１
通

断
簡
（
前
欠
、
後
欠
）

２０３
―
．―
．―

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
辺
田
方
組
頭
彦
四
郎
出

訴
一
件
に
つ
き
）

―
→
―

続
紙

１
通

後
欠

２０４
―
．―
．―

〔
願
書
写
〕

平
左
衛
門
ほ
か
１３
名
（
前
欠
の
た
め
こ
れ
以
上
）
連

名
→
瀧
村
瀧
水
寺
法
印
様

竪
紙

１
通

前
欠

２０５
―
．―
．―

相
渡
申
山
証
文
之
事
（
写
）

―
→
―

竪
紙

１
通

（
端
裏
書
）「
川
村
専
右
衛
門
死
去
之

内
大
切
ニ
御
座
候
」

２０６
―
．―
．―

〔
小
林
村
百
姓
八
右
衛
門
口
上
書
取
次
願
〕

大
森
村
宿
三
郎
兵
衛
（
印
）
→
―

切
紙

１
通

前
欠

２０７
―
．―
．―

取
か
わ
し
手
形
之
事（
境
堤
御
検
使
御
見
分
に
つ
き
）
―
→
―

竪
紙

１
通

後
欠

２０８
―
．―
．―

〔
七
郎
右
衛
門
謹
慎
に
つ
き
親
類
五
人
組
連
署
証

文
〕

親
類
専
助
（
印
）、
ほ
か
５
名
連
印
、
五
人
組
治
左

衛
門
（
印
）
ほ
か
３
名
連
印

竪
紙

１
通

前
欠

２０９
―
．―
．―

乍
恐
以
書
付
奉
頼
上
候
（
新
兵
衛
、
４
人
を
打
擲
に

つ
き
願
書
下
書
）

訴
訟
人
：
清
兵
衛
、
治
右
衛
門
、
治
郎
左
衛
門
、
相

手
：
―
、
新
兵
衛
、
菊
治
郎
、
扱
人
：
龍
腹
寺
村
右

平
、
大
森
村
兵
右
衛
門
→
―

続
紙

１
通

２１０
―
．―
．―

〔
滞
り
金
出
入
に
つ
き
訴
訟
下
書
断
簡
〕

（
川
村
氏
か
）
→
―

竪
紙

１
通

前
欠

２１１
―
．―
．―

〔
村
内
争
論
済
口
証
文
断
簡
〕

―
→
―

切
紙

１
通

断
簡
（
前
欠
、
後
欠
）

２１２
―
．―
．―

〔
困
窮
に
つ
き
御
救
願
断
簡
〕

―
→
―

竪
紙

１
通

断
簡
（
前
欠
、
後
欠
）

２１３
―
．―
．―

〔
願
書
断
簡
か
〕

同
治
兵
衛（
印
）、
同
忠
兵
衛（
印
）、
同
清
兵
衛（
印
）

→
名
主
専
右
衛
門
殿
、
組
頭
衆
中

切
紙

１
通

断
簡
（
末
尾
の
み
）

２１４
―
． ―
．―

〔
田
畑
金
子
出
入
に
つ
き
某
願
書
断
簡
〕

―
→
―

竪
紙

１
通

断
簡
（
前
欠
、
後
欠
）

２１５
―
．―
．―

口
上
（
疱
瘡
の
容
態
に
つ
き
書
状
）

―
→
―

切
紙

１
通

後
欠

２１６
―
．―
．―

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候（
重
右
衛
門
、
倹
約
御
趣
意
、

村
議
定
に
背
き
酒
商
い
に
つ
き
詫
び
）

（
小
林
村
台
方
役
人
一
同
）
→
―

竪
紙

１
通

後
欠

２１７
―
．―
．―

〔
村
方
百
姓
諸
帳
面
改
め
要
求
に
つ
き
村
役
人
願
書

断
簡
〕

―
→
―

竪
紙

１
通

断
簡
（
前
欠
、
後
欠
）

２１８
―
．―
．―

〔
願
書
断
簡
〕

―
→
―

竪
紙

１
通

断
簡
（
前
欠
、
後
欠
）

２１８
―
．―
．―

〔
庄
右
衛
門
、
五
兵
衛
ほ
か
計
６
人
の
者
共
小
百
姓

に
対
し
我
儘
の
割
掛
け
に
つ
き
訴
状
〕

―
→
―

続
紙

１
通

１７３
―２５２

、
１６６
と
は
別
、
断
簡

２２０
子
．１０
．１４

し
切
覚
（
種
粕
）

須
賀
川
屋
鉄
吉
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

継
目
剥
離

（２１５）
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２２１
丑
．４
．１３

仕
切
（
種
粕
８０
斤
）

ま
す
（
□
＋
／
）
川
屋
茂
兵
衛
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵

殿
続
紙

１
通

継
目
剥
離

２２２
丑
．４
．２５

仕
切
（
種
粕
４８
枚
）

絹
川
屋
茂
兵
衛
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

継
目
剥
離

２２３
申
．７
．２９

仕
切
（
手
製
種
粕
）

寿
可
川
屋
鉄
吉
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

２２４
申
．１１
．２４

仕
切
覚
（
種
粕
な
ど
）

須
賀
問
屋
鉄
吉
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

継
目
剥
離

２２５
申
．１２
．―

仕
切
覚
（
種
粕
代
）

須
賀
川
屋
鉄
吉
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

２２６
酉
．２
．１６

仕
切
之
事
（
大
伴
種
粕
、
布
川
長
右
衛
門
船
１４４
枚
）
丸
屋
太
兵
衛
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

２２７
酉
．４
．朔

仕
切
之
事
（
大
伴
種
粕
）

丸
屋
太
兵
衛
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

２２８
酉
．５
．１４

仕
切
（
種
粕
）

須
賀
川
屋
鉄
吉
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

２２９
酉
．８
．６

仕
切
之
事
（
大
伴
種
粕
）

丸
屋
太
兵
衛
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

２３０
酉
．９
．朔

仕
切
（
赤
水
一
樽
）

絹
川
茂
兵
衛
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

２３１
酉
．１０
．２

仕
切
（
種
粕
）

小
網
町
３
丁
目
絹
川
屋
茂
兵
衛
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵

殿
続
紙

１
通

継
目
剥
離

２３２
―
．３
．―

仕
切
（
種
粕
７２
枚
）

す
か
川
や
鉄
吉
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

継
目
剥
離

２３３
―
．
�
．７

仕
切
（
種
粕
１５０
枚
）

須
賀
川
屋
鉄
吉
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

継
目
剥
離

２３４
―
．５
．２８

仕
切
覚
（
大
伴
種
粕
１７３
枚
他
）

須
賀
川
屋
鉄
吉
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

継
目
剥
離

２３５
―
．
�
． １４

仕
切
覚
（
種
粕
１４４
枚
）

須
賀
川
屋
鉄
吉
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

続
紙

１
通

継
目
剥
離

２３６
―
．１１
．１４

し
切
覚
（
種
粕
）

須
加
川
や
鉄
蔵
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
殿

竪
紙

１
通

２３７
（
近
代
）―
．―
．―

〔
官
有
地
拝
借
住
居
に
つ
き
願
書
下
書
〕

―
→
―

竪
紙

１
通

２３８
□
丑
．７
．吉
辰

御
祭
佐
七
本
て
う
し
（
写
）

奥
井
新
舗
→
―

竪
帳

１
冊

２３９
戌
．１１
．２７

御
代
（
種
物
代
金
銀
支
払
）

御
加
川
屋
祐
吉
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
様

続
紙

１
通

継
目
剥
離

２４０
―
．１１
．２４

差
引
覚

す
か
川
屋
鉄
吉
（
印
）
→
石
橋
亀
蔵
様

続
紙

１
通

２４１
―
．―
．―

〔
年
号
別
年
数
書
上
〕

―
→
―

切
紙

１
通

下
部
破
損

２４２
―
．―
．―

覚
（
松
木
長
さ
等
書
上
）

―
→
―

続
紙

１
通

継
目
剥
離
、
後
欠

２４３
―
．―
．―

主
法
書

―
→
―

横
帳

１
冊

２４４
―
．―
．―

〔
大
坪
本
流
手
網
目
録
・
鞭
目
録
〕

―
→
―

切
紙

３
通

二
つ
折
一
括
、
続
紙
継
目
が
剥
離
し
た

か

２４５
―
．―
．―

〔
馬
操
作
の
覚
〕

―
→
―

切
紙

１
通
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史
料
編

凡
例

一
本
史
料
集
に
は
、
主
と
し
て
、
一
七
世
紀
の
文
書
の
う
ち
、
解

題
で
述
べ
た
走
り
も
の
、
入
会
争
論
に
関
す
る
史
料
を
中
心
に

収
め
た
。（

）
の
番
号
は
目
録
番
号
で
あ
る
。

一
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
字
体
を
用
い
、
そ
れ
に
な
い
も
の

は
史
料
記
載
の
字
体
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
固
有
名
詞
等
一
部

に
つ
い
て
は
原
記
載
を
し
た
。
ま
た
、
以
下
の
異
体
字
・
俗

字
・
合
体
字
は
残
し
た
。

�（
貫
）
〆（
し
め
て
）
�（
し
て
）
�（
よ
り
）
ア（
部
）

�（
寅
）

壬（
閏
）

艮（
銀
）

扣（
控
）

�（
州
）

并（
並
）

�（
事
）

帋（
紙
）

忰（
悴
）

侭（
儘
）

�（
歟
）

曽（
曾
）

躰（
体
）

麁（
粗
）

嶋（
島
）

�（
扱
）

珎（
珍
）

�（
嘩
）

枩（
松
）

	（
霊
）

一
仮
名
は
、
原
則
と
し
て
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
た
だ
し
、
以

下
の
字
が
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
残
し
て
小
文

字
と
し
た
。
ま
た
ル
ビ
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
き
は
現
行

の
仮
名
に
直
し
た
。

江（
え
）
茂（
も
）
与（
と
）
而（
て
）
者（
は
）

一
翻
刻
に
あ
た
り
、
可
能
な
限
り
原
史
料
の
記
載
を
尊
重
し
た

が
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
は
改
め
た
。

（
一
）
適
宜
読
点
を
付
し
た
。

（
二
）
欠
字
は
一
字
あ
け
と
し
た
。
ま
た
、
平
出
・
台
頭
は
二
字

あ
け
た
上
、
右
側
に
（
平
出
）・（
台
頭
）
と
注
記
し
た
。

（
三
）
虫
損
・
汚
損
等
に
よ
る
判
読
不
能
部
分
に
つ
い
て
は
、
字

数
の
確
定
で
き
る
も
の
は
字
数
分
を
□
、
確
定
で
き
な
い
も

の
は
﹇

﹈
で
示
し
た
。

（
四
）抹
消
・
改
変
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
凡
例
に
し
た
が
っ
た
。

（
五
）
一
筆
内
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
原
記
載
形
態

に
捕
わ
れ
ず
、
追
い
込
み
と
し
た
が
、
原
記
載
に
準
じ
た
場

合
も
あ
る
。

一
校
訂
者
に
よ
る
注
記
は
、
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

（
一
）
異
筆
、
後
筆
、
朱
書
、
端
裏
書
、
付
箋
、
貼
紙
な
ど
に
つ

（２１７）



い
て
は
、
該
当
部
分
を
「

」
で
囲
み
、
右
肩
に
（
異
筆
）

な
ど
と
注
記
し
た
。
た
だ
し
、
組
版
上
そ
れ
が
困
難
な
場
合

は
、
多
少
の
異
同
が
あ
る
。
ま
た
付
箋
、
貼
紙
な
ど
で
同
様

の
場
合
、
波
線
で
そ
の
位
置
を
示
し
た
上
、
別
記
し
た
。

（
二
）
明
ら
か
な
誤
字
・
脱
字
等
は
、
該
当
部
分
の
右
側
に
、
正

し
い
字
を
小
さ
い
活
字
で
（

）
に
入
れ
た
り
、（
マ
マ
）

等
と
記
載
し
た
。
た
だ
し
、
同
一
史
料
の
中
で
同
じ
文
字
が

頻
繁
に
出
て
く
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
初
出
箇
所
の
み
に

記
載
し
た
。

（
三
）
史
料
の
形
態
等
、
注
記
を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
適
宜
�
印
を
付
し
て
小
さ
い
活
字
で
注
記

し
た
。

史
料

一

寛
永
一
〇
年
一
〇
月

（
１
）

走
り
百
姓
尋
ね
出
し
に
つ
き
請
け
証
文
写

一
札
之
事

一
今
度
多
兵
へ
、
長
三
郎
は
し
り
申
ニ
付
而

我
等
と
も
の（
な
ノ
誤
カ
）

と
ゝ
り

と
被
仰
候
而

、
此
者
出
申
ま
て
し
ち
御
取
被
成
候
を
隼
人
御
わ

ひ
（
被
カ
）

事
不
申
、
先
し
ち
物
之
儀
さ
し
置
被
成
候
、
此
両
人
者
と
も

い
ら
（
尋
カ
）

い
進
出
し
不
申
候
ハ
ゝ
、
何
様
ニ
も
御
か
ゝ
り
可
被
成

候
、
其
時
一
口
之
儀
申
上
間
敷
候
、
我
等
と
も
無
油
断
た
つ
ね

出
し
可
申
上
候
、
為
其
御
手
形
指
上
申
候
、
為
後
日
仍
如
件

寛
永
十
年

小
林
村

長
右
衛
門

酉
（
十
カ
）

ノ
七
月
廿
九
日

同

与
右
衛
門

田
嶋
市
左
衛
門
殿
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二

寛
永
一
〇
年
一
〇
月

（
２
）

走
り
百
姓
尋
ね
出
し
に
つ
き
請
け
証
文

指
上
申
一
札
之
事

一
今
度
長
三
郎
は
し
り
申
付
て
我
等
共
と
な
り
と
被
仰
ニ
而
此
物

出
し
申
ま
て
し
ち
御
取
被
成
候
を
（
隼
人
）

は
や
と
御
わ
ひ
こ
と
被
申
、

ま
つ
し
ち
も
つ
之
儀
さ
し
お
き
被
成
候
、
此
物
無
油
断
た
つ
ね

出
し
可
申
上
候
、
是
ハ
と
な
り
（
カ
）

罷
居
候
ふ
し
や
う
ニ
仰
出
さ

れ
候
、
為
其
御
手
か
た
指
上
申
候
、
為
後
日
仍
如
此
ニ
候

小
林
村

わ
か
さ
（
筆
印
）

与
右
衛
門
（
筆
印
）

酉
ノ
十
月
廿
九
日

惣
二
郎
（
筆
印
）

長
右
衛
門
（
筆
印
）

田
嶋
市
左
衛
門
様

申
上
候

写真１（小林村文書２）

（２１９）
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（
中
略
） 

三

年
月
未
詳
（
寛
永
一
〇
年
カ
）

（
３
）

走
り
百
姓
に
つ
き
請
け
証
文

指
上
申
一
札
之
事

一
此
度
源
衛
門
、
多
兵
衛
、
長
三
郎
御
年
貢
を
御
無
沙
汰
付
、
か

け
お
ち
致
候
処
を
引
被
帰
申
ニ
付
而
な
き
事
を
不
つ
く
り
、
目

安
を
上
候
へ
共
、
一
ヶ
書
も
無
証
拠
事
を
申
上
候
ニ
付
、
源
衛

門
儀
ハ
江
戸
ニ
而
な
わ
に
か
ゝ
り
、
多
兵
へ
儀
ハ
小
林
村
を
払

わ
れ
、
此
ノ
多
兵
へ
若
小
林
村
之
内
へ
出
入
仕
候
を
見
あ
い
次

第
に
な
わ
を
（
後
欠
）

四

寛
永
一
五
年

（
４
）

小
林
村
台
方
四
郎
兵
衛
・
小
四
郎
借
金
未
済
に
つ
き
願
書

乍
恐
以
書
付
（
マ
マ
）

を
以
御
申
上
候
事

一
（
三
宅
）

宮
毛
多
兵
衛
様
御
知
行
所
小
林
村
之
四
郎
兵
衛
と
申
御
百
性
之

兄
弟
ニ
御
座
候
小
四
郎
と
申
者
、
申
之
御
年
貢
ニ
つ
ま
り
、
我

写真２（同５）
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等
所
ニ
有
合
ニ
被
ま
り
申
度
之
由
、
様
�
申
ニ
付
而
金
子
か
し

置
申
候
事

一
有
合
ニ
御
座
候
と
て
丑
之
霜
月
五
日
ニ
小
四
郎
を
彼
四
郎
兵
衛

引
取
、
我
等
方
へ
金
子
済
不
申
候
間
、
様
�
さ
い
そ
く
申
候
へ

共
金
子
済
不
申
ニ
付
而
、
我
等
人
と
も
指
置
不
申
、
何
共
迷
惑

申
候
事

一
在
郷
之
さ
ほ
う
ハ
十
二
月
廿
七
日
ニ
指
置
、
又
出
申
候
（
カ
）

時
ニ

も
十
二
月
廿
七
日
ニ
出
申
は
す
ニ
御
座
候
を
、
彼
四
郎
兵
衛
ハ

む
□
を
申
、
金
子
不
済
む
た
い
に
引
取
指
置
申
様
、
金
子
済
し

不
申
候
内
ハ
我
等
之
者
ニ
御
座
候
を
、
小
四
郎
を
も
か
へ
し
不

申
、
又
ハ
金
子
を
も
済
不
申
、
か
様
之
い
た
つ
ら
を
申
候
事

一
小
四
郎
被
ま
り
申
候
時
之
手
形
ハ
、
壱
分
成
共
か
ゝ
り
候
者
出

申
間
敷
之
定
ニ
御
座
候
処
ニ
、
壱
分
も
不
済
か
様
ニ
い
た
つ
ら

を
申
候
事

一
小
四
郎
と
申
者
ハ
し
た
ち
�
百
性
ニ
ハ
無
御
座
候
へ
共
、
あ
な

た
こ
な
た
の
小
作
ニ
作
り
、
ま
よ
い
申
ニ
付
而
身
売
申
候
事

右
之
条
�
御
訴
訟
申
上
候
間
、
被
仰
付
可
被
下
候

小
林
村川

村
三
郎
右
衛
門
（
印
Ａ
）

寛
永
拾
五
年� （
マ
マ
）

（
三
宅
）

宮
毛
多
兵
衛
様

御
内
源
左
衛
門
殿

同
弥
左
衛
門
殿

御
披
露

五

寛
永
一
七
年
三
月

（
５
）

平
岡
村
と
の
入
会
地
争
論
に
つ
き
小
林
村
願
書

乍
恐
為
返
答
書
申
上
候
御
事

一
下
総
国
印
西
領
之
内
平
岡
村
�
申
上
候
儀
一
円
承
届
不
申
候
御

事
一
小
林
村
之
内
野
御
座
候
を
、
あ
い
の
野
と
偽
を
申
上
候
、
先
規

�
入
相
之
野
ニ
て
ハ
御
座
な
く
候
、
其
し
や
う
こ
共
多
御
座

候
、
十
六
年
以
前
ニ
永
井
監
物
様
百
性
弐
人
、
右
之
野
に
指
置

申
候
も
し
や
う
こ
に
て
御
座
候
、
其
上
小
林
之
水
帳
之
内
も
御

（２２１）
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座
候
、
又
三
年
先
に
新
堀
を
ほ
り
申
候
由
申
上
候
、
是
も
偽
ニ

て
御
座
候
、
八
年
以
前
松
平
（
賀
の
誤
カ
）

加
郎
右
衛
門
尉
様
、
諸
星
清
左
衛

（
様
脱
カ
）

門
尉
御
国
廻
被
成
候
時
も
村
�
の
境
、
又
ハ
し
ば
野
之
儀
御
改

被
成
候
へ
共
、
先
規
�
之
古
堀
御
座
候
に
付
、
其
時
も
平
岡
村

�
沙
汰
不
仕
候
、
殊
八
年
以
前
右
之
両
御
奉
行
御
越
被
成
候
時

も
小
林
村
、
物
木
村
と
野
の
出
入
御
座
候
時
、
右
二
ヶ
村
之
も

の
ど
も
申
上
候﹇

﹈偽
と
御
奉
行
衆
被
思
召
、
平
岡
村
庄
屋

大
郎
右
衛
門
尉
、
年
寄
七
郎
左
衛
門
尉
弐
人
被
召
出
、
小
林
之

内
山
外
山
境
御
尋
被
成
候
へ
ハ
、
小
林
の
内
と
右
両
人
申
上

候
、
其
時
則
其
し
ば
野
ニ
て
御
絵
図
を
被
成
候
、
我
�
�
共
か

様
ニ
申
上
候
事
偽
と
被
思
召
候
ハ
ゝ
右
之
絵
図
物
木
村
ニ
御
座

候
間
被
召
出
、
御
さ
ば
き
被
成
可
被
下
候
、
又
三
年
先
に
伊
丹

播
磨
様
御
国
廻
之
時
も
何
と
も
不
申
上
候
、
是
も
し
や
う
こ
ニ

て
御
座
候
御
事

一
川
辺
ニ
付
而
谷
原
御
座
候
、
是
も
入
相
と
申
上
候
、
左
様
ニ
て

ハ
無
御
座
候
、
先
規
�
さ
か
い
御
座
候
而

其
境
�
内
へ
ハ
互
ニ

入
不
申
候
、
其
上
平
岡
村
ニ
も
馬
草
取
申
候
や
わ
ら
多
御
座

候
、
偽
と
被
思
召
候
ハ
ゝ
御
見
使
を
被
遣
御
ら
ん
被
成
可
被
下

候
御
事

一
平
岡
村
之
田
地
に
か
こ
い
を
仕
候
を
打
や
ぶ
り
申
候
由
申
上

候
、
是
も
偽
ニ
て
御
座
候
、
平
岡
村
ニ
与
左
衛
門
と
申
牢
人
之

大
工
御
（
カ
）

座
候
か
小
林
分
之
し
ば
野
少
借
り
申
度
と
申
候
間
、

し
よ
く
に
ん
ニ
而
御
座
候
ヘ
ハ
用
所
を
も
申
た
め
と
存
候
而

あ

い
た
い
に
て
か
し
申
候
へ
ハ
、
去
年
春
畑
ニ
ひ
ら
き
か
こ
い
を

仕
候
間
、
使
を
立
打
や
ふ
り
申
候
、
右
大
工
ニ
借
し
申
候
所
偽

ニ
て
無
御
座
候
、
只
今
ニ
罷
成
、
平
岡
村
之
百
性
衆
入
相
と
申

か
け
、
迷
惑
仕
候
事

一
去
年
霜
月
廿
一
日
ニ
右
之
大
工
与
左
衛
門
ニ
か
し
申
候
野
ニ

て
、
小
林
�
薪
か
り
申
候
へ
ハ
平
岡
村
�
か
り
置
申
候
た
き
ゞ

五
拾
駄
ほ
と
取
申
候
と
偽
を
申
上
候
、
於
御
尋
ニ
者
乍
恐
口
上

に
て
可
申
上
候
御
事
、
仍
如
件

小
林
村

（
印
Ａ
）

寛
永
拾
七
年
辰
ノ
三
月

日

百
性
共
（
印
Ｂ
）

（
印
Ｃ
）
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御
奉
行
様
江御

披
露

六

寛
永
一
七
年
六
月

（
７
）

小
林
村
・
平
岡
村
入
会
争
論
に
つ
き
裁
許
絵
図
渡
し
状
写

小
林
村
平
岡
村
境
野
公
事
之
事

寛
永
拾
七
年
辰
六
月
廿
二
日
、
於
御
評
定
場
ニ（
老
中
松
平
信
綱
）

松
平
伊
豆
守
殿
、

伊
丹
順
斎
、
（
留
守
居
牧
野
信
成
）

牧
野
内
匠
殿
、
（
町
奉
行
堀
直
之
）

堀
式
部
殿
、
（
大
番
頭
安
部
信
盛
）

阿
部
摂
津
守
殿
、

（
大
番
頭
松
平
眞
次
）

松
平
縫
殿
助
殿
、
物
木
村
以
絵
図
を
小
林
村
か
ち
ニ
被
仰
付
候
、

右
之
物
木
村
斗
可
為
入
合
候
、
以
来
為
証
拠
物
木
村
之
絵
図
写
小

林
村
百
姓
共
ニ
相
渡
者
也

寛
永
拾
七
年辰

ノ
六
月
廿
四
日

佐
橋
甚
兵
衛

三
宅
太
兵
衛

永
井
監
物

小
林
村
百
姓
中

七

寛
永
一
九
年
三
月

（
８
）

小
林
村
と
の
谷
原
争
論
に
つ
き
瀧
村
願
書
な
ら
び
に
目
安
裏
書
写

乍
恐
以
目
安
申
上
候

一
下
総
国
印
西
領
之
内
小
林
郷
、
瀧
村
、
物
木
村
と
申
三
ヶ
村
壱

郷
ニ
御
座
候
、
就
其
御
公
儀
御
役
等
を
も
三
ヶ
村
に
て
仕
候
、

又
入
相
之
谷
原
に
新
つ
ゝ
ミ
之
ね
た
つ
を
も
三
ヶ
村
之
人
足
に

て
仕
候
、
前
代
�
（
谷
原
）

や
わ
ら
へ
入
相
ニ
御
座
候
処
、
去
年
四
月
十

一
日
�
小
林
村
�
俄
に
か
ま
を
取
、
や
わ
ら
へ
入
不
申
候
間
、

迷
惑
仕
候
、
小
林
之
御
地
頭
永
井
監
物
様
、
左
橋
甚
兵
衛
様
、

三
宅
太
兵
衛
様
御
三
人
様
へ
さ
ま
�
�
御
佗
言
申
上
候
へ
と

も
、
御
（
上
意
）

し
や
う
い
無
御
座
候
而
迷
惑
仕
候
事

一
当
年
拾
八
年
以
前
物
木
村
、
た
き
村
之
か
ま
を
小
林
村
へ
取
申

候
、
其
時
分
た
き
村
ハ
内
藤
外
記
様
御
知
行
所
ニ
御
さ
候
、
物

木
村
ハ
岩
瀬
吉
左
衛
門
様
御
知
行
ニ
御
持
被
成
候
、
小
林
村
之

御
地
頭
永
井
監
物
様
へ
外
記
様
、
吉
左
衛
門
様
へ
御
両
所
様
よ

り
御
断
被
成
候
へ
ハ
、
前
代
入
相
ニ
相
究
、
監
物
様
之
御
持
小

（２２３）
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林
之
名
主
隼
人
殿
申
者
ニ
被

仰
付
候
而
、
た
き
村
迄
か
ま
を

持
参
申
相
返
し
申
候
事

一
此
谷
原
へ
入
相
不
申
候
へ
ハ
、
田
畑
之
こ
や
し
取
可
申
方
無
御

座
候
而
迷
惑
仕
候
、
右
之
通
被

仰
付
可
被
下
候
、
委
細
之
儀

ハ
御
尋
之
上
可
申
上
候
事

寛
永
拾
九
年

午
三
月
日

瀧
村

百
姓

御
奉
行
様
江
申
上

（
裏
書
）

「
右
之
通
目
安
上
ヶ
申
候
、
返
答
書
い
た
し
裁
許
可
仕
候
、
以
上

四
月
廿
□
日

順（
カ
）
案

判

（
永
井
白
元
）

監
物

摂
津

縫
殿
助

小
林百

性
中

」

八

午
（
寛
永
一
九
年
）
四
月

（
９
）

瀧
村
と
の
谷
原
争
論
に
つ
き
小
林
村
返
答
書

乍
恐
返
答
書
を
以
申
上
候

一
下
総
国
印
西
領
之
内
瀧
村
�
申
上
候
儀
偽
ニ
而
御
座
候
、
瀧
村

之
者
小
林
村
之
谷
原
芝
野
入
相
可
申
筋
目
一
円
無
御
座
候
、
御

公
儀
御
役
等
を
も
一
同
仕
之
由
偽
ニ
而
御
座
候
、
新
堤
之
儀
も

小
林
三
給
�
外
何
方
�
も
不
仕
候
、
拾
ヶ
年
以
前
松
平
加
ゝ
右

衛
門
様
、
諸
星
清
左
衛
門
様
御
国
廻
之
節
、
瀧
村
ニ
九
日
迄
御

逗
留
被
成
候
ニ
付
而
印
西
領
申
分
御
座
候
処
ハ
何
も
罷
出
、
万

事
相
極
候
へ
と
も
、
前
�
�
入
相
に
て
無
御
座
故
、
瀧
村
申
分

不
仕
候
、
其
上
拾
年
以
前
物
木
村
と
小
林
村
野
公
事
御
座
候
ニ

付
而
御
奉
行
様
�
物
木
村
へ
絵
図
被
下
候
、
右
之
御
絵
図
ニ
も

瀧
村
入
相
と
ハ
御
座
有
間
鋪
候
、
か
様
之
刻
も
入
相
ニ
而
無
御

座
候
故
、
何
之
申
分
も
不
仕
、
只
今
偽
を
申
上
候
事

一
十
八
年
以
前
瀧
村
�
小
林
村
へ
参
、
草
を
ぬ
す
ミ
か
り
申
付
、

か
ま
を
取
申
候
処
ニ
、
瀧
村
之
百
姓
共
重
而
草
か
り
申
間
敷
と
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か
ま
を
さ
ま

（
カ
）

�
�
も
ら
い
申
候
へ
と
も
出
し
不
申
候
ニ
付
、
其

時
分
瀧
村
之
御
地
頭
内
藤
外
記
様
、
永
井
監
物
様
へ
御
断
被
成

候
ニ
付
、
前
�
�
入
相
候
ハ
ゝ
か
ま
相
返
し
可
申
由
監
物
様
被

仰
付
候
へ
と
も
、
何
も
相
給
之
百
姓
共
た
と
い
御
地
頭
�
御
理

候
共
先
規
�
入
相
不
申
所
候
間
、
右
之
か
ま
返
し
申
事
罷
成
間

敷
由
申
、
返
し
不
申
候
事

一
当
年
五
年
以
前
御
国
廻
衆
、
頓
而
近
所
迄
御
座
候
へ
共
先
規
�

入
相
ニ
無
御
座
候
へ
者
瀧
村
之
者
何
共
不
申
候
、
去
年
四
月
十

一
日
瀧
村
之
も
の
又
草
を
ぬ
す
ミ
か
り
申
候
間
か
ま
取
申
候
、

殊
瀧
村
ハ
高
六
拾
八
石
之
所
ニ
て
御
座
候
へ
と
も
野
谷
原
多
キ

所
ニ
御
座
候
へ
ハ
、
馬
草
こ
や
し
を
も
た
く
さ
ん
ニ
取
申
候
、

猶
御
尋
之
上
口
上
可
申
上
候

午
ノ四

月

下
総
国
印
西
領

小
林
村
（
印
Ａ
）

（
印
Ｄ
）

（
印
Ｅ
）

御
奉
行
様

九

正
保
二
年
四
月

（
１１
）

小
林
村
・
笠
神
村
谷
原
出
入
に
つ
き
裁
許
状

下
総
国
印
西
領
小
林
村
与
笠
神
村
田
地
并
谷
原
出
入
之
事
見
分
を

以
遂
穿
鑿
申
付
上
者
、
近
藤
石
見
守
知
行
之
時
築
せ
候
水
除
之
堤

之
外
小
林
�
開
発
之
田
者
小
林
之
地
、
笠
神
�
開
発
之
田
者
笠
神

之
地
ニ
相
定
之
間
、
自
今
以
後
互
ニ
新
開
不
可
致
之
、付
谷
原
者
双

方
可
為
入
相
者
也

正
保
二
年酉

四
月
廿
二
日

（
勘
定
壺
井
永
重
）

坪
井
金
太
夫
（
印
）

（
関
東
郡
代
）

伊
奈
半
十
郎
（
印
）

（
目
付
石
河
利
政
）

石
河
三
右
衛
門
尉
（
印
）

（
大
目
付
宮
城
和
甫
）

宮

城

越

前

守
（
印
）

下
総
国
印
西
領
小
林
村

名
主
惣
百
姓
中

（２２５）
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一
〇

明
暦
二
年
二
月

（
１３
）

笠
神
村
と
谷
原
出
入
に
つ
き
小
林
村
願
書

乍
恐
書
付
を
以
御
訴
訟
申
上
候
事

一
下
総
国
印
西
領
之
内
小
林
村
と
笠
神
村
之
境
、
先
規
�
御
座
候

所
を
笠
神
村
之
百
姓
衆
小
林
村
之
地
之
内
ニ
押
て
新
田
開
発
仕

候
間
、
理
り
申
候
へ
ハ
、
境
無
御
座
候
と
申
、
用
ヒ
不
申
候
故

御
公
儀
様
江
御
訴
訟
申
上
候
事

一
拾
弐
年
以
前
ニ
酉
ノ
年
御
国
廻
り
之
御
奉
行
様
御
見
分
被
成
、

小
金
村
へ
双
方
被
為
召
出
、
対
決
御
聞
被
成
候
て
、
石
見
堤
之

外
小
林
之
地
ニ
笠
神
村
�
開
と
申
田
ハ
笠
神
村
へ
御
付
被
成
、

小
林
村
�
ひ
ら
き
申
田
ハ
勿
論
小
林
村
へ
御
付
ケ
被
成
、
堤
�

外
之
谷
原
ハ
双
方
入
合
ニ
仕
候
へ
と
、
小
金
村
ニ
而
両
方
へ
御

証
文
を
以
被
仰
付
候
�

一
笠
神
村
之
百
姓
衆
、
右
之
御
証
文
を
相
背
、
笠
神
村
之
谷
原
へ

ハ
小
林
村
之
百
姓
を
入
申
間
敷
と
ふ
せ
き
候
て
、
馬
草
を
と
ら

せ
不
申
候
、
小
林
村
之
谷
原
ヘ
ハ
十
弐
年
此
方
へ
村
下
迄
参
、

馬
草
苅
取
申
候
間
迷
惑
仕
候
、
然
共
御
証
文
を
難
有
存
、
小
林

村
�
只
今
迄
無
異
儀
か
ら
せ
申
候
、
此
度
双
方
被
為
召
出
、
右

之
御
証
文
之
通
無
相
違
入
合
候
様
ニ
堅
被
為
仰
付
可
被
下
候
、

御
尋
之
砌
可
申
上
候
、
以
上

永
井
弥
右
衛
門
知
行
所

小
林
村

八
右
衛
門
（
印
Ａ
）

明
暦
弐
年

申
ノ
二
月
廿
二
日
三
宅
太
兵
衛
知
行
所

同

隼

人
（
印
Ｆ
）

御
奉
行
様

佐
橋
甚
兵
衛
知
行
所

同

四
郎
右
衛
門
（
印
Ｇ
）

一
一

明
暦
二
年
二
月

（
１４
）

笠
神
村
と
谷
原
出
入
に
つ
き
小
林
村
願
書

乍
恐
書
付
を
以
御
訴
訟
申
上
候
事

一
下
総
之
国
印
西
領
之
内
小
林
村
と
笠
神
村
之
堺
、
先
規
�
慥
成

証
拠
御
座
候
而
極
り
申
候
所
を
、
笠
神
村
之
百
姓
衆
小
林
村
地

之
内
を
押
而
切
り
ひ
ら
き
申
ニ
付
而
理
り
申
候
へ
共
、
堺
無
御

座
候
と
て
用
不
申
候
故

御
公
儀
様
江
御
訴
訟
申
上
ニ
付
而
、
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拾
弐
年
以
前
酉
ノ
年
御
国
廻
り
之
御
奉
行
様
御
見
分
被
成
、
小

金
へ
両
方
被
召
寄
、
彼
地
ニ
而
た
い
け
つ
御
聞
被
成
、
石
見
堤

之
外
小
林
地
之
内
ニ
笠
神
村
�
ひ
ら
き
申
候
分
之
田
笠
神
村
へ

御
付
、
勿
論
小
林
村
�
ひ
ら
き
申
候
田
ハ
小
林
村
へ
御
付
被

成
、
堤
之
外
谷
原
ハ
双
方
入
合
ニ
仕
候
へ
と
被
仰
出
、
則
小
金

ニ
而
両
方
へ
御
証
文
被
下
候
事

一
笠
神
村
之
百
姓
衆
右
之
御
証
文
相
背
、
笠
神
分
之
谷
原
へ
小
林

之
も
の
参
候
へ
ハ
入
申
間
敷
と
ふ
せ
き
馬
草
と
ら
せ
不
申
、
剰

小
林
分
之
谷
原
へ
ハ
村
下
迄
其
砌
�
笠
神
之
も
の
参
馬
草
か
り

取
申
、
近
頃
め
い
わ
く
仕
候
、
然
共
御
証
文
そ
む
き
か
た
く

存
、
此
方
よ
り
ハ
只
今
迄
少
も
異
儀
な
く
か
ら
せ
申
候
、
此
度

双
方
被
召
出
、
以
前
之
御
証
文
之
通
た
か
い
に
谷
原
無
相
違
入

合
申
様
ニ
か
た
く
被
仰
付
可
被
下
候
事

一
同
ハ
罷
成
可
申
儀
ニ
御
座
候
者
此
節
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
先
規

�
之
証
拠
御
せ
ん
さ
く
被
成
、
以
来
永
申
分
不
仕
候
様
ニ
堺
被

仰
付
被
下
候
者
一
入
忝
奉
存
候
、
委
細
者
御
尋
之
砌
可
申
上
候
、

以
上

明
暦
弐
年

申
ノ
二
月
廿
二
日
永
井
弥
右
衛
門
知
行
所

小
林
村八

右
衛
門
（
印
Ａ
）

三
宅
太
兵
衛
知
行
所

同

隼

人
（
印
Ｆ
）

佐
橋
甚
兵
衛
知
行
所

同

四
郎
右
衛
門
（
印
Ｇ
）

御
奉
行
衆
中
様

参

一
二

年
月
未
詳
（
明
暦
二
年
カ
）

（
１５
）

笠
神
村
と
谷
原
出
入
に
つ
き
小
林
村
願
書

乍
恐
書
付
を
以
申
上
候
御
訴
訟
之
事

一
下
総
国
小
林
村
と
笠
神
村
谷
原
出
入
当
秋
御
せ
ん
さ
く
被
成
、

先
規
之
御
証
文
次
第
被
仰
付
、
其
上
拾
二
年
此
方
谷
原
ニ
新
ひ

ら
き
い
た
し
候
分
者
（
誓
紙
）

せ
い
し
を
以
つ
ふ
し
候
様
ニ
と
被
仰
付
候

故
、
互
ニ
せ
い
し
ヲ
仕
、
わ
た
ん
い
た
し
双
方
立
合
、
笠
神
村

（２２７）
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之
新
ひ
ら
き
九
月
廿
六
日
ニ
つ
ふ
し
置
申
候
処
ニ
、
当
月
六
日

ニ
笠
神
村
之
者
共
右
つ
ふ
し
置
申
候
新
ひ
ら
き
之
は
た
江
罷
出
、

麦
ま
き
申
候
由
承
候
ニ
付
、
此
方
之
者
罷
出
致
断
、
を
さ
へ
申

候
ヘ
ハ
、
笠
神
村
之
百
性
共
大
せ
い
草
ヲ
ふ
せ
罷
有
、
鑓
り
、

脇
指
ぬ
き
つ
れ
、
ほ
う
、
と
ひ
く
ち
な
と
ヲ
も
持
、
（
理
不
尽
）

り
ふ
ち
ん

ニ
ふ
ち
か
ゝ
り
申
候
付
、
此
方
�
者
手
ふ
り
ニ
而
罷
出
候
故
、

手
ヲ
あ
け
、
色
�
断
仕
候
へ
共
承
わ
け
す
、
こ
と
�
�
く
切

か
ゝ
り
ふ
ち
か
ゝ
り
、
大
せ
い
ニ
手
ヲ
お
ふ
せ
、
半
死
に
罷
成

候
者
五
人
、
其
外
十
人
あ
ま
り
ハ
散
�
ふ
た
れ
申
候
事

一
右
之
節
笠
神
之
庄
吉
と
申
者
、
八
右
衛
門
と
申
候
者
ヲ
切
申
候

刀
ヲ
、
則
八
右
衛
門
く
ゝ
り
入
取
付
申
候
所
を
、
庄
八
と
申
候

者
立
合
、
二
人
ニ
而
も
き
取
、
漸
�
に
け
申
候
内
ニ
、
村
之
者

か
け
つ
け
手
負
ひ
つ
か
け
漸
�
に
け
申
候
事

（
後
欠
）

一
三

寛
文
二
年
七
月

（
１７
）

小
林
村
と
谷
原
出
入
に
つ
き
物
木
村
願
書
な
ら
び
に
目
安
裏
書
写

乍
恐
御
訴
訟
申
上
候
事

一
下
総
之
国
印
西
之
庄
小
林
村
物
木
村
入
相
之
谷
原
之
儀
、
三
拾

ヶ
年
以
前
酉
之
年
両
村
�
申
立
公
事
之
儀（
平
出
）御
公
儀
様
へ
罷

出
対
決
仕
、
谷
原
入
相
ニ
被
聞
召
届
、
則
絵
図
ニ
御
裏
書
被
下

候
事

一
弐
拾
三
年
以
前
右
之
谷
原
之
内
小
林
村
�
我
ま
ゝ
ニ
仕
立
山
十

八
ヶ
所
仕
候
付
、
先
規
被
仰
付
候
時
右
之
谷
原
之
内
何
方
ニ
も

山
林
不
仕
候
、
新
田
も
不
仕
筈
ニ
被
仰
付
候
故
、
伊
（
播
）

丹
幡
磨

様
、
山
崎
権
八
様
、
諸
星
清
左
衛
門
様
、
堀
式
部
様
御
国
廻
り

ニ
御
出
之
刻
、
物
木
村
之
者
共
右
之
条
�
申
上
候
得
者
、
則
小

林
村
之
御
百
姓
被
召
寄
被
仰
付
、
右
仕
立
山
不
残
く
つ
し
候
様

ニ
被
仰
付
候
事

一
右
之
通
り

御
公
儀
様
�
被
仰
付
候
所
ニ
、
又
候
哉
八
ヶ
年
以

前
�
山
林
拾
三
ヶ
所
仕
立
申
候
ニ
付
、
年
�
以
使
を
小
林
村
之

千
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学
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者
ノ
方
へ
申
遣
し
、
先
規
�
仕
立
山
并
ニ
新
田
仕
間
敷
由
双
方

へ
被
仰
付
候
処
、
大
分
のニ�
山
林
仕
立
候
儀
不
届
候
、
早
�
く
つ

し
被
申
候
様
ニ
と
申
遣
候
へ
者
、
い
か
に
も
心
得
申
候
と
返
事

申
こ
し
候
へ
共
、
山
林
ハ
く
つ
し
不
申
候
、
我
ま
ゝ
仕
候
、
殊事�

ニニ�
去
年
迄
右
入
相
之
内
ニ
而
ハ
何
方
ニ
而
も
草
か
り
取
申
候
処

ニ
、
当
年
ニ
罷
成
小
林
村
�
物
木
村
の
百
姓
共
の
か
ま
に
く
う

む
り
ニ
取
申
候
へ
而

草
か
ら
せ
不
申
、
迷
惑
仕
候
事

一
去
年
極
月
中
�
右
入
相
之
谷
原
之
内
ニ
小
林
村
�
新
田
新
山
を

仕
、
牢
人
者
を
か
こ
い
置
申
候
而間�
、
入
相
之
谷
原
を
方
�
我

ま
ゝ
仕
候
事
、
何
共
迷
惑
仕
事

右
之
通
り
ニ
小
林
村
隼
人
、
八
右
衛
門
我
ま
ゝ
仕
候
間
、
御
慈
悲

被
聞
召
被
仰
付
被
下
候
者
難
有
可
奉
存
候
、
猶
口
上
ニ
可
申
上
候

寛
文
弐
年
寅
七
月

物
木
村

庄
右
衛
門

同
所
組
頭
仁

兵

へ

同

三
郎
左
衛
門

御
奉
行
所
様

（
裏
書
）

「
如
此
目
安
差
上
候
間
返
答
書
致
、
来
月
六
日
評
定
所
江
罷
出
可

対
決
、
於
遅
参
者
可
為
曲
事
者
也

（
勘
定
頭
岡
田
義
政
）

岡
豊
前

寅七
月
廿
五
日

（
勘
定
頭
妻
木
重
直
）

妻
彦
右
衛
門

（
町
奉
行
渡
辺
綱
貞
）

渡
大
隅

（
町
奉
行
村
越
言
勝
）

村
長
門

（
寺
社
奉
行
加
々
爪
直
澄
）

賀
甲
斐

（
寺
社
奉
行
兼
奏
者
番
井
上
正
利
）

井
河
内

（
留
守
居
滝
川
利
貞
）

瀧
長
門

小
右
近

（
留
守
居
伊
沢
政
信
）

伊
隼
人

（
留
守
居
本
多
忠
相
）

本
美
作

小
林
村

隼

人

同
所

八
右
衛
門
」

（２２９）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



一
四

寛
文
二
年
八
月

（
１８
）

物
木
村
と
谷
原
出
入
に
つ
き
小
林
村
返
答
書
下
書

乍
恐
申
上
ル
返
答
書
之
事

一
下
総
国
印
西
領
之
内
物
木
村
、
小
林
村
と
先
年
野
論
仕
候
之

処
、
谷
原
さ
ん
野
入
相
に
仕
候
へ
之
由
三
拾
年
以
前
被
仰
付
候

付
、
物
木
村
百
性
当
五
月
迄
御
定
之
通
小
林
村
之
内
山
へ
ハ
終

ニ
入
申
儀
無
御
座
候
処
ニ
、
何
と
仕
候
哉
、
当
六
月
初
而

小
林

村
之
��
堤内�
土山�
手迄�
を押�
ふ込�
み百
こ性
し居
山
并
御
前
帳
之
内
迄
押
こ
み
、
木

草
悉
ク
并
植
へ
松
八
九
尺
�
大
小
百
五
拾
本
余
切
取
ら
う
せ
き

�

致
迷�
惑�
仕�
候
故
、
か
ら
す
い
と
申
所
御
帳
面
之
内
ニ
林
仕
立

申
候
地
内
ニ
て
か
ま
三
具
、
馬
の
荷
ぐ
ら
二
口
証
拠
の
た
め
ニ

取
置
申
候
、
并
百
姓
居
山
か
こ
い
の
内
か
ら
す
い
道
作
と
申
所

ノ
二
ヶ
所
ニ
て
う
へ
松
等
切
申
時
分
か
ま
五
具
、
荷
ぐ
ら
七

口
、
次
ニ
代
�
林
に
仕
来
り
申
候
か
う
ぼ
う
台
と
申
所
ニ
て
か

ま
二
具
、
近
比
理
不
尽
成
仕
方
近
頃
迷
惑
仕
申
候
事

�
�
荷
ぐ
ら
三
口
為
証
拠
之
取
置
申
候
事�

一
物
木
村
�
申
上
候
通
廿
三
年
以
前
迄
ハ
小
林
谷
原
ニ
立
山
仕
置

候
処
ニ
、
其
時
分
御
国
廻
り
様
中
く
づ
し
候
様
ニ
と
被
仰
付
候

故
、
右
之
翌
日
立
山
一
つ
も
不
残
く
づ
し
申
候
、
其
ま
き
れ
無

御
座
候
事

一
八
年
已
来
山
林
十
三
仕
立
候
由
物
木
村
�
申
上
候
、
此
段
ハ
大

偽
ニ
て
御
座
候
、
谷
原（
山
野
）

散
の
共
ニ
入
相
之
地
ニ
ハ
う
へ
木
一
本

も
不
仕
、
た
と
へ
う
へ
申
候
共
昼
夜
互
ニ
か
り
申
所
ニ
て
御
座

候
間
、
残
置
申
儀
ニ
も
無
御
座
候
、
然
付
使
一
度
も
請
不
申

候
、
今
度
か
ま
荷
ぐ
ら
取
申
儀
ハ
ま
へ
か
ど
書
付
申
ご
と
く
内

山
ニ
而
ら
う
せ
き
致
候
故
、
為
証
拠
之
取
置
申
候
事

一
去
ル
極
月
散
の
之
内
へ
牢
人
者
う
つ
し
新
田
新
山
仕
候
由
申

上
、
是
ハ
他
郷
�
ハ
不
参
候
、
同
村
佐
橋
甚
兵
衛
殿
御
百
性
ニ

て
御
座
候
、
其
上
内
山
か
こ
い
の
内
ニ
て
御
座
候
間
、
物
木
村

�
少
も
申
ぶ
ん
御
座
有
間
敷
事

一
物
木
村
百
性
当
六
月
廿
三
日
ニ
初
而
小
林
村
内
山
迄
押
こ
み
、

其
以
後
色
�

い
ろ
�
�

�
�

�

ら
う
せ
き
仕
候
故
物
木
村
へ
数
度
断
り
申
候
へ
と
も

承
引
不
仕
、
剰
三
拾
年
以
前
御
公
儀
様
�
御
証
文
ヲ
以
被
仰
付

候
間
、
以
来
ハ
た
と
へ
居
山
居
ぐ
ね
迄
不
残
切
取
申
共
、
物
木

千
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村
之
者
心
ま
ゝ
次
第
之
由
返
事
ニ
申
越
候
間
、
右
之
通
り
御
公

儀
様
�
於
被
仰
付
候
ハ
、
其
砌
�
か
様
ニ
可
有
之
事
ニ
候
、
左

候
ハ
ゝ
小
林
村
た
い
て
ん
申
事
ニ
候
間
、
不
叶
�
何
分
も

迄
御
公
儀
様
へ

御
訴
訟
可
申
上
候
処
ニ
、（
野
論
）

の
ろ
ん
ま
へ
ハ
不
及
申
ニ
、三
拾
年
此

来
も
終
ニ
内
山
へ
ハ
手
入
不
仕
、此
度
初
而
��
さ
か
い
と
て
迄
ふ
み
こ
し

内
山
迄
お
し
こ
ミ

被
申
候
儀
理
ふ
ぢ
ん
ニ
候
、
た
と
へ
御
証
文
有
之
候
共
三
拾
年

之
間
失
念
被
致
候
ヘ
ハ
皆
ノ

油
断
ニ
も
罷
可
成
候
哉
、
其
上故�
絵
図
の

う
つ
し
此
方
も
持
申
候
へ
と
も
内�
山�
居�
ぐ�
ね�
居�
山�
か�
こ�
い�
の�

内�
、
或�
ハ�
あ�
れ�
地�
の�
村�
等�
迄�
入�
相�
申�
左
様
ニ
ハ

様�
ニ�
と�
ハ�
不
被
仰
付
候
、

近
比
不
審
ニ
存�
候
間
、
物
木
村
の
御
証
文
絵
図
見
せ
候
様
ニ
色

�
申
遣
候
へ
と
も
見
せ
不
申
候
付
、
佐
倉
へ
罷
越
和
泉
様
ノ
御

家
老
、
御
代
官
衆
へ
盆
前
盆
以
後
相
詰
、
物
木
村
絵
図
御
証
文

見
せ
候
様
ニ
被
仰
付
被
下
候
様
ニ
と
色
�
申
上
候
処
ニ
、
何�
か�

と�
埒
明
不
申
、
剰
其
以
後
地�
頭�
ハ�
替�
り�
物�
百�
性�
ハ�
末�
代�
の�
事�
ニ�

内
ニ
て
御
証
文
見
せ
候
処
ニ

候�
間�
内�
��
ニ
て
御
申
付
候
事
難
成
候
間
、
御
公
儀
へ
申
上
候
へ

之
由
被
仰
渡
候
故
、
其�
以�
後�
江
戸
へ
罷
越
地
頭
へ
右
之
段
申
候

之
処
ニ
、
百
性
之
訴
ハ
相
地
頭
へ
一
通
り
断
り
申
、
其
上
ニ
て

御
奉
行
所
へ
申
上
筈
ニ
候
之
間
相
待
候
へ
之
由
被
申
、
其
以
後

神
尾
備
前
様
ヲ
被
頼
入
、
松
平
和
泉
様
へ
御
断
り
被
申
候
へ

ハ
、
物
木
村
百
性
は
や
昨
日
御
う
ら
は
ん
取
帰
候
間
、
内
�
ニ

て
御
済
候
之
儀
難
成
由
被
仰
越
候
故
、
旁
�
重
り
申
、
結
句
物

木
村
の
返
答
ニ
罷
成
候
、
右
之
絵
図
御
証
文
御
吟
味
被
為
成
、

被
仰
付
被
下
候
ハ
ゝ
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

寛
文
弐
年

小
林
村
永
井
弥
右
衛
門
百
性

�
ノ

八
月
二
日

八
右
衛
門

同
所
三
宅
太
郎
左
衛
門
百
性

隼

人

御
奉
行
所
様

参

（２３１）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



一
五

寛
文
二
年
九
月

（
１９
）

物
木
村
百
姓
小
林
村
内
木
刈
取
一
件
に
つ
き
願
書
写

印
西
領
之
内
小
林
村
乍
恐
申
上
御
訴
訟

一
物
木
村
ノ
者
一
往
ノ
断
も
不
仕
、
先
月
十
一
日
�
廿
一
日
迄
人

馬
数
百
人
餘
ニ
而
小
林
村
内
山
迄
押
込
、
古
来
�
之
林
こ
う
ほ

う
た
い
と
申
所
ニ
て
ふ
と
さ
四
尺
弐
三
寸
廻
り
�
三
尺
迄
之
木

拾
五
本
、
弐
尺
八
九
寸
廻
り
�
弐
尺
迄
ノ
木
百
七
拾
本
餘
、
其

外
高
サ
壱
丈
八
九
尺
ノ
木
、
両
給
所
ニ
て
弐
万
本
餘
不
残
切
り

取
、
其
上
百
性
居
屋
敷
へ
押
込
、
か
こ
い
の
堀
は
ゝ
壱
丈
或
ハ

八
九
尺
御
座
候
所
ヲ
切
う
め
、
居
く
ね
ノ
か
き
を
切
破
り
、
四

壁
ノ
竹
木
迄
悉
ク
切
取
申
ニ
付
、
何
と
て
ら
う
せ
き
仕
候
と
申

候
へ
ハ
、
此
度
新
規
ニ
居
山
居
く
ね
迄
も
切
取
候
様
ニ
御
証
文

被
下
候
故
切
取
申
候
、
只
今
其
隙
入
時
候
間
、
重
而
（
是
カ
）

ハ
□
ニ
か

き
ら
す
残
ル
地
頭
林
居
く
ね
迄
も
不
残
切
取
可
申
候
、
其
分
心

得
候
へ
と
申
越
候
間
、
左
候
ハ
ゝ
新
規
之
御
証
文
見
せ
候
へ
と

申
越
候
ヘ
ハ
、
其
紛
無
之
候
間
見
せ
候
ニ
不
及
候
、
其
上
八
月

六
日
ニ
公
事
ニ
負
ヶ
籠
舎
致
候
儀
は
や
忘
候
哉
、
是
非
御
証
文

見
申
度
候
ハ
ゝ
御
評
定
所
へ
参
見
候
へ
と
申
候
て
、
終
ニ
見
せ

不
申
候
、
彼
者
共
申
通
ニ
居
山
居
く
ね
迄
不
残
切
取
申
様
ニ
新

規
ニ
御
証
文
被
下
候
ハ
ゝ
、
小
林
村
困
窮
致
亡
所
ニ
罷
成
候
へ

共
、
兎
角
可
申
上
様
無
御
座
候
、
併
村
つ
ふ
れ
申
儀
ニ
御
座
候

間
、
御
あ
わ
れ
ミ
を
請
申
度
と
奉
願
候
、
右
之
通
毛
頭
偽
無
御

座
候
間
、
御
慈
悲
ニ
御
検
使
ヲ
被
下
、
我
�
申
上
通
少
も
偽
御

座
候
ハ
ゝ
い
か
様
ノ
曲
事
ニ
も
可
被
仰
付
候
、
扨
又
物
木
村
ノ

者
御
公
儀
様
�
不
被
仰
付
候
処
ニ
は
か
り
事
ヲ
致
、
御
意
之
由

申
如
此
ら
う
せ
き
仕
候
ハ
ゝ
、
乍
恐
被

仰
付
被
下
候
ニ
お
い

て
ハ
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

寛
文
弐
年
と
ら
ノ

小
林
村
永
井
弥
右
衛
門
知
行
所

九
月
廿
二
日

八
右
衛
門

同
村
三
宅
太
郎
左
衛
門
知
行
所

隼

人

御
奉
行
所
様

千
葉
大
学
人
文
研
究
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四
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一
六

寛
文
二
年
一
〇
月

（
２０
）

物
木
村
百
姓
小
林
村
内
木
刈
取
一
件
に
つ
き
願
書

乍
恐
申
上
御
訴
訟

一
物
木
村
之
百
性
小
林
村
代
�
の
林
居
く
ね
等
迄
悉
ク
切
取
申
候

付
再
三
断
い
た
し
候
へ
ハ
、
今
度
新
規
ニ
御
証
文
取
候
付
而
如

此
切
取
候
由
申
ニ
付
、
右
之
段
御
訴
訟
申
上
候
処
ニ
、
小
林
村

之
者
一
同
仕
切
取
候
由
物
木
村
�
申
上
候
、
彼
者
申
通
小
林
村

之
者
立
合
申
候
、
乍
去
是
ハ
佐
橋
甚
兵
衛
殿
百
姓
不
残
并
ニ
三

宅
太
郎
左
衛
門
尉
百
性
七
人
、
此
内
壱
人
長
右
衛
門
と
申
者
ハ

永
井
弥
右
衛
門
尉
知
行
内
を
も
少
ひ
か
へ
申
候
、
此
者
共
右
之

場
所
へ
罷
出
候
間
、
彼
者
共
方
へ
も
其
後
使
越
申
処
ニ
、
物
木

村
之
者
新
規
ニ
御
証
文
被
下
候
間
、
我
�
ニ
も
参
候
へ
之
由
申

ニ
付
、
御
証
文
取
候
ハ
ゝ
一
段
之
事
と
申
立
合
切
取
候
と
右
之

者
共
返
事
申
越
候
間
、
右
ニ
此
段
申
上
度
奉
存
候
へ
と
も
、
小

林
之
者
ハ
物
木
村
�
さ
そ
わ
れ
申
候
由
、
其
上
物
木
村
之
者
竹

木
切
取
候
様
ニ
と
の
新
御
証
文
を
取
候
由
偽
り
理
不
尽
仕
候

故
、
本
人
之
儀
と
も
一
筋
ニ
大
い
た
つ
ら
者
と
存
、
物
木
村
之

者
斗
を
申
上
候
へ
と
も
小
林
村
一
同
仕
ニ
付
、
御
仕
置
も
被
仰

付
か
た
く
被
思
召
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
小
林
村
之
者
ざ
い
取
い
た
し

物
木
村
之
者
を
さ
そ
ひ
出
し
申
候
哉
、
又
ハ
物
木
村
之
者
さ
そ

ひ
小
林
村
之
も
の
を
引
出
し
申
候
哉
、
此
段
物
木
村
之
者
ニ
御

せ
ん
さ
く
被
為
成
、
何
れ
之
道
ニ
も
被
仰
付
被
下
候
者

有
か
た

く
可
奉
存
候
、
以
上

小
林
村
永
井
弥
右
衛
門
百
性

寛
文
弐
年

八
右
衛
門
（
印
Ｈ
）

寅
ノ

十
月
十
三
日
同
村
三
宅
太
郎
左
衛
門
百
性

隼

人
（
印
Ｆ
）

御
奉
行
所
様

（２３３）

下
総
国
印
旛
郡
小
林
村
関
係
文
書



一
七

寛
文
二
年
一
〇
月

（
２１
）

物
木
村
百
姓
小
林
村
内
木
刈
取
一
件
に
つ
き
願
書
な
ら
び
に
目
安

裏
書

乍
恐
申
上
御
訴
訟

一
物
木
村
之
者
小
林
村
代
�
の
林
こ
う
ぼ
う
台
と
申
処
ニ
て
、
ふ

と
さ
四
尺
弐
三
寸
廻
り
�
三
尺
迄
ノ
木
拾
五
本
、
弐
尺
八
九
寸

�
弐
尺
迄
ノ
木
百
七
拾
本
餘
、
其
外
高
サ
壱
丈
八
九
尺
の
木
大

小
両
給
所
ニ
て
弐
万
本
餘
不
残
切
取
、
其
上
百
姓
居
く
ね
迄
押

込
悉
ク
切
取
申
ニ
付
再
三
断
仕
候
者

、
今
度
新
規
ニ
御
証
文
被

下
候
付
如
此
切
取
候
之
由
申
候
間
、
右
之
段
御
訴
訟
申
上
候
処

ニ
、
小
林
村
之
も
の
も
一
同
仕
切
取
申
之
由
物
木
村
�
申
上

候
、
彼
者
申
上
候
通
小
林
村
ニ
て
立
合
切
取
申
候
も
の
ハ
佐
橋

甚
兵
衛
殿
百
姓
共
、
并
三
宅
太
郎
左
衛
門
百
姓
七
人
、
此
内
壱

人
長
右
衛
門
と
申
も
の
ハ
永
井
弥
右
衛
門
知
行
之
内
を
も
少
持

申
百
姓
ニ
て
御
座
候
、
此
も
の
と
も
右
之
場
所
へ
罷
出
由
ニ
候

之
間
、
其
砌
彼
者
と
も
方
へ
使
越
申
候
得
ハ
、
今
度
物
木
村
之

も
の
新
規
之
御
証
文
取
候
之
間
罷
出
切
候
得
之
由
、
物
木
村
�

申
ニ
付
、
御
証
文
取
候
ハ
ゝ
一
段
ノ
事
と
申
立
合
切
取
候
之

由
、
甚
兵
へ
殿
、
太
郎
左
衛
門
百
姓
共
返
事
申
越
候
事

一
甚
兵
衛
殿
、
太
郎
左
衛
門
百
姓
、
物
木
村
と
一
同
仕
不
届
成

儀
、
右
□
可
申
上
儀
ニ
御
座
候
へ
と
も
、
彼
も
の
と
も
ハ
物
木

村
�
さ
そ
わ
れ
申
候
由
、
其
上
物
木
村
之
も
の
ハ
竹
木
切
取
候

之
様
ニ
と
の
新
御
証
文
取
申
候
と
て
偽
り
い
た
し
、
同
村
を
引

こ
み
我
�
代
�
の
林
居
く
ね
ま
て
理
不
尽
ニ
切
取
申
儀
い
た
つ

ら
も
の
ゝ
本
人
と
存
、
一
筋
に
物
木
村
斗
を
申
上
候
事

一
甚
兵
へ
殿
、
太
郎
左
衛
門
百
姓
、
物
木
村
之
御
証
文
を
た
と
へ

見
届
申
候
と
も
他
村
と
一
身
仕
候
段
珎
敷
儀
不
届
も
の
ニ
奉
存

候
、
ま
し
て
御
証
文
を
見
不
申
候
而
一
同
仕
候
へ
ハ
近
比
理
不

尽
ニ
奉
存
候
、
乍
去
物
木
村
�
い
か
様
ニ
申
候
而
引
入
申
候

哉
、
彼
も
の
并
物
木
村
之
も
の
被
召
出
、
双
方
之
申
ぶ
ん
御
た

つ
ね
被
成
被

仰
付
於
被
下
ニ
者
難
有
可
奉
存
候
、
委
細
ハ
御

尋
之
上
口
上
ニ
可
申
上
候
、
以
上

寛
文
弐
年

小
林
村
永
井
弥
右
衛
門
百
姓

千
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寅
ノ

八
右
衛
門
（
印
Ｈ
）

十
月
廿
二
日

同
村
三
宅
太
郎
左
衛
門
百
姓

隼

人
（
印
Ｆ
）

御
奉
行
所
様

（
裏
書
）

「
如
此
目
安
指
上
候
間
致
返
答
書
、
来
月
六
日
評
定
所
江
罷
出
可

対
決
、
若
於
不
参
者
可
為
曲
事
者
也

寅

（
勘
定
頭
妻
木
重
直
）

彦
右
衛
門
（
印
）

十
月
廿
二
日

（
勘
定
頭
岡
田
義
政
）

豊

前

（
印
）

（
町
奉
行
渡
辺
綱
貞
）

大

隅

（
印
）

（
町
奉
行
村
越
言
勝
）

長

門

（
印
）

（
寺
社
奉
行
加
々
爪
直
澄
）

甲

斐

（
印
）

（
寺
社
奉
行
兼
奏
者
番
井
上
正
利
）

河

内

（
印
）

小
林
村

彦
兵
衛

伝
十
郎
」

一
八

寛
文
四
年
四
月

（
２２
）

物
木
村
百
姓
小
林
村
内
林
苅
取
一
件
に
つ
き
再
願
書

乍
恐
書
付
ヲ
以
御
訴
訟
申
上
候
事

一
三
年
以
前
寅
ノ
七
月
小
林
村
之
内
佐
橋
甚
兵
衛
殿
百
姓
彦
兵

衛
、
三
宅
太
郎
左
衛
門
殿
百
姓
伝
拾
郎
、
此
弐
人
之
者
企
ヲ
以

物
木
村
と
一
同
仕
、
一
村
之
我
�
代
�
之
林
其
か
へ
れ
無
御
座

候
処
ヲ
、
物
木
村
ニ
御
座
候
御
証
文
之
内
ニ
御
座
候
と
我
�
ヲ

申
か
す
め
、
居
く
ね
ま
て
押
込
草
か
ら
れ
申
候
事

一
物
木
村
ニ
御
座
候
御
証
文
之
儀
ハ
三
拾
年
以
前
小
林
村
之
谷
原

之
違
論
ニ
而

物
木
村
�
御
訴
訟
申
上
候
時
分
御
御
証
文
申
請
、

三
拾
年
此
方
御
証
文
之
通
少
も
出
入
無
御
座
候
儀
、
一
村
之
彦

兵
衛
、
伝
拾
郎
企
ヲ
以
物
木
村
ヲ
す
ゝ
め
、
御
証
文
之
内
に
御

座
候
と
申
か
す
め
、
居
く
ね
迄
押
込
草
か
ら
れ
申
候
事

一
同
年
八
月
右
之
林
之
内
ニ
五
拾
年
以
来
立
テ
置
申
候
松
之
木
四

尺
廻
�
弐
尺
四
五
寸
迄
大
小
木
数
弐
万
本
餘
切
取
申
ニ
付
、

御
公
儀
様
へ
御
訴
訟
申
上
御
裏
判
申
請
、
同
十
一
月
六
日
ニ
御

（２３５）
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評
定
所
へ
罷
出
候
之
刻
、
重
而
御
見
分
之
上
被
仰
付
可
被
下
と

御
上
意
ニ
而
罷
帰
、
其
後
御
訴
訟
可
申
上
処
ニ
、
御
知
行
替
り

ニ
付
不
申
上
、
幸
御
支
配
一
所
ニ
罷
成
候
間
、
去
年
中
�
此
之

段
申
上
度
奉
存
候
へ
共
、
御
普
請
御
事
多
御
座
候
而
延
引
仕
、

只
今
迄
不
申
上
候
、
右
之
山
之
内
御
帳
面
之
内
も
御
座
候
間
、

委
細
ハ
御
尋
之
上
可
申
上
候
、
以
上

寛
文
四
年
辰
ノ
四
月
十
一
日

印
西
領
小
林
村

八
右
衛
門（
印
Ｈ
）

隼

惣（
印
Ｉ
）

村
瀬
六
郎
左
衛
門
様

百

姓（
印
）

山
口
武
兵
衛
様

一
九

年
未
詳
（
寛
文
期
カ
）
一
一
月

（
２５
）

物
木
村
百
姓
小
林
村
内
木
刈
取
一
件
に
つ
き
台
方
領
主
三
宅
氏
口

上
書
写

口
上
之
覚

一
小
林
村
山
ニ
て
物
木
村
之
百
性
共
大
分
之
木
共
切
取
候
砌
、
小

林
村
百
性
之
内
に
て
も
物
木
村
と
一
同
ニ
木
切
取
申
者
御
座
候

由
申
来
候
ニ
付
、
人
を
遣
し
穿
鑿
仕
候
へ
ハ
、
私
百
性
と
も
申

候
ハ
、
物
木
村
之
者
共
此
度

御
公
儀
�
之
御
証
文
ヲ
以
御
意

に
て
切
取
候
間
、
一
同
仕
候
得
之
由
申
ニ
付
切
取
申
由
ニ
御
座

候
、
左
様
候
ハ
ゝ
木
切
候
百
性
と
も
不
残
め
い
�
�
に
い
ん
判

仕
候
様
ニ
と
申
付
、
如
此
い
ん
判
い
た
さ
せ
取
申
候
間
、
則
懸

御
目
申
候
、
右
之
趣
御
尋
ニ
御
座
候
間
、
如
此
ニ
御
座
候
、
已

上

三
宅
太
郎
左
衛
門

十
一
月
十
二
日

（
留
守
居
北
条
氏
利
）

北
条
右
近
太
夫
殿

二
〇

天
和
二
年
九
月

（
２６
）

小
林
村
野
銭
場
書
上
控

野
銭
場
町
歩
覚

田
壱
反
四
畝
十
三
歩

馬
場
村
分

千
葉
大
学
人
文
研
究
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畑
八
反
四
畝
九
歩

同
村

畑
六
反
五
畝
三
歩

台
村
分

畑
七
反
四
畝
三
歩

辺
田
村
分

〆
弐
町
三
反
七
畝
廿
八
歩

右
之
通
（
マ
マ
）

明
泊
ニ
改
、
町
歩
相
違
無
御
座
候
、
以
上

天
和
弐
年
戌
ノ
九
月

小
林
村

ば
ゝ

名
主
八
右
衛
門
印

同

次
左
衛
門

同

十
兵
衛

組
頭
吉
兵
衛

御
代
官
様

（
裏
書
）

「
右
之
通
り
此
外
開
発
残
壱
畝
壱
歩
無
御
座
候
、
重
而

御
改
之
節

若
相
違
之
儀
御
座
候
者
何
分
ニ
も
可
被
仰
付
候
、
以
上

奥
文
言
書
直
し
候
、
以
上
」

二
一

貞
享
三
年
一
一
月

（
２７
）

西
小
林
新
田
分
年
貢
割
付
状

寅
御
年
貢
可
納
割
付
之
事

下
総
国
葛
飾
郡
印
西
新
田
之
内

一
高
八
拾
七
石
四
斗
七
升
九
合

小
林
村

此
取
三
石
五
斗
弐
升
弐
合
五
勺

右
反
別

下
畑
拾
七
町
壱
反
四
畝
廿
七
歩

此
取
永
壱
貫
三
百
七
拾
弐
文

壱
反
八
文
取

屋
敷
弐
反
四
畝
廿
三
歩

此
取
永
三
拾
七
文

壱
反
拾
五
文
取

永
合
壱
貫
四
百
九
文

右
之
通
相
定
之
間
、
大
小
百
姓
立
合
無
相
違
様
致
割
、
極
月
十

日
切
可
皆
済
、
若
此
上
増
御
年
貢
被

仰
出
候
者
追
而
可
申
渡
、

於
油
断
者
急
度
可
申
付
者
也

貞
享
三
寅
年
十
一
月

（
代
官
大
久
保
某
）

大
平
兵
衛
（
印
）

（２３７）
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総
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右
之
村名

主
年
寄

惣
百
姓

二
二

貞
享
五
年
四
月

（
２８
）

物
木
村
村
役
人
不
正
に
つ
き
願
書
写

（
前
欠
）

一
南
新
田
一
向
宗
羽
中
村
応
順
寺
旦
那
跡
�
�
入
組
罷
在
候
処

に
、
去
卯
之
暮
天
台
宗
正
徳
（
き
カ
）

寺
さ
そ
ひ
立
、
彼
庄
右
衛
門
一
向

宗
之
者
共
へ
申
候
ハ
、
村
中
並
に
罷
成
候
へ
由
頻
申
候
得
共
、

先
祖
�
之
宗
旨
と
申
、
達
而
改
宗
不
仕
候
と
て
、
一
向
宗
加
右

衛
門
与
申
者
共
、
極
月
廿
九
日
�
閉
門
申
付
、
其
上
昼
夜
番
三

人
充
代
�
申
付
候
之
間
致
迷
惑
、
種
�
訴
訟
申
候
へ
ハ
、
成
田

庄
介
様
被
仰
付
候
と
譴
責
に
申
付
候
間
、
無
是
非
五
十
日
余
番

等
仕
候
、
其
後

殿
様
迄
御
訴
訟
申
上
候
へ
ハ
、
平
野
左
兵
衛

様
御
了
簡
に
て
当
二
月
廿
九
日
に
閉
門
御
赦
免
被
遊
候
、
右
閉

門
之
内
昼
夜
番
等
、
或
ハ
夫
人
足
に
罷
出
皆
以
村
中
百
性
困
窮

仕
候
、
尤
其
節
�
入
目
銭
等
出
し
申
間
鋪
与
断
申
候
へ
共
、
む

た
い
に
高
割
に
て
出
し
候
へ
と
書
付
遣
し
申
候
御
事

一
四
年
已
前
丑
之
年
庄
右
衛
門
身
躰
不
罷
成
候
と
申
、
五
左
衛

門
、
次
郎
右
衛
門
と
申
者
を
以
無
尽
と
名
付
、
村
中
�
金
子
壱

分
宛
合
五
両
壱
分
取
、
翌
年
無
尽
潰
し
と
申
出
し
候
へ
ハ
、
村

中
一
同
に
迷
惑
仕
候
、
就
中
藤
兵
衛
与
申
者
古
来
之
百
性
に
御

座
候
得
共
、
身
躰
不
罷
成
、
子
共
奉
公
に
出
し
永
�
指
置
申
候

付
、
二
番
目
取
、
其
金
子
に
て
子
と
も
請
出
し
申
度
之
由
申
候

得
者
、
庄
右
衛
門
申
候
者
左
候
ハ
ゝ
金
子
壱
両
出
し
候
へ
と
色

�
申
候
付
、
方
�
縁
者
知
人
へ
無
心
申
、
右
之
金
子
借
出
し
、

庄
右
衛
門
方
へ
相
渡
し
申
候
処
、
右
之
通
に
て
却
而
子
共
夫
婦

共
ニ
奉
公
に
出
し
、
其
上
田
地
質
物
に
入
、
右
借
方
へ
弁
埒
明

申
候
御
事

一
藤
兵
衛
年
寄
行
歩
も
叶
不
申
候
ヘ
ハ
、

御
公
儀
様
御
役
等
も

不
罷
成
、
縁
子
五
左
衛
門
と
申
者
に
卯
之
暮
�
高
役
等
相
勤
申
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定
ニ
而
畑
壱
反
五
畝
歩
相
渡
し
、
則
五
左
衛
門
麦
作
仕
付
置
申

候
処
に
、
当
三
月

御
公
儀
様
御
普
請
御
座
候
所
に
五
左
衛

門
、
庄
右
衛
門
と
内
通
致
、
役
義
相
勤
不
申
、
無
是
非
藤
兵
衛

日
用
銭
、
毎
日
百
文
充
出
し
相
勤
申
候
、
五
左
衛
門
儀
親
不
孝

之
者
に
て
御
座
候
御
事

一（
カ
）
三
年
以
前
寅
之
年
、
助
之
丞
与
申
者
之
親
相
果
申
候
、
助
之
丞

幼
少
に
御
座
候
故
、
伯
父
長
五
郎
と
一
所
に
罷
有
候
筈
に
相
談

仕
、
家
財
諸
道
具
、
或
ハ
竹
木
迄
帳
面
に
記
し
入
札
為
致
売
払

申
候
処
に
、
代
金
帳
面
と
も
に
庄
右
衛
門
我
侭
に
取
置
申
候

間
、
助
之
丞
伯
父
共
申
候
ハ
方
�
借
金
も
有
之
、
其
方
口
入
な

と
も
御
座
候
間
、
借
し
方
衆
へ
少
充
訴
訟
仕
、
残
金
助
之
丞
に

と
ら
せ
、
何
と
そ
末
�
百
性
を
も
為
遂
申
度
候
間
、
代
金
帳
面

共
に
此
方
へ
相
渡
し
候
へ
と
色
�
申
候
へ
者
、
庄
右
衛
門
申
候

ハ
此
方
に
て
も
段
�
訴
訟
致
、
残
金
其
方
へ
相
渡
し
可
申
与

申

候
間
相
待
申
候
処
に
、
尓
今
一
銭
も
出
し
不
申
、
取
込
罷
在
候

御
事

一
大
瀬
惣
新
田
に
御
普
請
等
諸
事
新
本
一
同
之
御
訴
訟
、
或
ハ
出

銭
等
割
合
御
座
候
処
に
、
惣
新
田
に
て
は
畑
弐
拾
四
町
八
反
余

之
割
合
出
し
、
村
に
て
之
割
仕
候
に
も
弐
拾
七
町
弐
反
五
畝
歩

余
之
出
銭
割
掛
取
申
候
、
年
�
弐
町
四
反
五
畝
歩
程
之
出
銭
取

込
罷
有
候
御
事

右
之
通
少
茂

偽
無
御
座
候
、
慥
成
証
拠
証
文
、
殊
ニ
庄
右
衛
門
謀

略
謀
書
之
儀
、
隣
郷
迄
紛
無
御
座
候
、
乍
恐
庄
右
衛
門
、
五
兵
衛

并
組
頭
共
双
方
御
召
出
、
御
詮
儀
之
上
段
�
被
為
仰
付
被
下
候

ハ
ゝ
有
難
可
奉
存
候
、
委
細
之
儀
御
尋
ニ
口
上
可
申
上
候
、
已
上

貞
享
五
年

辰
四
月

御
代
官
様

二
三

元
禄
八
年
三
月

（
２９
）

物
木
村
・
瀧
村
水
溜
め
争
論
和
談
に
つ
き
届
書
写

小
林
村

扱
人

十
兵
衛

（２３９）
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郡
小
林
村
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係
文
書



新
五
左
衛
門

差
上
申
一
札
之
事

一
下
総
国
印
旛
郡
物
木
村
、
瀧
村
用
水
溜
メ
土
手
論
所
為
御
見

分
、
各
様
御
出
被
成
候
処
ニ
、
小
林
村
名
主
新
五
左
衛
門
、
同

十
兵
衛
取
�
、
双
方
和
談
仕
、
右
水
溜
メ
ニ
付
向
後
出
入
無
之

様
ニ
手
形
取
替
し
相
済
申
候
、
則
取
替
し
之
手
形
写
し
差
上
申

候
、
此
儀
ニ
付
以
来
申
分
無
御
座
候
、
為
後
日
双
方
并
扱
人
加

判
一
札
差
上
申
所
、
仍
如
件

下
総
国
印
旛
郡
物
木
村

元
禄
八
年
亥
ノ

三
月
廿
三
日

庄
右
衛
門

源
兵
へ

源
右
衛
門

金
兵
へ

瀧
村
名
主

久
兵
へ

原
田
清
内
殿

十
兵
へ

高
木
平
次
右
衛
門
殿

新
右
衛
門

惣
右
衛
門

理
右
衛
門

小
林
村
扱
人

新
五
左
衛
門

十
兵
へ

二
四

元
禄
八
年
三
月

（
３０
）

物
木
村
・
瀧
村
水
溜
め
争
論
和
談
に
つ
き
取
替
し
証
文
写

（
前
欠
）

原
田
清
内
殿
論
所
迄
御
出
被
遊
、
御
見
分
可
被
遊
候
処
ニ
、
小
林

村
名
主
共
罷
出
、
扱
申
度
旨
奉
願
上
候
得
者
、
則
被
為
下
置
候
ニ

付
、
右
之
通
双
方
へ
和
談
為
致
相
済
申
上
ハ
、
何
ニ
而
も
向
後
申

分
少
も
無
御
座
候
、
堤
修
復
之
儀
ハ
堤
下
物
木
村
、
田
地
之
方
修

復
ハ
物
木
村
�
可
仕
候
、
堤
上
瀧
村
、
田
地
之
方
修
復
ハ
瀧
村

ニ
而
可
仕
候
、
勿
論
修
復
之
儀
年
�
正
月
末
か
二
月
初
ニ
可
仕

候
、
若
水
溜
メ
候
時
分
漏
水
、
或
ハ
浪
ニ
而
堤
欠
目
出
来
候
ハ
ゝ
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瀧
村
之
方
も
物
木
村
人
足
ニ
而
繕
、
水
溜
可
申
候
、
如
此
相
極

上
者
双
方
�
少
も
申
分
無
御
座
候
、
為
後
日
双
方
扱
人
加
判
取
か

わ
し
証
文
仍
而
如
件

元
禄
八
年
亥
ノ
三
月

物
木
村

名
主庄
右
衛
門

組
頭源
兵
へ

源
右
衛
門

金
兵
へ

惣
四
郎

瀧
村

久
兵
へ

新
右
衛
門

十
兵
へ

惣
右
衛
門

利
右
衛
門

（
後
欠
カ
）

二
五

元
禄
九
年
七
月

（
３１
・
３２
）

小
林
村
馬
場
方
吉
十
郎
質
入
地
書
上

覚

一
高
拾
壱
石
九
斗
九
升

馬
場
村吉

十
郎
持
高

此
内
訳

よ
こ
す
か
中
田
壱
反
三
歩

板
台上
畑
三
畝
廿
三
歩

ま
ろ
う下
畑
四
畝
十
六
歩

小
以
壱
反
八
畝
十
弐
歩

台
村
之
内
木
戸
下
屋
敷

但
し
居
山
共
ニ

是
ハ
大
森
村
惣
十
郎
方
へ
質
ニ
入
置
申
候
分

林
田
前上
田
八
畝
弐
拾
弐
歩

堤
中下
田
壱
反
六
畝
歩

宮
児中
畑
五
畝
歩

（２４１）
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総
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印
旛
郡
小
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村
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合
弐
反
九
畝
弐
拾
弐
歩

是
ハ
台
村
伝
兵
へ
方
へ
質
ニ
入
置
申
候
分

さ
き
山下
畑
四
畝
十
五
歩

是
ハ
馬
場
村
新
五
左
衛
門
方
へ
質
ニ
入
置
申
候
分

林
田
前中
田
六
畝
四
歩

是
ハ
物
木
村
次
兵
へ
方
へ
質
ニ
入
置
申
候
分
、
只
今
新
五
左
衛

門
所
持
仕
候

と
う
か
の
下

上
田
壱
反
拾
五
歩

同
所下
田
五
畝
八
歩

新
山下
田
七
畝
弐
歩

合
弐
反
弐
畝
廿
五
歩

是
ハ
瀧
村
三
郎
左
衛
門
方
へ
質
ニ
入
置
申
候
分

道
半
田上
田
壱
反
十
四
歩

宮
前下
畑
壱
反
拾
弐
歩

田
畑
合
弐
反
廿
六
歩

是
ハ
馬
場
村
七
右
衛
門
方
へ
質
ニ
入
置
申
候
分

□
堤上
田
壱
反
三
畝
六
歩

向
原下
畑
五
畝
壱
十
七
歩

合
壱
反
八
畝
廿
三
歩

是
ハ
武
兵
衛
方
ニ
て
所
持
仕
候

（
後
筆
）
「
下
田
四
畝
壱
歩

□
右
衛
門
渡
り
」

都
合
壱
町
弐
反
五壱�
畝畝�
八七�
歩歩�

外
一
下
畑
壱
畝
七
歩

是
ハ
吉
十
郎
持
高
十
壱
石
九
斗
九
升
之（
内
カ
）

□
ニ
御
座
候
得
共
、

親
隼
人
代
ニ
台
村
木
戸
下
屋
敷
吉
十
郎
分
ニ
罷
成
候
、
則
為

替
地
出
候
分
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右
之
通
吉
十
郎
分
持
高
十
壱
石
九
斗
九
升
質
ニ
入
置
申
候
、
田
畑

町
歩
分
ケ
並
屋
鋪
替
地
質
ニ
取
候
者
方
委
細
遂
詮
儀
、
証
文
等
引

合
、
壱
畝
壱
歩
之
相
違
も
無
御
座
書
上
ケ
申
候
、
少
も
不
分
明
成

義
無
御
座
候
、
仍
如
件

元
禄
九
子
ノ
七
月

馬
場
村
名
主新

五
左
衛
門（
印
）

組
頭

吉
兵
へ
（
印
）

御
代
官
様

同

藤
右
衛
門
（
印
）

�
翻
刻
は
３２
、
３１
は
下
書
。

二
六

元
禄
一
〇
年
二
月

（
３３
）

小
林
村
馬
場
方
年
貢
皆
済
目
録

覚

一
米
五
拾
六
石
九
升
七
合

本
途

外
口
米
済

一
米
弐
斗
壱
升
三
合

六
尺
給
米

一
永
四
拾
貫
八
百
八
拾
六
文

本
途
辺
田

台

共
ニ

外
口
永
済

一
永
弐
貫
三
百
六
拾
九
文
四
分

百
石
壱
分
同
断

右
者
元
禄
八
亥
御
年
貢
米
永
辻
荏
大
豆
代
米
運
賃
相
渡
之
外
、
度

�
上
納
小
手
形
ヲ
以
一
紙
手
形
引
替
令
皆
済
者
也

元
禄
拾
丑
二
月
守
屋
助
次
郎
手
代

戸
加
崎
善
太
夫
（
印
）

小
林
馬
場
村
名
主

百
姓
中

（２４３）
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